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開会 午前 ９時００分 

 

◎開  会 

○議長（澤西省司君） ただいまの出席議員は10名で定足数に達しております。 

  令和７年第４回川根本町議会定例会を開会します。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎開  議 

○議長（澤西省司君） これから本日の会議を開きます。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（澤西省司君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  本定例会に説明員として町長以下関係者が出席しておりますので、御了承ください。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（澤西省司君） 日程に入る前に諸般の報告を行います。 

  11月12日、町長から第４回定例会を招集告示した旨通知がありました。 

  本定例会は、議案12件が町長から提出されております。 

  監査委員からお手元に配付のとおり、例月出納検査結果の報告がありました。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎行政報告 

○議長（澤西省司君） 本定例会召集に当たり、町長から行政報告を兼ねまして御挨拶があり

ます。町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 皆さん、改めましておはようございます。 

  選挙後、初めての定例会ということで、新しい新人の方、緊張もしていると思いますけれ

ども。先週、国への要望へ行ってまいりました。皆さんのお手元のところにも国会の要望事
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項というのが行っているとは思うんですけれども、毎年、コロナ禍のときにはなかなか行け

ないときもあって、人数制限もあったりして、私もずっと国への要望、陳情には行っていま

す。 

  今回、議長、副議長、議運の委員長さんにお願いしまして行ってまいりましたけれども、

その中に置いておいて一番肌に感じたこと、少し進展したなと思うことはハイブリッドダム、

この事業に関しては、そのまま国のほうへ、一般会計のほうへ入ってしまいますもので、発

電のほうが、その辺をどう使うか、町に還元できること、地方交付税に、そこに還元されて

しまうと困るんですけれども、そういった発電の財源をどう使うか、そこら辺も少し進展が

あったと思います。あと、国立公園化、これも私ずっと進めていることでして、ここもいろ

んな意味で少し進展があったかなと思っております。 

  あとはいつものように、大鐵のことも要望しましたし、ずっと大鐵のことは国への陳情は

行っているんですけれども、今回、総務省のほうへ、そういった財源構成のことも初めてお

話をさせていただきました。 

  そういった中で、国への要望事項も大切なことですし、県も今サマーレビューといって、

なかなか財政健全化のほうを目指しているわけですけれども、私どもの町も同じです。やれ

ることの範囲の中で、この４年間使うところは使って、あとは返すところは返していかなき

ゃいけないことも、当然、合併特例債というのも借金ですし、３割、その意味の中で財政と

組みながら、また、そうして予算編成の中に置いておいて、事業に関しては３％の削減を職

員にお願いをしました。やれることはやる、進めることは進めていかなきゃいけない、しか

し抑えるところは抑えながら、どう財源構成、もう予算のヒアリングも始まってきますけれ

ども、そういった意味の中で、これから健全化もそうですし、やるべきことはやっていかな

きゃいけないこともあります。私自身、令和８年に向けてまたさらに進めていきたい、そん

なふうな思いでおりますので、議員の皆さんも御協力、御支援いただければと思います。 

  今日はよろしくお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） これで行政報告を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（澤西省司君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、３番、山田貴之君、４番、野崎郁徳

君を指名します。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 
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◎日程第２ 会期決定 

○議長（澤西省司君） 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から12月19日までの18日間にしたいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 異議なしと認めます。 

  したがって、会期は本日から12月19日までの18日間に決定しました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第３ 議案第５９号 川根本町し尿処理施設条例を廃止する条例 

             について 

○議長（澤西省司君） 日程第３、議案第59号、川根本町し尿処理施設条例を廃止する条例に

ついてを議題とします。 

  本件について町長の説明を求めます。町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） それでは、議案第59号、川根本町し尿処理施設条例を廃止する条例に

ついて説明をいたします。 

  令和８年３月31日をもって川根本町し尿処理施設の運用終了に伴い、施設を廃止する条例

を提出するものです。 

  施行期日は、令和８年３月31日を予定しております。 

  以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） 以上で説明を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第４ 議案第６０号 川根本町し尿中継施設条例の制定について 

○議長（澤西省司君） 日程第４、議案第60号、川根本町し尿中継施設条例の制定についてを

議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 議案第60号、川根本町し尿中継施設条例の制定について説明いたしま

す。 

  し尿中継施設が令和８年２月末に完成し、令和８年３月中に運用を開始することから、し

尿中継施設の設置及び管理について定める条例を制定するものです。 

  施行期日は、令和８年３月１日を予定しております。 
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  以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第５ 議案第６１号 川根本町乳児等通園支援事業の設備及び運 

             営に関する基準を定める条例の制定につい 

             て 

○議長（澤西省司君） 日程第５、議案第61号、川根本町乳児等通園支援事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 議案第61号、川根本町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の制定について提案理由を説明いたします。 

  令和６年６月に成立した子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による改正後の児

童福祉法により、乳児等通園支援事業が創設され、市町村の認可事業とされました。また、

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過

措置に関する政令が令和７年10月３日に公布され、令和８年４月１日から施行されます。こ

のたび、この政令等に伴い、この制度を施行するために、川根本町乳児等通園支援事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例を提出するものであります。 

  以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第６ 議案第６２号 川根本町家庭的保育事業等の設備及び運営 

             に関する基準を定める条例の一部を改正す 

             る条例について 

○議長（澤西省司君） 日程第６、議案第62号、川根本町家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 議案第62号、川根本町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例について提案理由を説明いたします。 

  児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令等が令和７年９月

16日に公布され、同日から施行されています。このたび、この改正に伴い、関係する条例の

一部を改正するものです。 



－9－ 

  以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第７ 議案第６３号 川根本町放課後児童健全育成事業の設備及 

             び運営に関する基準を定める条例の一部を 

             改正する条例について 

○議長（澤西省司君） 日程第７、議案第63号、川根本町放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 議案第63号、川根本町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について提案理由を説明いたします。 

  児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関

する内閣府令が令和７年９月10日に公布され、令和７年10月１日から施行されています。こ

のたび、この改正に伴い、関係する条例の一部を改正するものです。 

  以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第８ 議案第６４号 川根本町税条例の一部を改正する条例につ 

             いて 

○議長（澤西省司君） 日程第８、議案第64号、川根本町税条例の一部を改正する条例につい

てを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） それでは、議案第64号、川根本町税条例の一部を改正する条例につい

て説明いたします。 

  地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律等が令和７年３月31

日に公布されたことに伴い、令和８年１月１日以降に施行される部分について、地方税法と

町税条例との整合を図るため、所要の改正を行うものです。 

  今回の主な改正内容は、非課税の収入額と扶養の所得要件見直し、特定親族特別控除の創

設及び加熱式たばこの課税標準の特例に関する規定の整備になります。 

  以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） 以上で提案理由の説明を終わります。 
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─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第９ 議案第６５号 川根本町文化会館条例の一部を改正する条 

             例について 

○議長（澤西省司君） 日程第９、議案第65号、川根本町文化会館条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 議案第65号、川根本町文化会館条例の一部を改正する条例について説

明いたします。 

  川根本町文化会館条例の一部改正は、令和７年度当初予算において施設予約システムを導

入するに当たり、条例に一部改正の必要が生じたため、今回上程いたしました。 

  内容は、第11条「使用許可書の交付を受けたときに成立する。」の後に「ただし、施設予

約システムにより使用許可を受けた場合はこの限りではない。」を追加することにより、シ

ステムによる申込みが可能となります。 

  施行期日は、令和８年３月１日を予定しております。 

  以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１０ 議案第６６号 川根本町資料館条例の一部を改正する条 

              例について 

○議長（澤西省司君） 日程第10、議案第66号、川根本町資料館条例の一部を改正する条例に

ついてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 議案第66号、川根本町資料館条例の一部を改正する条例について説明

いたします。 

  接岨地区では観光バスの路上駐車が多発しており、住民から苦情が寄せられるとともに、

事故の危険も生じています。一方で、川根本町資料館には来館者専用の大型バス駐車場があ

ります。 

  そこで、路上駐車を防止し、資料館への来館を促進するために、この大型バス駐車場を有

料化して利用可能とすることを目的に、川根本町資料館条例の一部を改正する議案を提出す

るものです。 

  施行期日は、令和８年４月１日を予定しております。 
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  以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１１ 議案第６７号 川根本町火葬場条例の一部を改正する条 

              例について 

○議長（澤西省司君） 日程第11、議案第67号、川根本町火葬場条例の一部を改正する条例に

ついてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 議案第67号、川根本町火葬場条例の一部を改正する条例について説明

いたします。 

  現在、建設中であります川根本町火葬場の設置に伴い、川根本町火葬場条例の一部を改正

する条例の議案を提出するものです。 

  施行期日は、令和８年３月26日を予定しております。 

  以上、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（澤西省司君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１２ 議案第６８号 工事請負契約の変更契約の締結について 

○議長（澤西省司君） 日程第12、議案第68号、工事請負契約の変更契約の締結についてを議

題とします。 

  これは、林道智者山線災害復旧工事に係るものです。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 議案第68号、工事請負契約の変更契約の締結について提案理由を説明

いたします。 

  本案は、令和６年度林道施設災害復旧事業林道智者山線災害復旧工事（令和５年台風２号

災害）の請負契約の変更契約締結の議決を求めるものであります。 

  本工事契約は、令和６年９月13日、令和６年第３回定例会において契約締結の議決を受け

た事業について、その事業の内容を一部変更し、その請負契約金額を3,173万5,000円増額し、

変更後の請負契約金額8,680万1,000円で変更契約を締結しようとするものです。 

  以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） 以上で提案理由の説明を終わります。 
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─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１３ 議案第６９号 工事請負契約の変更契約の締結について 

○議長（澤西省司君） 日程第13、議案第69号、工事請負契約の変更契約の締結についてを議

題とします。 

  これは、林道千頭嶺線災害復旧工事に係るものです。 

  本案について提案理由の説明を求めます。町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 議案第69号、工事請負契約の変更契約の締結について提案理由を説明

いたします。 

  本案は、令和７年度林道施設災害復旧事業林道千頭嶺線災害復旧工事（令和６年台風10号

災害）の請負契約の変更契約締結の議決を求めるものであります。 

  本工事契約は、令和７年６月10日、令和７年第２回定例会において契約締結の議決を受け

た事業について、その事業の内容を一部変更し、その請負契約金額を832万7,000円増額し、

変更後の請負契約金額6,332万7,000円で変更契約を締結しようとするものです。 

  以上、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１４ 議案第７０号 令和７年度川根本町一般会計補正予算 

              （第４号） 

○議長（澤西省司君） 日程第14、議案第70号、令和７年度川根本町一般会計補正予算（第４

号）を議題とします。 

  本案について町長から提案理由の説明を求めます。町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） それでは、議案第70号、今回の補正の最後です。 

  議案第70号、令和７年度川根本町一般会計補正予算（第４号）の概要について説明いたし

ます。 

  第１表の歳入歳出予算補正について、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,500万円

を追加し、総額を66億1,210万円としたいものです。 

  今回の補正は、心身障害者福祉費、児童福祉費、母子保健費における国県補助金の実績に

よる返還金のほか、茶製造機械長寿命化緊急対策補助金、県が実施している農地整備事業へ

の負担金、もりのいずみ設備改修に係る費用を計上しております。 

  また、小規模施設修繕委託料、取り急ぎ工事を要する八中地区、はしん沢のことですが、

治山工事、町道坂京線改良工事に伴う測量設計業務委託に係る経費及び中徳橋下部修繕工事

の増額分を計上しています。 



－13－ 

  財源につきましては、有利な地方債である緊急自然災害防止対策事業債と過疎対策事業債

を充当し、残りは繰越金を充てております。 

  第２表の繰越明許費については、年度内に完了が難しい、今回計上した八中地区（はしん

沢）治山工事及び町道坂京線測量設計業務委託について、繰越限度額を設定したいものです。 

  第３表の地方債補正については、今回充当した緊急自然災害防止対策事業債と過疎対策事

業債の借入限度額を補正したいものです。 

  以上、よろしく御審議くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（澤西省司君） 以上で提案理由の説明を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎散  会 

○議長（澤西省司君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  次回の本会議は12月10日午前９時に開会し、議案の質疑、討論、採決を行います。 

  本日はこれで散会いたします。 

 

散会 午前 ９時２５分 
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令和７年第４回川根本町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

令和７年１２月１０日（水）午前９時開議 

      諸般の報告 

日程第 １ 議案第５９号 川根本町し尿処理施設条例を廃止する条例について 

日程第 ２ 議案第６０号 川根本町し尿中継施設条例の制定について 

日程第 ３ 議案第６１号 川根本町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め 

             る条例の制定について 

日程第 ４ 議案第６２号 川根本町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める 

             条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第６３号 川根本町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を 

             定める条例の一部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第６４号 川根本町税条例の一部を改正する条例について 

日程第 ７ 議案第６５号 川根本町文化会館条例の一部を改正する条例について 

日程第 ８ 議案第６６号 川根本町資料館条例の一部を改正する条例について 

日程第 ９ 議案第６７号 川根本町火葬場条例の一部を改正する条例について 

日程第１０ 議案第６８号 工事請負契約の変更契約の締結について 

日程第１１ 議案第６９号 工事請負契約の変更契約の締結について 

日程第１２ 議案第７０号 令和７年度川根本町一般会計補正予算（第４号） 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開  議 

○議長（澤西省司君） ただいまの出席議員は10名で、定足数に達しております。 

  これから本日の会議を開きます。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（澤西省司君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  なお、説明員は12月２日と同様ですので、御了承ください。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（澤西省司君） 日程に入る前に諸般の報告を行います。 

  12月２日の本会議散会後、全員協議会を開催し、上程議案の詳細説明を受け、その後、議

会運営委員会、全員協議会を開催し、定例会２日目の議事日程等について御協議いただきま

した。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１ 議案第５９号 川根本町し尿処理施設条例を廃止する条例 

             について 

○議長（澤西省司君） 日程第１、議案第59号、川根本町し尿処理施設条例を廃止する条例に

ついてを議題とします。 

  本件について質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 
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○議長（澤西省司君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第59号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（澤西省司君） 起立全員です。 

  したがって、議案第59号、川根本町し尿処理施設条例を廃止する条例については、原案の

とおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第２ 議案第６０号 川根本町し尿中継施設条例の制定について 

○議長（澤西省司君） 日程第２、議案第60号、川根本町し尿中継施設条例の制定についてを

議題とします。 

  本件について質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第60号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（澤西省司君） 起立全員です。 

  したがって、議案第60号、川根本町し尿中継施設条例の制定については、原案のとおり可

決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第３ 議案第６１号 川根本町乳児等通園支援事業の設備及び運 
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             営に関する基準を定める条例の制定につい 

             て 

○議長（澤西省司君） 日程第３、議案第61号、川根本町乳児等通園支援事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

  本案について質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第61号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（澤西省司君） 起立全員です。 

  したがって、議案第61号、川根本町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定については、原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第４ 議案第６２号 川根本町家庭的保育事業等の設備及び運営 

             に関する基準を定める条例の一部を改正す 

             る条例について 

○議長（澤西省司君） 日程第４、議案第62号、川根本町家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  本案について質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 
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○議長（澤西省司君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第62号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（澤西省司君） 起立全員です。 

  したがって、議案第62号、川根本町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第５ 議案第６３号 川根本町放課後児童健全育成事業の設備及 

             び運営に関する基準を定める条例の一部を 

             改正する条例について 

○議長（澤西省司君） 日程第５、議案第63号、川根本町放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

  本案について質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 討論なしと認めます。 

  これから議案第63号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（澤西省司君） 起立全員です。 

  したがって、議案第63号、川根本町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 
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◎日程第６ 議案第６４号 川根本町税条例の一部を改正する条例につ 

             いて 

○議長（澤西省司君） 日程第６、議案第64号、川根本町税条例の一部を改正する条例につい

てを議題とします。 

  本件について質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第64号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（澤西省司君） 起立全員です。 

  したがって、議案第64号、川根本町税条例の一部を改正する条例については、原案のとお

り可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第７ 議案第６５号 川根本町文化会館条例の一部を改正する条 

             例について 

○議長（澤西省司君） 日程第７、議案第65号、川根本町文化会館条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。 

  本案について質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 討論なしと認めます。 
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  これで討論を終わります。 

  これから議案第65号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（澤西省司君） 起立全員です。 

  したがって、議案第65号、川根本町文化会館条例の一部を改正する条例については、原案

のとおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第８ 議案第６６号 川根本町資料館条例の一部を改正する条例 

             について 

○議長（澤西省司君） 日程第８、議案第66号、川根本町資料館条例の一部を改正する条例に

ついてを議題とします。 

  本案について質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第66号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（澤西省司君） 起立全員です。 

  したがって、議案第66号、川根本町資料館条例の一部を改正する条例については、原案の

とおり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第９ 議案第６７号 川根本町火葬場条例の一部を改正する条例 
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             について 

○議長（澤西省司君） 日程第９、議案第67号、川根本町火葬場条例の一部を改正する条例に

ついてを議題とします。 

  本案について質疑はありませんか。３番、山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） 別表第５条におきまして、使用者が本町の住民と本町の住民でない者

に分けられた上で料金設定がされております。具体的には、死体の火葬の場合の使用料が、

使用者が本町の住民の場合は3,000円、本町の住民でない者の場合は３万円と定められてい

ます。 

  １つ目の質疑としまして、この別表における本町の住民と本町の住民でない者とは、死亡

された方を指すという認識でよろしいか伺うものです。 

  ２つ目としまして、この表で定める本町の住民と判断する場合にどういったケースが当て

はまるのか、具体例を交えて教えていただきたいと思います。 

○議長（澤西省司君） くらし環境課長、風間一章君。 

○くらし環境課長（風間一章君） まず、１つ目の件ですが、死亡者を指す認識で間違いあり

ません。 

  ２つ目の件ですが、当町の住民が住所地特例制度の対象となる施設に入所している方でご

ざいます。例で申しますと、当町民が他市町の特別老人養護ホームへ入所している方でござ

います。 

  なお、この内容は川根本町火葬場条例施行規則に明記いたします。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第67号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（澤西省司君） 起立全員です。 

  したがって、議案第67号、川根本町火葬場条例の一部を改正する条例については、原案の

とおり可決されました。 
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─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１０ 議案第６８号 工事請負契約の変更契約の締結について 

○議長（澤西省司君） 日程第10、議案第68号、工事請負契約の変更契約の締結についてを議

題とします。これは、林道智者山線災害復旧工事に係るものです。 

  本案について質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第68号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（澤西省司君） 起立全員です。 

  したがって、議案第68号、工事請負契約の変更契約の締結については、原案のとおり可決

されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１１ 議案第６９号 工事請負契約の変更契約の締結について 

○議長（澤西省司君） 日程第11、議案第69号、工事請負契約の変更契約の締結についてを議

題とします。これは、林道千頭嶺線災害復旧工事に係るものです。 

  本件について質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 
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○議長（澤西省司君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第69号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（澤西省司君） 起立全員です。 

  したがって、議案第69号、工事請負契約の変更契約の締結については、原案のとおり可決

されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１２ 議案第７０号 令和７年度川根本町一般会計補正予算 

              （第４号） 

○議長（澤西省司君） 日程第12、議案第70号、令和７年度川根本町一般会計補正予算（第４

号）を議題とします。 

  本案について質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 質疑なしと認めます。 

  これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 討論なしと認めます。 

  これで討論を終わります。 

  これから議案第70号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案に賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（澤西省司君） 起立全員です。 

  したがって、議案第70号、令和７年度川根本町一般会計補正予算（第４号）は、原案のと

おり可決されました。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 
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◎散  会 

○議長（澤西省司君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  次回の本会議は、12月18日午前９時に開会し、一般質問を行います。 

  本日はこれで散会します。 

 

散会 午前 ９時１８分 
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令和７年第４回川根本町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

令和７年１２月１８日（木）午前９時開議 

日程第 １ 一般質問 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開  議 

○議長（澤西省司君） ただいまの出席議員は10名で、定足数に達しております。 

  これより本日の会議を開きます。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（澤西省司君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

  なお、説明員は12月10日と同様ですので、御了承願います。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（澤西省司君） 日程に入る前に諸般の報告を行います。 

  12月10日の本会議散会後、議会運営委員会、全員協議会を開催し、定例会の議事日程等に

ついて御協議いただきました。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（澤西省司君） 日程第１、一般質問を行います。 

  通告制により通告された質問者は、野口直次君、爾見淳芳君、石山貴美夫君、佐々木直也

君、山下真男君、野崎郁徳君、石関華君、山田貴之君、中原緑君です。 

  質問者が６人以上となりましたので、議会運営の申合せにより、本日と明日の２日間に分

けて行います。 

  本日は、野口直次君、爾見淳芳君、石山貴美夫君、佐々木直也君の一般質問を行います。 

  再質問は一問一答方式とします。的確に質問、答弁をするようお願いいたします。 

  順番に発言を許します。 

  ８番、野口直次君、発言を許します。８番、野口直次君。 

○８番（野口直次君） おはようございます。８番、野口直次です。 

  通告に従い、一般質問をさせていただきます。 
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  師走に入り早いもので、今日は18日。あと僅かになりました。国も18兆円余の補正予算が

成立いたしました。景気対策も打ちつつも、物価高騰が年末年始を迎え日常生活に暗い影を

落としていると思われます。そんな中でも、町のＬＩＮＥクーポン事業は盛況で、注目をさ

れております。 

  議会も、新体制になり初めての一般質問で、９名の方が壇上に立ちます。それぞれがいろ

いろな角度から発言をいたします。町民から託された意義をかみしめ、また、町民に常に感

謝の気持ちを忘れずに前に進んでほしいと思っております。これから、機会あるごとにあら

ゆる面での出会いを大切にしながら、議員一人一人が仲間同士になったなとそれぞれの議員

が少しでも早めに感じて、10人一緒に次のステップに進めたらいいなと考えております。で

は、トップバッターを務めさせていただきます。 

  周りの山々を見ると、民間事業とはいえ、電力会社の国策に近い、あちらこちらで大規模

な送電線の鉄塔建て替え工事が施工されています。重量車両が林道・町道等を利用しており

ます。部分的には補修工事も行われているが、工期は令和11年３月までと聞いております。

その間、道路は、新設工事と旧鉄塔の撤去に使用されます。町と事業者が補修修繕工事を一

括交渉が必要とされる懸案だなと私は考えております。今後の推移を見守りたいと思います。 

  12月14日、静岡新聞において、お茶輸出急増で１万ｔを超える見出しが一面トップに掲載

されております。健康志向から抹茶人気、円安追い風、71年ぶりに年間１万ｔを超え、右肩

上がりとの記事でした。ここ数年の国内生産量は７万ｔ台で、急須に入れて飲む家庭が少な

くなり、高齢化が進み、農家の後継者不足が要因と載っておりました。輸出業者は、国内の

需要が減っても、海外に販売先が確保され、生産量の維持につながるとも話されていた。川

根地域の状況を見れば、複雑で様々な要因があると思われる。碾茶の有機栽培・煎茶需要の

拡大、また、一番茶重視の栽培形態からの改善等の課題も含め、対策は急務と思われます。

心配しながら、でも、来年の価格の上昇に期待する今日この頃でもあります。 

  当町の中で、篤農家と言われる方に私は言われました。要約すると、このままでは産地が

消滅する可能性がある。議会としてどう考え、対処されるのか、そういう議論がされている

かと言われ、啞然といたしました。私は議員でもあり、零細農家でもあります。一から十ま

で議員は民間の課題を取り上げ、何らかの方法で対応されるべきと考えておられるのでしょ

うか、私は、返事ができかねております。心の中では、プロの生産者ならば自分のこととし

て、業界（組織）内でみんなで知恵を出し合って解決策、または要望等を考えるべきだと言

いたいと思っております。この件は、今回の私のテーマにも関連する大事なことです。当然、

議会も、団体等から要望書・意見書・請願書等が上がってくれば、対処しながら行政に伝え

ていく。私の考え方は、上から目線でしょうか。非常識で言葉も乱暴かもしれませんが、私

を含め、守られた職域にいる人は甘えがあるのかなと複雑な今日この頃の心境でございます。 

  いずれ、当町の財政規模から見れば、近い将来、予算総額50億円を切る必要に迫られてく

る状況を察しながら、裏腹に、来年度の予算編成に当たり予算要求等質問するので、複雑で
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切ない気持ちであります。声も小さくなります。 

  さて、本題に入ります。大きくは、町の茶業（農業）の施策に関する今後の展望について

お聞きいたします。 

  （１）各品評会への出品支援や、煎茶・碾茶に関する農業施策について、今後も現状と同

程度の規模で展開していってほしいが、今後の方針について考えをお伺いいたします。 

  （２）ＪＡが本来やるべき営農経済・農家経営への支援について、現状として、消極的に

私は映ります。町からもＪＡに積極的に助言してほしい。民間企業に対して関与すべきでな

いことは承知しているが、あえて町の考えをお伺いいたします。 

  （３）一部の現在の農家体制を保ちつつも、町の将来を見据えて、農業法人・会社組織化

を進めてほしいと考えております。考えをお伺いいたします。 

  （４）町として、地元茶商と協力して進めている、また、町で検討している販売促進につ

いて、現時点での成果及び進捗状況をお伺いいたします。 

  （５）３年間行ってくれた茶製造機械長寿化緊急対策事業の補助制度の続行を要望いたし

ます。制度に対して、今後の考えも伺います。 

  ５つの項目から成っております。 

  壇上からは以上です。お願いいたします。 

○議長（澤西省司君） ただいまの野口直次君の質問に対し、町長の答弁を求めます。 

  町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 皆さん、おはようございます。 

  それでは、野口議員の質問にお答えさせていただきます。 

  令和７年における全国茶品評会におきましては、普通煎茶４キロの部で、17回目の産地賞

を獲得、相藤農園が１等１席農林水産大臣賞を受賞するなど、川根茶が日本を代表する産地

であることが改めて示されました。また、荒茶や碾茶の価格が非常に高騰しており、今後の

動向は不透明ではありますが、本年は茶産業にとって大きな転換期となった認識はしており

ます。 

  それでは、項目別にお答えをさせていただきます。 

  まず１つ目の農業施策の今後の方針についてお答えします。 

  農業施策に関しましては、経済・社会情勢や世界的潮流を踏まえた施策展開が重要である

と考えております。国及び県の施策動向を注視し、それぞれの支援策を最大活用するととも

に、町独自のきめ細やかな支援を展開してまいります。全国茶品評会等の品評会対策につい

ても、栽培、製造の両面でこれまで以上の支援を行ってまいりたいと思っております。 

  ２つ目です。ＪＡに係る町の考え方についてお答えします。 

  ＪＡには、的確な営農指導ができる人材がいると認識しております。昭和期には収量増加

や品質向上のための技術改良・普及で大きな役割を果たしてきました。近年は、農業者側の

技術水準も平準化してきておりますが、今後は生産の効率化を目的にスマート農業等の新技
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術普及において、ＪＡに大きな役割を期待しているところであります。 

  併せて、農業者側も受動的な期待にとどまらず、積極的な相談・指導要請を行うことが重

要と考え、農業者側とＪＡ執行部の双方に伝えます。 

  ３つ目です。農業法人・会社組織化についてお答えします。 

  組織化・経営の課題については、平成後期以降、新たな農業法人の設立や個人農家の法人

化、他産業から農業への参入が進み、組織的な生産・販売が進展しています。一方で、平成

初期に形成された共同組織や一部農事組合法人では運営が厳しい事例も見られます。今後の

農業経営においては、個人・法人を問わず、経営者の経営力が問われます。町は農業技術や

流通販売に加え、経営の側面についてもＪＡや県農林事務所と連携して支援してまいります。 

  また、令和7年３月に設立された特定地域づくり事業協同組合に大きな期待を私は寄せて

おります。同法人が組織的経営体の形成や人材確保に寄与してくれることと考えております。 

  ４つ目です。販売強化促進事業について、現時点での成果及び進捗状況についてお答えし

ます。 

  川根茶産地の茶商は、産地問屋と小売を兼ねる事業者が多いという実情があります。町、

川根本町茶業振興協議会、川根お茶街道推進協議会において、継続的な販売促進の支援を行

っております。長期的な販売力の強化を目指し、関係団体と協議を重ねながら、新たな販売

促進活動の活発化に努めております。 

  併せて、茶商だけでなく、ＪＡや小売茶農家の販売活動が円滑に行われるよう、協議会事

業を通じた協力先とのマッチング等の支援を継続してまいります。 

  ５つ目の質問です。茶製造機械長寿化緊急対策事業の今後の考え方についてお答えをさせ

ていただきます。 

  令和５年度から７年度にかけて、３か年の緊急対策として、製茶機械長寿命化に取り組ん

でまいりました。野口議員をはじめ、議員各位の御理解と御協力に深く感謝を申し上げる次

第であります。 

  次年度以降は緊急対策の段階を終了しますが、製茶機械の高性能化や省エネ化をテーマと

した川根茶生産基盤の維持を目的に、茶機械の長寿命化対策に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

  壇上からは以上です。 

○議長（澤西省司君） 再質問を許します。８番、野口直次君。 

○８番（野口直次君） 冒頭の答弁ありがとうございました。 

  やはり農業というのは１日２日でどうというものではなくて、やっぱり長いスパンの中で

いろいろなことも起こり得るし、また、町長が言ったように、この１年間、数年間は非常に

激動というか、いろいろな町、また、先ほども言いましたが、世界的に抹茶ブームとある中

で、再質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  最初に、農林業センターは、生産者、農家には必要不可欠な施設であります。今後、将来
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にわたり、ますます必要の頻度が高まる施設と感じております。今後も農家のとりでとして、

引き続き予算確保に努めてほしい。町のお考えをお伺いいたします。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 議員御承知のとおり、私も一緒にいろいろやってきましたので、農林

業センターの位置づけというのは、私も感じているところであります。 

  農林業センターは、町直営の農林業試験研究機関であり、本年度から高収益作物ワサビ苗

生産と試験栽培に取り組む農業改良普及における中核施設です。近年、ＪＡ営農経済センタ

ーとの連携体制を特に重視し、運営をしているところでありますけれども、予算に関しまし

ては、事業内容、必要経費の精査を行いつつ、必要な予算を来年度予算に確保していくつも

りでございます。 

○議長（澤西省司君） ８番、野口直次君。 

○８番（野口直次君） ありがとうございます。 

  やはり、農林業センターは私の町の、県下でも珍しいというか、非常に町としてはすばら

しい設備を持っていると思いますので、今後も、今町長がおっしゃったように、やはり生産、

何をやるにも最初は試験的なことが多いもんですから、ぜひ今後も農林業センターの充実を

お願いして、次の質問に入ります。 

  農林業センターの職員の確保が近々の課題と考えております。対策をお伺いいたします。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 議員おっしゃるとおり、令和７年７月ですが、１人退職をいたしまし

た。現在、対応を検討している最中ですけれども、また、軽作業に従事している会計年度職

員についても、何らかの形でこれから確保しながら、進めていきたいと思っております。今、

途中です。 

○議長（澤西省司君） ８番、野口直次君。 

○８番（野口直次君） ありがとうございます。 

  ここは、職員といいながらも、やっぱり技術的な関係もありますので、どうかいろいろな

形の中で、来年度の一番茶品評会に間に合うという言葉は悪いんですが、ある程度人員が確

保できることをお願いしたいと思っております。 

  続きまして、世界的に伸びている抹茶の需要に、この小さな当町がそれとマッチングいた

しました。この施策に私は称賛に当たると言っても言い過ぎではないと思っております。生

産から流通販売において、また、雇用にもつながっている、当町では往年、茶業界の大きな

課題を抹茶・碾茶を通じてこの数年でやり遂げようとしている、波及効果も期待されている

と考えます。 

  今後も、煎茶を含め、積極的に果敢に取り組んでほしい、その点について再度お聞きいた

します。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 
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○町長（薗田靖邦君） 議員がおっしゃるとおりということで、流通販売の場合は、町に関し

ては順調、これは何が原因かというと、やっぱりサプライチェーンを持っている。私はもう

今お茶やっていないんですけれども、やはりお茶、煎茶の部門だと、小売やったり、ＪＡで

あったり、いろんな販売形態があっていて、なかなかお金につながらないところがあって、

私も苦労しながら、一生懸命生産家として、またお金がないからアルバイトもやったり、皆

さんいろんな形態があると思うんですけれども、その中において、マーケティング、今、茶

茗舘で呈茶を行ったり、いろいろしている。話すことがうまくなったよね、茶農家の皆さん

が。これが大事、ただお茶だけ作ってりゃいいわけじゃなくて、やはり売らなきゃならない。

後ろにいる石山さん、頑張る農家でしょう。そのことから、何か始めなきゃいけないという

ことがやっと、我々の同級生も先輩たちもそうですけれども、野口さんも茶茗舘でいろいろ

いつもお会いするわけですけれども、もう話し方が全然変わってきちゃって。私の友人も、

売るならどうするかという。そういったことの中において、これからもそうした流通販売、

地道なことだかもしれませんけれども、茶茗舘利用しながら、また呈茶、今、我々はいろん

なところへ行っています。私の羅臼の友人、町長、この前も世田谷へ行ってもらったし、私

自身も行っているし。そういったことの中において、どうやってこの茶産業を続けていくか、

さらに伸ばしていくか。こういうことはやっぱりこれから。抹茶だけじゃないですよ。煎茶

のことも本当にそういう思いの中で、今、本当に抹茶業界というのは、葉っぱが足らんぐら

い。この前も、新聞で１万ｔ。皆さんも御存じの。そのぐらいの規模の中において、茶業界

の転換期だと思っています。私の町にも相藤農園さんがいて、ＳＯＭＡさんがいて。こうい

う展開になると私も正直思っていなかったんですけれども、そういった世界流通、世界が求

めること、一つの健康食品だから、そういったことの中においても、これから先、川根本町

は捨てたもんじゃないですので、一生懸命私やっていきたいと思っています。 

○議長（澤西省司君） ８番、野口直次君。 

○８番（野口直次君） 今日の課題の中で、いろいろ質問するけれども、今、町長言ったこと

に大体濃縮されているのかなとは思っております。ありがとうございます。 

  続きまして、農地中間管理機構関連農地整備事業について御質問をいたします。 

  私は、前にも一度一般質問をいたしましたが、下泉原地区の茶園を町民みんなに見てほし

いと思っております。一言に言えば、これが川根本町の茶園かと目を見張ります。もっと町

はＰＲをすべきで、町民または県内外の人たちに現地見学ツアー企画等観光にも活用も面白

いではないかと考えております。事業成果を知っていただきながら、農業への理解もしてい

ただき、また、今後、西地名地区にも引き続き事業が展開されている、今後に期待します。

有利な事業補助を見いだしながら、農地集約化整備事業の続行を、これからも農林業予算措

置に期待いたします。町の考えを再度お聞きいたします。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 農地集約化事業、望んでいた事業でした、私が。正直。いつでしたか、
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12月14日ですか。権利者会議、下泉原地区であったわけですけれども、この後、西地名地区、

また皆さんも見に行っていただければ。もうさま変わりですよね、農地が。だから、こうし

たことの中の展開。私も若い頃、上長尾でやろうと思ったんだけれども、なかなかあの頃は

ばらばらで。要は、何が大事だかというと、やっぱりその地区の人間、それが、その人たち

が一つになって、どうやって農業生産をやっていくか。そう感じました。やはり下泉原地区

の皆さんがしっかり固まっている。そうしたことがないと、なかなかこの農地集約ってでき

ない。 

  今後、最初は、今日は傍聴で中澤さんも来ているけれども、地名のパイロット事業、水田、

あれも始まったことは確かだったんですよ。一つにならないとなかなか農地集約ってできな

いから、てんで自分自身のことばっかりやっていたら、絶対できない。改めてそれは下泉原

地区へ行って、この前の権利者会議で感じたことでありまして、これから先もそういった集

約化。九州並みにはなれないかもしれないけれども、そうしたところがあるならやはり集約

化どんどんやっていっていただきたいし、そこには我々も、農林事務所、土改連、いろんな

ことの中において協力を惜しまない。そして、農業を展開していかなきゃいけないと私も思

っていますし、ただ、個人的な農業というのも大事ですよ。品評会等いろいろありますから。

そういったことの中においては、そういった集約化農業というのは、ずっと前の共同工場で

きた、今はちょっと少しずつこうなっちゃっているけれども、後継者もいなくて。今、大事

なことは、そうした集約化することがやはり農業生産につながっていくこと。でも、それも

やっぱり地域がまとまらないと、絶対できない。そこだけは議員の皆さんには言っておきま

すけれども、そうした思いがなかったら、なかなかああいう集約化作業ってできないですよ。

でも、我々としては、そういった集約化作業というのは、協力しながら、県とも相談しなが

ら、努めてまいりたいと思っています。 

○議長（澤西省司君） ８番、野口直次君。 

○８番（野口直次君） ありがとうございます。 

  確かに、町長の言うように、地元理解、そう言いながら、農業の取り巻く状況も大変、特

にお茶は変わってきております。この陰には、やはり担当していただいた職員、当然、県も

ありますけれども、努力という、目に見えないところでお力を発揮したがためにこのような

立派な農地集約の方向性が出てきたと思います。 

  今後も、やはりどの地区も大きな課題を抱えておりますので、どうかそれぞれの地元、あ

るいは周りのところを見ながら、何とか少しでも今後に残る農業体制ができたらいいなと思

っております。 

  続きまして、関連いたしますが、農家経営を圧迫している資材、農業用燃料費の高騰、人

件費、運賃高騰は、規模拡大はもちろん、現状の経営の維持さえできない状況は町も把握し

ていると思われるが、国・県に強く要望をお願いしたいと思います。町長もお話しいたしま

したが、同時に、町も何らかの緊急対策が目に見える形で講じていただければと思っており
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ます。見込みを含め、お伺いいたします。 

○議長（澤西省司君） 産業振興課長、鈴木浩之君。 

○産業振興課長（鈴木浩之君） 過去に、農業関係の資材高騰対策、行ったことがございます。

令和４年のことでありました。その際は、外的要因として、新型コロナの影響を大きく受け

たという背景がございます。農業の原材料の輸入の関係もございまして、特に肥料が大きく

値上がりをしたという事態があって、それに対応したという経緯がございます。 

  農業資材などの価格高騰につきましては、経常的なものになるのではないかと予想をして

おります。一時的な支援策を講じるよりは、収入のほうを増加させる方策に注力をしたい、

そうすべきであるというふうに考えております。 

  一方で、国・県、それから関係機関、努力をしておりまして、例えば収入保険、例えばＪ

Ａが絡んでいるセーフティーネット、そういったセーフティーネット系の方策も整備をされ

てきております。従前に比べて、農業経営の安定化は図られているというふうに承知をして

おります。 

○議長（澤西省司君） ８番、野口直次君。 

○８番（野口直次君） ありがとうございます。 

  大体、今課長がお話しさせていただいた件は非常に分かるんですが、やはり農家がもう瀬

戸際になっている方もあるということは、お互いに承知はしていただいているとは思うんで

すが、やはりなかなか後継者不足、後にも先にも述べたとは思うんですが、その中で、少し

の手を差し伸べたら頑張れるな、だけれども、それが頑張って何年続いて、それが果たして

いいのかどうかも分からないような状況でもあることも事実だと思いますので、そこら辺、

今の答弁を聞きながら、私も今後勉強をしていきたいと思います。 

  続きまして、先ほども答弁いただきましたが、ＪＡと町の関わりについてを質問いたしま

す。 

  町はＪＡに対して、もう少し地域に合った農協改革を求めることを要望してはいいのでは

ないか。例えば今、茶共同工場の存続は危機的状況に立たされている。基幹産業の茶業の衰

退はもちろん、各集落の維持管理にも影響し、さらに、荒廃農地も増える可能性もあり、集

落の治安防犯上からも心配です。強いて言えば、過疎化・人口減少にもつながります。そこ

で、ＪＡに登場してもらい、困っている今こそ茶工場を引き受け、荒茶直営工場を経営して

再建してもらう。そこには、総合農協の強みを生かして、地域貢献をしていただきたい。町

長の言う民間の活力の導入に当たるのではないでしょうか。 

  少しずれますが、近頃の行政は、民間の一企業には手を出さない原則を言いつつも、少し

ずつ、私は、町民の暮らしの豊かさを口実に崩れてきているのではないかと感じております。 

  本題に戻ります。資金面も含め町は、ＪＡと今後どのような形で連携協力して農家に対し

て支援をされていくのか。また、これから町はＪＡにどんなところを期待するか。先ほど、

町長も答弁をいただきましたが、再度お聞きいたします。 
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○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 私自身も、ＪＡの経営側にいたことは御存じだと思うんですけれども、

そうした中で、野口議員の気持ちも分かるところで、実に歯がゆい思いをしながらあの頃理

事をやっていたなという。買取りからあっせん、もう聞こえるように言っているんだけれど

も。あれも、本当にあっせんあっせんで私来たんですけれども、大きい組織になっちゃった

から、なかなかつながるところがなく、よく経営陣とぶつかり合いもしたんですが、なかな

かこっちの人間も分かっていただけなくて、私のやっていることが。あの頃は随分私自身も、

自分でお茶をもんでいて、みんなが来たから、何やっているんだ、薗田と言われ、こっちは

こっちで一生懸命やっているところはあったんですけれども、組織というのは、やっぱりそ

ういったところの中において、先ほど言いましたけれども、私も当時、歯がゆさを感じてい

ました。 

  その中において、やはりＪＡという本分をダイレクトに我々につながるところはあるし、

金融があって、共済があって、その中において、私のところのワンストップサービスができ

る団体ですよね。そうしたために農業協同組合が先人がつくったんだろうし、あれだけ大き

くなっちゃっていますから、ＪＡというか、農協自体が。その中において、我々が今度どう

いうつながりができるか、行政とＪＡと。今年も、お茶の関係じゃないですけれども、ＪＡ

経済連、そういった方々とちょっとしたことがあるもんですから、行っていただきました。

そういった中で、ＪＡと町の上部につながるというのは、決して離れているわけでもないし、

これから先もいろんな思いの中で、ＪＡがやはりそばにいないとなかなかできない分補助も

できないところもあるし、町とＪＡといろいろ２つ組んで補助をやったときもありますので、

そうしたことの中において、これから先はそれぞれの具体的行動につながるように、さらに、

こういった時期ですから、ＪＡさんにもっとハッパをかけてやってもらわにゃしようがない

こと幾つもありますので、そういった意味の中で、そんな協力体制の中でこれから先も、議

員おっしゃるとおり、進めていかなければならない、そんなふうに思っています。 

○議長（澤西省司君） ８番、野口直次君。 

○８番（野口直次君） ありがとうございます。 

  やはり、私も農業をやって、もう終活に近い状態になってきまして、年寄りが余計ガーガ

ー言いたいというのは、やはり今町長が言うように、農家があってＪＡ、またＪＡがあって

農家、そこら辺が非常に鶏と卵ではありませんが、いつも葛藤して私も考えております。 

  ただ、今、私が一番言いたいことは、農協がやはりできた物に対して販売してやるとか、

そういう話ではなくて、農家がやはり資金面でも苦しい中において、例えば、作物の加工施

設を俺たちＪＡがつくるで、それをみんなで農家が利用してくれと、もうちょっとその積極

的な、先ほど、果敢とは言ったんですが、やはり私はほかの農協さんを見ると、やはり自分

も腹を痛めていろんなお金を出しているなという事例を、ちょっと私なりに考えたり勉強も

しているつもりです。やはり町長も心配していただいているように、遠くで眺めて、さあ、
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何かが結果が出たら食いつくよ、ごめんなさい、川根弁だか標準語だか分かりませんが。そ

ういうふうなやっぱりＪＡではあってはならないと思うし、あってほしくないためとあえて

ＪＡを批判したりすると。確かに町長が言うように、あの品評会といろいろな営農指導、ま

た経済指導は大変よくやっていただいて、個人個人、職員を云々責めるじゃないですけれど

も、やはり経営感覚をＪＡとペアでありませんが、経営感覚をもう少し一歩前へ進んで農家

と歩んでいただくということで、今までのことをお話ししました。 

  また、次の質問もＪＡに絡みますが、これはある程度もうお答えいただいたですが、やっ

ぱり言わせていただきます。 

  日々、茶業界も変化している中で、川根本町茶業振興協議会の有力のメンバーのＪＡは、

この協議会においてどのような立ち位置にいるのか、私には見えてきません。町と一緒にど

のような活動をしているのかを含め、行政がこの会の事務局と聞いているので、お聞きいた

します。 

○議長（澤西省司君） 産業振興課長、鈴木浩之君。 

○産業振興課長（鈴木浩之君） 茶業振興会事業は、町と大井川農協が資金をまず拠出して、

その資金により運営をしている団体であります。この茶業振興協議会ですけれども、構成員

として、茶業組合、農業経営振興会、農協の自園自製部会、そういった茶業団体が加盟して

いるという成り立ちです。農協とは、茶振興事業の企画立案の段階、事務局と役場の事務局

の主な相談先であります。また、事業実施に当たっては、人員を出役していただく、そうい

った細かな協力関係もございます。 

  そうして、役場職員は異動がありまして、なかなか専門職員がいない。一方で、大井川農

協には専門的な技術も持った指導員がいるということで、極めて頼りにして、一緒に盛り立

てている、そういった関係がございます。 

○議長（澤西省司君） ８番、野口直次君。 

○８番（野口直次君） 分かりました。 

  今のお話でいきますと、大切なパートナーだということは少し理解いたしましたので、今

後も共有しながらやっていただきたいと思います。 

  続きまして、将来に向け、農業法人化を進めてほしいということの質問の中から、これか

らも農業経営は組織化をさらに進めていく必要があるとは考えます。外部からの参入、担い

手育成も含め、現在の組織化の進捗状況をお聞きいたします。進めるに当たって、社員の人

手不足と何か課題があるのかを教えてほしいと思っております。再度お聞きいたします。 

○議長（澤西省司君） 産業振興課長、鈴木浩之君。 

○産業振興課長（鈴木浩之君） 近年、個人農家が、先ほど町長の答弁にもございましたけれ

ども、個人農家が法人となったり、土木建設事業者が母体となって、新たに農業を経営する

法人を立ち上げたり、こういったものがございます。あるいは、町外の農業法人の進出相談、

これも年数件でありますけれども、受けてきている、そういった例もございます。 
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  これらは、それぞれの経営体が経営判断をしているというところでございます。これから

の地域農業をイメージすれば、先ほどの農地集約化、団地化、そういったこともございます

けれども、一定規模で経営される農業体、これは必要なセクターだろうというふうに思って

おります。その中では、経営責任が明確な農業法人、これも大事なところでございます。担

い手となっていくことでしょう。そういった様々な経営体の経営セクターがあるというとこ

ろが一つの地域農業のありようではないかと思っております。 

  課題についてですけれども、相談を受けたり、今経営している農業法人の内容を見ており

ますと、ケース・バイ・ケースです。ですので、そういった逐一の相談に乗りながら、ＪＡ

とともに対応していく、そういうところでございます。 

○議長（澤西省司君） ８番、野口直次君。 

○８番（野口直次君） ありがとうございます。 

  今課長がおっしゃっていただいたように、やはりこれから、やはり農家ができないけれど

も、法人化した人たちに任せるにしても、今おっしゃっていただいたように、経営感覚が優

れていて、経営責任があって、ある地区の例を出したら悪いんですが、ちょっと茶工場がな

くなって、新しい作物を導入して、皆さんも期待して東京から来ていただいた人たちですが、

もうまた何らかの理由というか、要は、農業ができなくて撤退したんですが、その後に残っ

た人たちは、もう農地を返されても本当に困っていると、そういう例を含みながら、今課長

が言っていただくように、やはり経営の強化もお願いしたいと思っております。よろしくお

願いいたします。 

  続きまして、川根茶の販売促進についてでございます。 

  地元茶商（川根茶業組合）と会合を定期的に開催していることは、以前の一般質問でも答

弁されていただいたが、双方で新しい販売戦略は示されてきているのかを含めて、対策等も

含めて、再度お伺いいたします。 

○議長（澤西省司君） 産業振興課長、鈴木浩之君。 

○産業振興課長（鈴木浩之君） 静岡県、県の施策でありますけれども、令和７年度から静岡

茶ブランディングプロジェクトが始まっております。まず、町としましては、この動向に注

視をして、川根茶産地としての取組も構築していく必要があるだろうというふうに考えてお

ります。イメージとしては、そういうイメージです。 

  茶振協においては、茶商、農協、販売茶農家が流通販売をしやすい環境を整え、ここが本

務だというふうに考えて、それぞれの皆さんが具体的な活動ができるよう支援をしてまいり

ます。 

○議長（澤西省司君） ８番、野口直次君。 

○８番（野口直次君） ありがとうございます。 

  続きまして、令和４年度12月定例会の答弁において、町長をはじめ、農林課の当時鈴木課

長がこれまでにない商流で新しい需要先を開拓していく日本茶飲食店、ホテルにメニュー化
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を提案開拓、また、ティーパック・ペットボトル等商材を多様化して売り込む、その目的達

成のためにも、５年度から農林課から産業振興課に機構改革をしたと思います。大変な事柄

ではあり、地道に継続している流通販売は承知しておりますが、中長期的に第６次化をも含

め、関東圏への川根茶の売り込み、ＰＲ状況、またスポーツイベントを含め、現状成果につ

ながる実例があるのか、消費拡大の道筋は開けてきたのか、来年度具体的な販売促進事業は

立ち上げるのかを重ねてお聞きいたします。 

○議長（澤西省司君） 産業振興課長、鈴木浩之君。 

○産業振興課長（鈴木浩之君） 成果についても、今、御質問がございました。 

  手応えを感じているレベルでありますけれども、先ほど町長の答弁にありましたように、

まずフォーレなかかわね茶茗舘で定例になった川根茶を楽しむ会については、人数的なこと

もさることながら、出店者の販売スキルが上がってきているということがございます。この

販売スキルの向上は、全国どこへ行っても販売活動ができるようになってきているというこ

とでありまして、この次の出店の際には、自分なりに反省をして、次の出店の工夫をすると

いう、そういった状況も見てとっております。 

  また、町内３か所にあるティーテラス、これについても、一定の誘客を実現しております。

中でも、１か所につきましては、年間1,200名程度の海外からのお客様を受け入れている、

そういった例も出てきております。 

  このような販売現場、接客、そういった今の状況を軸に、幅広い広報宣伝、販売活動が展

開できる道筋が今ようやく見えてきたというところまで来たというところが私としての感覚

であります。 

  茶振協といたしましては、首都圏や静岡市中、そういったところで活動ができる拠点を模

索しております。また、その現場で連携できる方、連携できる協力者、そういったところも

あたりをつけてきているところでございます。 

  中でも、具体的には、陶磁器生産地、そことの協力体制を今構築しようとしております。

新しい効果的な活動の場を茶業関係者の皆様に御提案・御提供できるよう努力をいたします。 

○議長（澤西省司君） ８番、野口直次君。 

○８番（野口直次君） ありがとうございます。 

  私は、この質問しただけれども、今、課長の答弁で、非常に私は感銘というか、やっぱり

５年の間に町長が行っただけえが、ある程度やっぱり農家の意識も変わってきて、また、お

茶屋さんもそれも刺激されて、共に頑張っていかんといけないなということを感じておりま

す。とにかく、私は型どおりの質問をしたつもりだけれども、これだけの答弁をいただけれ

ば、私があしたからばら色の茶業界じゃないということは、町長も私も分かっておりますの

で、そういう、くどくなりますが、少しずつの努力、手応え、それが必ず将来の川根茶の生

きる道の中に残るんじゃないかなと思いますので、ぜひ今後とも頑張っていただきたいと思

っております。 
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○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 本当ありがたいお言葉をいただいて、私も野口さんも努力してきた成

果が上がったなという、この４年、町長を引き受けてから、やはり生産家ですので、私も。

いろんな手だて、茶茗舘の利用方法とか、あと呈茶とか、冒頭申しましたけれども、本当に

みんながそういった商い上手になってきたというか、自分ら下手くそでしょう、野口さんも

私も。ただ、技術でお茶でもんでどうのこうの、そのぐらいのことしかやってきていないん

だけれども、やはり商いというのは、しゃべらなきゃいけない。そうして呈茶して、どこの

研修へ行っても、この前も奈良の全国茶品評会へ行っていたんですけれども、そのときも議

長も一緒だったんだけれども、やはり話がお上手。やっぱりそうして御商売なさっているか

ら、だんだんみんながそういうふうになってきたんだよね。そういった意味においても、私

らももっともっと若い頃そういったところへ出ていて、お茶を売ったりいろいろしているこ

とがやれていたら、もう少しましな茶生産家になっていたのかもしれないけれども、今、そ

ういう状況ですので、野口議員が言葉を言っていただいたんですけれども、これからもそれ

はやはり皆さんと一緒になって、私もトップセールスとか行くところには行きますし、そう

いったことの中において、なかなかにぎやかくなってきたなという、この４年間で、茶業界

のほうも。それはうれしく思っているところです。また一生懸命やっていきましょう、二人

でも。 

○議長（澤西省司君） ８番、野口直次君。 

○８番（野口直次君） すみません、いつもこういうパターンになって申し訳ないですが、何

か個人的なお話のようで、申し訳ございません。 

  ただやはり、本当に前向きというか、少しでも、先ほども冒頭に言ったんですが、抹茶が

ああいう傾向になって、なおかつ、またそれが煎茶にとか、農家の経営体制まで引っ張って

いけるようなことが少しずつ動き回ってきたなということは、私もうれしいし、私も５年前

頑張るって言ったっけ、どうもあと１年でお別れになるんですけれども、ただ先ほど言った

ように、道筋というか、方向性がこの町にできれば、どんな人がお茶をやってくれたっても

生き残っていけるような気がしますので、いつものように私のこのなあなあ言葉で悪いんで

すが、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

  機械長寿対策の続行ということで、質問いたします。 

  令和４年の６月定例会において、石山議員、私の提案と町長の思いが一致した経過がある。

この事業は有効に活用されている。また、担当者も何回にも分けて申請を受け付けてくれて、

対応もよかった。農業関連事業の中で、町独自の予算づけ事業はありがたいが、利用されて

いる方がこれに対して継続の要望等を行政に出されたのか。今年度も12月の補正予算でも追

加支援された。町は、利用度をもって事業が評価されたと考えたのか、継続に向けどのよう

な考えをお持ちか、くどいですが、またお聞きいたします。 

○議長（澤西省司君） 産業振興課長、鈴木浩之君。 
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○産業振興課長（鈴木浩之君） 今、製茶機械長寿命化対策について再質問を受けております

けれども、先ほど、抹茶と煎茶の話が出ました。抹茶については、町長答弁にもあったよう

に、サプライチェーンでいきます。ですので、自身で販売をする、自身が販売を実感すると

いうような形ではなく、一方で、煎茶につきましては、自身で販売ができる、そういった作

目であるというふうに感じております。ですので、ちょっと農業経営の形態としては異なり

ますけれども、それが両方ある産地、これが川根茶の強みになっていくだろうというふうに

考えておるところでございます。 

  話戻りますけれども、今の製茶機械長寿命化の事業でありますけれども、町としましては、

まず野口議員をはじめとする議員各位から強い要望を受けて、茶の生産基盤である製茶機械

の維持を目的に、製茶機械の修繕を手段とした事業でございます。令和４年度から令和７年

度までの３か年を緊急対策というふうに位置づけて、実施をしました。令和７年度の事業執

行に当たりましては、緊急対策の段階をまず完結させ、そのためにこの前の補正予算で予算

措置もしていただいたという経緯がございます。 

  なお、この３年間の実施中から、農業者は３年間の事業であるということを承知しており

ますので、続けてくれないかというような要望を直接数件受けてきております。町としまし

ては、令和７年度の３か年の緊急対策を終了し、令和８年度からは、新しいコンセプトの製

茶機械長寿命化事業を予算化するよう努力しております。 

○議長（澤西省司君） ８番、野口直次君。 

○８番（野口直次君） ありがとうございます。 

  利用度ということも大変失礼な言い方もしたんですが、やはり今課長や町長が言ったよう

に、利用している人たちの声がやはり一部は出てきたというけれども、私はもうちょっと、

議会にも責任があるんですが、やはりこの事業はよかったっけよ、この事業はもうちょっと

改善したらどうだという声をこの持っていかんと、なかなか行政の皆さん、これから事業を

するや予算づけするのは大変だと思いますので、今、私は農業のことだけを質問しておりま

すけれども、やはり町民、その働いている人たちの声はやはり行政、議会に届けるというこ

とを、事業者を含めてみんなで全体で初歩的なことだとは思うんですが、再度考えていく必

要があるなということを、今の答弁から感じました。いい勉強をさせていただいております。 

  最後になります。答弁は要りません。自分のあれだけ言って、いつものように帰りますの

で、よろしくお願いします。 

  厳しい予算編成の中においても、町の基幹産業である農林業が活性化することにより、新

しい展開も予想されます。少し始まってきている観光と農林業、そこに商工業が加わり、今

以上に手を結ぶ多くの体験型の催しが育成されることを期待しております。一日でも早く茶

畑にＳＬが戻るよう祈願して、私の一般質問を終わります。今日は本当にありがとうござい

ました。 

○議長（澤西省司君） これで野口直次君の一般質問を終わります。 



－43－ 

  ここでしばらく休憩いたします。再開は10時15分といたします。 

 

休憩 午前１０時００分 

 

再開 午前１０時１５分 

 

○議長（澤西省司君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ２番、爾見淳芳君、発言を許します。２番、爾見淳芳君。 

○２番（爾見淳芳君） 皆さん、おはようございます。２番の爾見淳芳でございます。 

  師走でございます。師走の師とは、僧侶のことを意味します、文字どおり、私もお寺の檀

務、また町議と、日々充実させた生活を送らせていただいております。 

  本日は装いが違いますが、髪型は一緒なので、リラックスして、一年生議員ですので元気

よく一般質問していきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。 

  それでは通告どおり質問させていただきます。 

  この問題は私たち子育て世代、この町に住み、町外の学校へ進学する学生、町内に住む高

齢者、中・高学生、移動制約者にとって、とても重要なことだと私は考えております。それ

では本題に移らせていただきます。 

  学生、就業者、高齢者の近隣市町への移動手段の確保について、２点ほど質問させていた

だきます。 

  （１）過疎地域であり高齢者が多い本町において、公共交通の確保が課題となっている。

現在、通学、通勤、高齢者等の通院等の不便を理由に、他の市町への転出が後を絶ちません。

大井川鐵道が全線復旧されてない今、町として現状をどう捉えているのか、また何か対策を

講じる考えはないのか伺います。 

  （２）町民のために島田市の主要箇所、例えば島田駅、島田市立総合医療センターへの通

学、通勤、通院の路線バス運行などの交通支援を町として実施する考えはないのかお伺いし

たいと思います。 

  壇上からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） ただいまの爾見淳芳君の質問に対し、町長の答弁を求めます。 

  町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） それでは、爾見議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  まず１つ目の町内の公共交通の現状と対策についてお答えします。 

  本年度、令和７年10月に、町では地域公共交通計画を策定し、基本理念を、これが大事な

んですが、「暮らしとまちづくりをみんなで支える持続可能な公共交通サービス」と定めま

した。 

  本計画の作成に当たりましては、まず町の現状と課題を整理した上で、川根本町地域公共



－44－ 

交通会議委員及び川根本町バス路線対策委員会委員の皆様から御意見を賜わるとともに、各

種のアンケート調査や住民ワークショップを実施し、町民の皆様の御意見を伺ってまいりま

した。 

  その結果を踏まえて、「町外交通の維持」、「町内交通の充実」、「交通・まちづくりの

連携」、「公共交通の利用促進」の４つの施策をまとめ、対策を構じることとしております。 

  この施策を総合的に推進することで、町民の生活利便性の確保と持続可能な公共交通体系

の構築を図ってまいりたいと思っております。 

  ２つ目の島田市の主要箇所への路線バス運行などの交通支援についてお答えします。 

  公共交通の運行区域を町外に拡大するには、国土交通省中部運輸局静岡運輸支局、関係自

治体、そしてバス・タクシー事業者との協議が必要です。ここが大事なんです。ここを苦労

してずっと今まで来たということです。先人の職員の皆さんもそうだし、我々もそういった

意味の中で、もう何十年も前になるんですけれども、この福祉タクシー１つやるにしても、

今の業者と話をして、いろんな関係団体おりますから、なかなか隣の町へ行けなかった。そ

ういった事実もあります。 

  拡大に当たっては、町として新たな財政負担が発生する可能性もあります。加えて、全国

的な運転手不足という大きな課題があり、当町でも運転手の確保が難しい状況にあります。 

  以上の現状を踏まえ、当面は現行の運行体制を維持しつつ、町外への乗り継ぎ時間の調整

などによりサービス向上を図ってまいります。 

  同時に、運転手確保や費用負担などの課題を整理した上で、関係機関と十分に協議を進め、

実現可能な方策を検討してまいりたいと思います。 

○議長（澤西省司君） 再発言を許します。２番、爾見淳芳君。 

○２番（爾見淳芳君） 御答弁ありがとうございます。 

  再質問でございます。 

  今、町長から、町外への交通手段を維持すること、町内の交通を充実させること、交通と

まちづくりを連携させること、公共交通の利用を促進するための施策をまとめて対策を行う

という答弁がありました。その中で、「町外交通の維持」と言われましたが、どのような施

策かお伺いいたします。 

○議長（澤西省司君） くらし環境課長、風間一章君。 

○くらし環境課長（風間一章君） それでは、お答えさせていただきます。 

  今、大井川鐵道の復旧に向けた支援を行い、復旧後は鉄道の使いやすさをさらに高めます。

町営バスは、当面は運行を続ける方針で、復旧後にサービスの在り方を見直すことを検討し

ます。また、より広い範囲で使える新しい交通手段、具体的には、公共ライドシェアなどに

ついても研究してまいります。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） ２番、爾見淳芳君。 
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○２番（爾見淳芳君） 御答弁ありがとうございます。 

  次に、川根本町地域公共交通計画の計画目標達成に向けた施策及び事業の中で、５つの施

策を伺いました。特に、施策１の「町外交通の維持」の復旧に進める次の３つについて、

「大井川鐵道の利便性向上」、「町営バスの見直し検討」、「新たな広域交通の研究」の取

組の概要を教えていただきたいと思います。 

○議長（澤西省司君） くらし環境課長、風間一章君。 

○くらし環境課長（風間一章君） それでは、お答えさせていただきます。 

  まずは、「大井川鐵道の利便性向上」についてでございます。 

  町民が大井川鐵道をもっと利用しやすくなる制度につきましては、財政状況を見ながら慎

重に検討していきます。また、本線の各駅にアクセスしやすくなるよう調整していきます。 

  次に「町営バスの見直し」についてでございます。 

  大井川鐵道と町営バスのサービスが重なってしまう部分につきましては、町と交通事業者

との間で話合いを行い、それぞれの役割をはっきりさせた上で、町営バスの在り方の見直し

を行います。 

  最後に、「新たな広域交通の研究」についてです。 

  町外への移動を便利にする事例を集め、本町で導入できるかどうか整理します。必要があ

れば、実際の導入事例を視察することも検討していきます。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 爾見淳芳君。 

○２番（爾見淳芳君） 大井川鐵道さんに通学、通勤、通院、ＪＲ金谷駅での東海道線へのア

クセスへの利便性があるダイヤを要望できるでしょうか。 

○議長（澤西省司君） くらし環境課長、風間一章君。 

○くらし環境課長（風間一章君） 現在もダイヤ改正のときには、大井川鐵道さんと協議をさ

せてもらっております。 

  引き続き、大井川鐵道さんには、うまくこのダイヤの利便性ですね、うまくつながりある

か、できる限りの要望は行っていきます。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 爾見淳芳君。 

○２番（爾見淳芳君） ありがとうございます。 

  本当に大井川鐵道は、この本町住民におきまして大切な公共機関でございます。町民の生

活に沿ったダイヤを強く要望をよろしくお願い申し上げます。 

  続きまして、次の質問にさせていただきます。 

  現在、大井川鐵道が不通にて町営バスが家山まで運行しておりますが、大井川鐵道復旧後、

町営バス千頭家山線の運行見直しは検討されていますか。お伺いいたします。 

○議長（澤西省司君） くらし環境課長、風間一章君。 
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○くらし環境課長（風間一章君） 先ほどの答弁と重なるところもございますが。大井川鐵道

の復旧後は、大井川鐵道と町営バスのサービスが競合してしまうために、町と交通事業者で

協議を行い、それぞれが担うべき役割を明確にし、はっきりとした上で町営バスの見直しを

行ってまいります。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 議員、今はこういう状況の中でやる、ＪＲのダイヤが変わればまた大

井川鐵道も変わってくるし、だから今はこういう状況の中で家山まで行っているということ。

今後、どういう対応なのか迫られると、競合しちゃいけないから。大鉄アドバンス、大鐵で

しょう。そこの中において、また出すというのはおかしい。だから、いろんな意味の中にお

いて、今後の対応でいろんな話があると思うし、先ほどの金谷までのアクセスとか、そうい

ったことは話合いの中でできると思う。箱電があって、ＳＬがあって、トーマスがある。そ

ういったことの中において、箱電て分かりますか。普通の電車のこと。 

（「電車」の声あり） 

○町長（薗田靖邦君） うん。その中においといて、やっぱり通勤というのは大事なところも

ありますので、そういったことはやはり大鐵の関係の皆さんと話をしながら、今後の対応、

10年以降どうなってくるか、その話の中で進めていかなきゃならないなと思っています。だ

から、今の状況の中では大鐵がこういう状況だから家山まで利便性を高めるために動いてい

るということですので、今後の対応というのはやはり変わってくる、10年後以降ね。 

○議長（澤西省司君） 爾見淳芳君。 

○２番（爾見淳芳君） 御答弁ありがとうございます。 

  それでは、これは答弁要りませんので、私の気持ちを言わせていただきたいと思いますが、

公共交通の運行区域を町外に拡大するには、町長が答弁してくださいましたように、対外的

な協議が大変多くあって、大変であるということが分かりました。私は、くらし環境課さん

が令和８年より施行される川根本町地域公共交通計画において、大変真摯に取り組んでいた

だいているというのも分かっております。本町では移住者政策を手厚くしていますが、この

本町に両親共々住み、子育てをしていただいている町民に対して、優先的に子育てまた高齢

者政策を行っていただきたいと町には思っております。引き続き御尽力をお願いいたします。

また、町外への移動の導入事例をぜひとも視察していただき、移動制約者のサービス向上に

連携し、他の市町とともに島田市主要箇所へのアクセスを充実にするための交渉、サービス

継続可能な料金設定など、引き続き御尽力お願いをよろしくお願いいたします。 

  私も令和８年からこの政策には大変注目しておりますので、引き続きよろしくお願いいた

します。 

  以上でございます。ありがとうございました。 

  一般質問を終わります。 



－47－ 

○議長（澤西省司君） これで爾見淳芳君の一般質問を終わります。 

  ここでしばらく休憩いたします。再開は10時40分ということにいたします。 

  では、休憩に入ります。 

 

休憩 午前１０時２９分 

 

再開 午前１０時４３分 

 

○議長（澤西省司君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  なお、申合せの規定に基づき資料の配付を許可しましたので、お手元に説明資料をお配り

してあります。 

  ７番、石山貴美夫君、発言を許します。７番、石山貴美夫君。 

○７番（石山貴美夫君） ７番、石山貴美夫です。 

  一年が過ぎ去るのは、一段と早くなりました。師走となって今日はもう18日という、今年

も残り僅かでございます。令和７年、2025年という年は、我がまちは選挙の年で、町長、議

員ともにさきの10月5日の選挙で新たに選出されました。町長、議会ともに町民からそれぞ

れ直接選挙で選ばれ、町政を４年間付託された薗田町長、その町政を監視する二元代表制の

議会議員として、今期からは10名が選ばれました。 

  前の４年間は、議員にとってスタートから厳しい状況でした。４年前の町議会議員選挙は

12名の定数で、選挙前は十四、五名の立候補の予定の情報が流れておりました。私も真剣に

ポスターを作り、講演会しおりを作りと、準備を万端に臨みました。しかし、告示日当日、

辞退された方がおられ、定数のみの立候補指数となり、選挙運動初日の夕方、選挙カーを走

らせお願いをしていた最中に車に知らされたそのときのことは、なんとも言えないむなしさ

と、これでいいのかという複雑な思いで、車の中がシーンと静まりかえったことを昨日のこ

とのように思い出します。 

  それからが大変でした。誰が何を主張しているのか、どこの誰が議員になったのか、全く

分からないなど多くの非難、苦情。当時の新聞紙にも、非常に厳しい論調の記事が掲載され

ました。まもなく町内の区長会から議長宛て、議会に対する不信と議会改革の意見・要望が

提出され、議会は即時に議員発議で議員定数等検討特別委員会を発足し、私はその委員長と

して約２年間議論を尽くし、県下の同規模の町議会との情報交換を重ね、何度か中間報告、

区長会の報告、議会報告会をさせていただき、区長役員の皆様からも非常に厳しく、時には

激しい御意見を直接賜りました。そうした末、議員定数を10名に減らし、今年の10月の議会

議員選挙となりました。御承知のとおりです。この選挙の結果、10名の議員が議場にそろっ

ております。やはり少なくなったなと実感しております。 

  まちは、旧本川根町と中川根町が20年前、平成17年９月に合併しました。当時議員は14名、
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その後、平成20年に12名に減らし、そして２名減し、合併して20年で議員数は４名減の10名

となったのです。もうこれ以上は減らせないところまで来たと私は思います。議会は、この

ような身を切る改革をしてきました。町長も議会のこのような動向を把握していただいたと

思います。後半２年間、私は議長として議会事務局に支えられ、多くの関係の皆様の御協力

をいただいて役を果たさせていただきましたが、この10月からは、新体制の下、少数議員と

なり、澤西議長の下、全てに可能な限り全員体制で対応していかなくてはならない状況とな

っております。私は、今期、議会選出の監査委員という役をいただき、過去の例から監査委

員の一般質問はあまり例がないようでしたが、少数議員でもあり、質問者も限られているの

ではと予想し、今回は質問に立たせていただくことといたしました。 

  では、通告に従い質問させていただきます。 

  １、薗田町長は、１期４年間町政を担われ、その結果、成果をどう総括されるのか伺いま

す。 

  質問の要旨として、町長は１期４年間を振り返り、当初に挙げた公約を踏まえ、どのよう

な結果、成果を出されたのか。やり残したことはなかったか、総括を伺います。 

  質問の２、再選を果たされ、２期目を担っていただくこととなりましたが、今後どのよう

な政策を実行し、町政を進められるのか。４年後のこのまちのどのような姿、状況を思い描

いておられるのか、町長のお考えと決意を伺います。 

  趣旨としまして、１、町長は１期目の総括を踏まえ、どのような課題が残されたのか。そ

れをどう認識されているのか。それを、また２期目に具体的にどのような政策として打ち出

されるのか。中でも特に４年間で必ず成し遂げたいということは何か伺います。 

  ２番目、町長は町の財政状況をどう捉えているのか。今後の財源の問題を具体的にどう考

えているのか。収入をどう見ているのか。どのような見通しで進めているのか伺います。 

  ３番目、町長は、この一年、まちの合併20周年記念事業を種々実施されましたが、まちは

２町合併から新町建設計画と銘打って計画をつくり、20年間進めてきました。20年の節目の

町長として、20年間を総括し、計画していたようなまちになったのか伺います。 

  ４番目、町長は、「この４年間でハード整備を終え」と講演会しおりや議会だよりで書か

れていますが、ハード整備として完了したことは何なのか、完了できなかったことは何かを

伺います。 

  ５番目、義務教育学校もスタートし、２年目２学期が経過していますが、部活動が課題と

なっています。部活動を今後どのような方向に進めていかれるのかを伺います。 

  以上壇上から質問をお願いし、質問席に移動いたします。 

○議長（澤西省司君） ただいまの石山貴美夫君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長、

薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） それでは、石山議員の質問にお答えさせていただきます。 

  まず、一つ目の１期４年間を振り返り、どのような成果を出し、やり残したことは何かに
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ついて、お答えさせていただきます。 

  １期目の４年間は、新型コロナの影響や台風第15号による甚大な被害など、厳しい局面が

続きましたが、全庁を挙げて町民生活の維持と持続可能なまちづくりに取り組んでまいりま

した。１期目は、移住・定住促進、主要産業の活性化、安心・安全未来を公約に掲げ、移

住・定住相談窓口の一本化による支援の実施、産地賞を受賞するなど川根茶のブランディン

グ、地域一丸で進める防災訓練の充実、移動販売や外出支援による福祉の充実、将来につな

がるＩＣＴ、ⅠｏＴ教育の充実を実現しました。一方で、新町建設計画に合わせて急ピッチ

でハードの整備を進めるとともに、令和４年の台風第15号による災害の復旧に注力してきた

ため、川根本町の自然・文化・歴史を戦略的に情報発信するなどソフト面での取組や、議会

や町民との対話が不十分でした。今期は、町民の皆様とともに未来を創造し、このまちをさ

らに魅力的な場所となるよう推進してまいります。 

  ２番目の一つ目です。１期目の課題を基にどのような施策を打ち出し、中でも４年間で必

ず成し遂げたいことについて、お答えします。 

  課題は多岐にわたります。私が選挙に出るときに、安心安全な暮らし、人口減少、地域活

性化対策、子育て教育、産業の創意工夫、財政健全化、そういったことをうたって選挙戦に

臨んだわけですけれども、中でもやはり優先的に取り組むべきは、産業の創意・工夫と財政

健全化であると認識しております。産業の創意・工夫では、銘茶川根茶の煎茶と抹茶を両輪

とした、先ほどの質問でも野口議員にお答えしましたけれども、グローバルな展開、川根本

町ならではの自然・文化・歴史を生かした観光のさらなる推進などに取り組んでまいります。

また、財政健全化を堅持しつつ、優先順位を明確にした戦略的また受動的投資を考え進めて

まいりたい。これにより、町民一人一人が安心して暮らせる持続的な幸せの実現を目指して

まいります。 

  二つ目です。今後の財政状況について、お答えします。 

  議員も御承知のとおり、当町は人口減少が進行しております。これは我が国全体の傾向で

あり本町のみの問題ではありませんが、人口が減少すれば町税収入は減少し、地方交付税を

はじめとする財源にも影響が及ぶことが懸念されます。この質問、２－１にも優先的取組と

して財政健全化を挙げておりますが、将来にわたって大幅な歳入の増加が見込めない状況に

おいては、限られた財源を効率的に活用していく必要があります。今後は、やるべき事業は

着実に実施しつつも、財政規模をまちの実情に見合ったものとするため、既存事業の見直し

や公共施設の管理方法の見直しを中心に、歳出削減に取り組んでまいります。併せて、ふる

さと納税などによる新たな財源確保の取組を強化するとともに、有利な地方債の積極的な活

用によって財政負担の平準化を図り、将来にわたり持続可能な財政運営を目指して調整して

まいります。 

  三つ目です。節目の町長として、20年間を総括し、計画していたようなまちになったのか

について、お答えします。 
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  合併して20年がたち、このまちは大きく変化したと感じております。高度情報基盤整備が

進み、町内全域に光ファイバーが敷設されました。消防・救急についても静岡市消防局の広

域化になるなど、小規模なまちでありながら様々な施策に取り組んでまいりました。一方で、

直近では、３年前の令和４年９月に発生した台風第15号で甚大な被害を受け、皆様も御承知

のとおり、大井川鐵道の町内区間は今なお復旧しておりません。合併から20年間、様々な出

来事を経て大きく変化しましたが、先人たちの立てた計画におおむね沿って現在の川根本町

があると認識しているところであります。 

  四つ目です。ハード整備として完了したもの、また完了できなかったことについて、お答

えします。 

  学校再編、令和６年４月開校、斎場施設及びし尿中継設備の生活環境整備は、新町建設計

画の重点事業として合併特例債を財源に優先的に執行しており、令和７年度末までに完了す

る見込みであります。また、これも一方では、国道、県道―生活道です、あと林道、農道

といった交通基盤整備については依然として課題が残っており、令和４年台風第15号等によ

る被災箇所の復旧事業は、災害復旧事業債を活用して優先的に進めてきたことは議員御承知

だと思います。今後は、有利な起債や各種補助を的確に活用するとともに、財政規模や緊急

性を総合的に勘案し、町民生活に直結する事業を優先して、着実に実施してまいりたいと思

っております。 

  ２－５の部活動を今後どのような方向に進めていくのかについては、教育長よりお答えさ

せていただきます。 

○議長（澤西省司君） 教育長、石原一則君。 

○教育長（石原一則君） それでは、部活動を今後どのような方向で進めていくのかについて、

お答えします。 

  全国の自治体で中学校の部活動の地域展開に向けた取組が進められており、マンパワーの

確保をはじめ、様々な課題も出てきております。当町では、令和５年から、国の方針に基づ

いて、学校、児童・生徒、保護者に加え、町内の企業やスポーツ・文化団体とも継続的に協

議を行い、令和８年度から本格的に中学校部活動を地域展開できるような準備を進めてまい

りました。当町の取組としては、これまで教員が顧問として指導していた野球やサッカーの

部活動については、町が任用する部活動指導員による活動を本格的に実施します。令和８年

度からは、児童・生徒が多様なスポーツや文化活動に親しむため、地域の団体等に委託して

行う総合型地域クラブ活動を展開する予定です。 

  総合型地域クラブについては、国・県の補助を受けつつ実証事業として進める段階に今来

ております。参加する児童・生徒のニーズや保護者の要望を踏まえ、運営方法等を改善しな

がら、児童・生徒が心身ともに健全に育つことができる活動の場として、川根本町型の地域

クラブ活動を構築してまいります。 

  以上です。 
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○議長（澤西省司君） 再質問を許します。 

  ７番、石山貴美夫君。 

○７番（石山貴美夫君） それでは、再質問させていただきます。 

  １の関連で、この４年間、議会といたしましても、先ほど壇上で申し上げましたとおり、

国会のほうでは議員定数はなかなか身を切るということができないようですけれども、我々

は、身を切り、議員数を減らし改革してまいりました。町長は、議会議員の経験をされた後

に町長になられました。これまで議会の対応を見ていただいて、何か思いがあるかどうか、

ちょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 冒頭申しましたけれども、本当にこの４年間というのは、議員時代も

振り返りまして、ここにおられる野口議員、中原議員、石山議員、佐々木議員はよく御存じ。

いろんな派閥的なところもあったし、その中においておいて、すごくやりにくかった。私自

身がそうでしたけれども、その中においておいて、議員もそうだろうし、まちをよくしたい

という気持ちは変わらないと思います、皆さんが。私自身もそうだったし、その中において、

いずれにしてもこの４年間というのは、ハイピッチでやらなければならないこともあったし、

議員各位の御協力もあって何とかなったんですけれども、本当に４年間というのは精いっぱ

い。正直私としても日々悶々としたときもありましたし、最初から、学校再編もそうだった

し、とにかく私の政、政治というのは、道義、道理、正義です。正義がなかったらこんなこ

とはやっていられない。そういった思いの中で４年間あったものですから、今後は、本当に

議員の10人の皆さんと対話しながらやっていきたい。まだ承ったばかりですので、町長を、

正直、私の中では。この４年間の忙しさで。そういったことの中において、どうやってまち

づくりを進めていくか。この後いろんな公共事業の問題も出てくると思うんですけれども、

しっかりそういったことを承りながら、皆さんとともに、皆さんの御意見を賜りながらまた

進めていきたいと思っております。 

○議長（澤西省司君） ７番、石山貴美夫君。 

○７番（石山貴美夫君） ありがとうございます。非常に期待させていただきたいと思います。 

  ２番目の質問に移らせていただきます。 

  （２）に関連しまして、東京都以外は、日本中の自治体の大きな課題は、先ほどからお話

が出ていますように人口減の問題でございます。基本的に東京一極集中という国策が変わら

ない限り、根本的な解決はないのではないかと思いますが、町長は、この問題には引き続き

定住・移住促進ということで対応されるとお考えです。現状傾向を見ると、県内移住希望が

多いのは、県東部地区のような東京までの通勤時間に有利な地域、そして県西部のように多

くの企業が存在して、働く場所、働き方の選択肢の多い地域です。県中部、特に山間地は厳

しい状況となっています。関係人口、二拠点居住など、あの手この手の工夫もされています

が、厳しいのは当然のことで、条件がよければ地元の若者もこのまちを出ることもないし、
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一旦出てもＵターンして帰ってきてくれるはずですけれども、それができない理由、条件が

あるということでございます。 

  人口の状況は、新町建設計画にもまちの指標の見通しということで書かれております。合

併前の2000年には9,785人であった人口が、2025年には5,192人になるとされています。この

20年の推計は、ほぼ当たっております。まちの12月１日の推計では人口5,526人となってい

ますが、外国人や一時的な住民などを換算しますと、流れ、傾向として、そう大きな差はな

いと思われます。ほぼ推計のとおりという感じでございます。世帯数も、2000年当時は

3,188世帯が、今は2,349世帯、１世帯人員は3.07人が2.21人と予想されていますが、これも

ほぼそうなりました。この20年で人口は半分になり、世帯数は３割減らし、３人暮らしの家

は２人暮らしになり、14歳以下の子供が1,200人いたのが、今は４分の１の290人で、生産年

齢の15歳から64歳は5,300人が2,160人に減って、さらに、昨年の人口戦略会議が発表し話題

になりました消滅可能性自治体ということにも指定されてしまい、2050年、あと25年で消滅

ということは私はないと思いますが、非常に小さなまちになるということの予想が出ている

わけです。 

  このように、新町建設計画にはまちの指標ということで、まちの人口減少に関連した見通

しというものがされています。この流れに対する対応策の面で、具体的な策の面が少し弱い

なと思いました。小さくなるということは認めたくない、考えたくないところですが、もう

そうは言っていられないところまで来ております。これからの４年間は、さらなる厳しい方

向へ進んでいく重要な過渡期の４年です。定住・移住策は、担当の方も御苦労されておりま

すけれども、全国どこでも総じて力を入れており、地方自治体は本当に厳しい状況でござい

ます。まちの傾向、動向、流れを把握していくことがこれからも大事なんですけれども、ど

んなに努力しても、人口減少を、減少するほど移住で止めるということはなかなか不可能だ

と思います。町長の規模縮小に伴い、まちの実態を把握されて、今やるべきことは何だとお

考えでしょうか、伺います。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 今やること、これからやることもそうですけれども、まず人材的なこ

とです。人材の材というのは、財源のことも含まれているし、財産も含まれている。その中

においておいて、持続可能な地方行財政の在り方に関する研究報告書というものがあるんで

すが、その中において、人材的なことをいいますと、やはりこれからの仕事はアウトプット、

アウトカム。アウトプットというのは情報整理、日々の業務って、職員は多いから大事なこ

とはアウトカムなんです。要するに成果を出す、求めるということがやはり職員にとって大

事。これは人材的なことですけれども。含めて、今まで令和６年度で80億円ぐらい、最終が。

これは、全てにおいておいては、やはり合併特例債事業、新町建設計画によるもので、議員

御承知のとおりでして、事務もそこを通さなきゃいけないところがありましたから、新町建

設計画の中においておいて。ハード事業の財源の大きさがここまで来ているということは、
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議員も承知だと思っています。 

  その中においておいて、７年度以降引き続き、財源の更正もありますが、やらなきゃなら

ないことも、合併特例債が終わって残ったものもありますので、それは議員の皆さん分かっ

てると思う。解体もあるし、いろんなことがありますので。ハード事業としては、情報基盤

整備の譲渡、これも入っています。いろんな中で、それもやらなきゃいけない、残った仕事

の中で。民間移譲もありますので、そういったことの中においておいて、やはり歳入規模の、

身の丈に合った財政規模に持っていかなきゃいけない。今までがお祭りのようなことなのか

もしれませんけれども、合併特例債というのが10年延びたから、東北の震災があってさらに

５年延びて20年になっちゃった。そのときは、私は町長じゃないです。議員もまだやってな

い頃ですけれども、20年前は。傍聴におられる方は誰かかれかいると思うんですけれども、

その中においておいて、やらなきゃならんことをやらなかったという、それも私、含めて思

います。 

  今、本当、来年から起債を返していく。有利な起債を使って３割負担があるんですけれど

も、来年から返さなきゃいけない、これもやりながら財政を整えていかなきゃならんという

ことがありますので、いろんな意味の中であって、身の丈に合った、人口5,000人、人口減

少で移住定住やっているんですけれども、どこのまちもやって、これも進めていかにゃなら

んですけれども、議員おっしゃるとおり、いろんな意味で、どんなに努力しても、でも、努

力はしなきゃいけないんですよ、人口減少対策は。どこのまちもそうです。その中において

おいて、やはり身の丈に合った財源構成に持っていかなきゃいけない。 

  もう本当職員もそうだけれども、職員の人材というのは大事で、どうやって職員がアウト

プットとアウトカムを考えてくれるか、ここ大事なんです、本当、このまちが生き残るには。

だから、そういった意味の中においておいても、職員にも奮起していただきたいし、マイク

で聞いていると思うけれども、流れているから。そういったことの中で、いつもそういった

教育というか職員には厳しいことを結構私は言っていますけれども、そうした中で職員も育

っていただきたいし、まず人材が大事。人づくり。その中においておいて、どうやって財源

を、五千何百人、そのぐらいの規模の中の世界においておいて、どうやって、サービスも受

けなきゃいけないし、そういったことを考えながらこれからも進めていきたい。今すぐとい

うか、これから先、そういった思いの中で続けていかなきゃいけないと思っています。 

○議長（澤西省司君） 石山貴美夫君。 

○７番（石山貴美夫君） ありがとうございました。（３）の質問に移ります。 

  町長は、まちの合併20年目の完了のタイミングの年に当たった町長ということですけれど

も、新町建設計画20年間の計画のラスト４年間を担われ、終了完了の年ということで、新町

建設計画、いろいろ書いてありますけれども、総括検証して、今の質問とちょっと重なるか

もしれませんが、できなかったことは何だったのか。あるなら、具体的にどんな課題が残さ

れたのか、お聞きしたいと思います。 
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○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 新町建設計画、合併というものがあって、それに私が振り回されたわ

けじゃないですけれども、やらなきゃいけないことが幾つもあったから、20年前から。その

中においておいて、新町建設計画も令和６年３月に変更した部分があって今の状況があるわ

けですけれども、そういった中で、先ほども冒頭申しましたけれども、やはり生活道、これ

はちょっといろんな問題がある。今もいろんな生活道があって、昨日もいろいろお話があっ

て、議員の皆さんも言ったかと思うんですけれども、久保尾、原山もそうですよね、なんか

本当にいろんな意味で私が町長になったら、いろんな道の面が次から次へといろんなことが

あった。災害が続いて、いろんなことが続いているものですから、土木は私強いんですけれ

ども、なかなか土木工事というのは財源構成もあるし進まないところも結構あるもんですか

ら、そういった道路関係、362もあるし、今上長尾バイパス、富士城バイパス、そして473、

この狭隘のところを、いろんな事業。 

  この前も、地元の方が県の土木へ、山田さんも一緒に行ったらしいですけれども、そうい

った要望事項もやらなきゃいけないと思ってるし、当然大井川鐵道の問題、残ったことばか

りですよね。その中においておいて、どう対応、対処していくというのは、私自身の問題も

あります。県・国に要望活動、陳情に結構行っていますので、そういった意味の中において、

お願いもしながら、この小さなまちを守っていかなきゃならない。だから、道半ばばっかり

ですよ、知っている議員の皆さんは。いろいろやらなきゃならないことあるから、やっぱり

そこには財源も絡むし、その中で、最初言ったような身の丈に合ったものもやっていかなき

ゃならないし、そういった生活に関わることは、できるだけ私も町民の皆さんにお会いして

いろんなことを知っていますけれども、いろいろ町長の責任ですので、いろんなことを言わ

れますが、いろんなことは中においておいて、これからもそういった思いを町民の皆さんに

もお伝えしながら、20年目の節目として、まだまだ道半ばということをお伝えしたいと思い

ます。 

○議長（澤西省司君） 石山貴美夫君。 

○７番（石山貴美夫君） ありがとうございます。次の質問に移ります。 

  町長は、ハードを終えてと言われましたが、今も問題が多く残っていますよというお話を

いただきまして、選挙時にハードのという意味なんですが、私は、町長の言われていること

は多分公共施設のことを指しているんだろうなというふうに理解しました。現在、また将来、

町の財政規模、人口規模から見て、まちが所有する、今日ちょっと資料にも置かせていただ

きましたけれども、公共施設の種類、数、保有面積について、どんな認識を持たれているで

しょうか。また、同規模の他のまちと比べてどう捉えているか、お伺いいたします。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 議員から提出された、比較ということで、これも何回も私も見ていま

す。広域に広いまちというのは、やはりどこにも施設があるという。コンパクトシティ、吉
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田町とか長泉町、当然これぐらいのところです。こういったことの中においておいて、公共

施設のありようは皆さんに私提示していますので、いろんなものを一つの施設の中でどうあ

るべきかは、今後展開してまいりたいと思っていますので、そこはやはり議員各位の御協力、

御支援も賜らなきゃならないし、議員の皆さんだって、これだけの施設があって、小さなま

ちで13.7、飛びぬけちゃっていますよね。これ事実ですので、先人たちが作ってきた。いろ

いろ当時あったんだろうと思うし、その中においておいて、縦に長い川根本町、そういった

意味合いもあると思います。その中で、一つ一つを整理、精査しながら、この公共施設のあ

りようもあるし、財源構成もそうだし、そういったことの中においておいて、皆さんと一緒

に取り組んでいきたいと思っています。 

○議長（澤西省司君） 石山貴美夫君。 

○７番（石山貴美夫君） ありがとうございます。大変重要な課題であると私も認識しており

ます。今後のハード、公共施設の在り方について、例えば今話題となっている音戯の郷の在

り方を一例に取っても、コンサルなどに委託しても、担当課が種々苦労されても、最終的に

その方向を決め、決断するのは調整を担う町長であります。そして、その町長の決定を是か

非か議会が判断するということになります。どの施設も設置目的が条例に定められているわ

けですが、造られた当時、設置された当時は、町民からも大きな期待と役割が課せられてい

た施設です。関係した多くの方の思いもあります。だからこそ、私はこれらの施設一つ一つ

を検証して、町民に報告することが大切だと思います。見事に役割を果たされた施設は、目

的の完了を確認し、終了させて、新しい時代に合った方向へ考えていくと。目的が未達成で、

改修し運営すべき施設や縮小、廃止、合併すべき施設など、厳しく仕分けをして、現在・将

来のまちの規模に合わせた各施設の方向を定めていく。この方向の決断は、まさに町政に大

きく左右されます。すなわち、そのときのトップ、責任者の政治的な政策、まちをどの方向

に向けていくのかという考え方に大きく左右されています。町長の強いリーダーシップによ

って各施設ごとの検証をし、方向性を決定していくべきだと考えますが、お考えをお伺いし

ます。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） まさに御指摘のとおりです。やはり最終的な方向性の決定は、私だと

思っています。その中においておいて、やはり強いリーダーシップを持ってこれからも取り

組んでまいりたい。それには、やはり二元代表制、議員の皆さんの御協力も御判断も必要に

なってくるということで、何回も言いますが、両輪の中で、どうやったまちづくり、今回は

財政のことを言っていますけれども、どうするかというのは、皆さんで、私も問いかけます

し、いつも問いていますので、私が。その中においておいて皆さんに訴えることもあります

けれども、そういった思いで強いリーダーシップを持ってやってまいりたい、そう思ってい

ます。 

○議長（澤西省司君） 石山貴美夫君。 



－56－ 

○７番（石山貴美夫君） ありがとうございます。これらの一つ一つの施設というのは、個々

にどうしていくのかということをお伺いしたいところなんですが、取りあえず今既に何か、

来年度予算、令和８年度予算に反映されるようなことが、そういう施設の対象があるようで

したらここでお伺いしますが、いかがでしょうか。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） 公の施設はたくさんありますけれども、今音戯の郷の関係で進

めております。そんな中で、今度行政改革推進委員会の中で公の施設についてもまた検討さ

せていただきながら、全体を見ながら決めて進めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 石山貴美夫君。 

○７番（石山貴美夫君） 将来の方向ということで、個々の施設の種類ごとに示していただく

のはまた次のタイミングということにさせていただきます。ありがとうございます。 

  続きまして、町内のスポーツ施設ということで、多くのグラウンドがあります。町営グラ

ウンドに加え、空き小・中学校のグラウンド、人口減少と高齢化の中でスポーツ人口は減少

し、利用率は非常に低くなっております。現状と未来を考え、これを今後どうしていくのか。

維持していれば当然経費がかかります。毎年かかってきます。グラウンドの整理は、方向を

変えての有効活用など、建物を解体するよりハードルは低いと思いますが、現時点で考えら

れる方向について、お伺いいたします。 

○議長（澤西省司君） 社会教育課長、向島裕人君。 

○社会教育課長（向島裕人君） 議員の質問にお答えします。 

  社会教育課が管理するグラウンドは、現在７施設あります。グラウンドは、町民の健康増

進、地域コミュニティーの維持、それから、児童・生徒の教育活動の施設として使用されて

います。また、災害時の広域避難所及びヘリコプターの離着陸場、瓦礫の残骸物の仮置場と

して、地域防災計画の中で重要な役割を担う施設として指定されています。また、状況に応

じては、仮設住宅の建設候補地となることも考えられます。現在も、利用が少ないグラウン

ドは、社会教育施設運営委員会で協議して対応しております。活用方法等については、今後

も、利用者や地元住民の意見を聞きながら、施設運営委員会のほうで議題とし、協議してま

いります。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 石山貴美夫君。 

○７番（石山貴美夫君） これも、やはり町長のまち全体の公共施設についての考え方という

ものが今後も反映されていくと思いますので、ぜひ社会教育委員会のほうでも検討していた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  まちの施設の町民生活に直結した重要なもので非常に気になるのは、飲料水の施設です。

これも、人口世帯数の減少に非常に大きく関連した施設、ハード、生活インフラでございま
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す。どこの地区も人口世帯数、人口が減少しておりまして、そうした中で施設を維持してい

かなくてはなりません。簡易水道施設、飲料給水供給施設は、命に直結する重要な施設でご

ざいます。町長は導水管をはじめとする施設の老朽化の状況について、どのように捉えてい

るか、お伺いいたします。 

○議長（澤西省司君） くらし環境課長、風間一章君。 

○くらし環境課長（風間一章君） 今年度策定しております、仮称となりますが川根本町簡易

水道施設耐震化事業計画におきまして、施設の更新等を検討し、また、それにより対策を行

ってまいります。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 本当にこの水道管というのは、長く、かなり老朽化していることは事

実です。もうそれは議員も御存じで質問してるんでしょうけれども、いろんな意味の中で、

今後も財源がかかるところだなと。どこから拾ってくるんだろうとかいろんな思いの中で、

どこのまちも悩んでるところが結構あるんですけれども、そういう点の中で、また議員の皆

さんたちにも御相談しながら、直すところは直していかなきゃ、いつどうなるか分からない

ところもありますので、だから、そういった意味で、この導水管というのも本当に我々のも

っともっと前の人たちが始めて、いろんなことを始めたものですから、もう古くなっている

ことは事実ですので、ここの検討もしていかなきゃいけない。同時に水道料のこともあるん

ですけれども、いろんなことをまた考えて、皆さんにお示ししながらやっていかなきゃなら

ないハード整備の一つです。 

○議長（澤西省司君） 石山貴美夫君。 

○７番（石山貴美夫君） まさにそのとおりだと思います。町民の数は、高齢化し、減少して

おります。少ない収入で生活している方がだんだん増えてきております。こうした中、水道

料金の件も耳にしますけれども、物価高で厳しい暮らしを強いられる家庭の増加を考えます

と、酷なことでございます。我がまちは、大井川の上流の豊かな水源の里、何はなくても水

は豊富にある、こういうイメージがあります。大量に使う施設は別としましても、生活に使

っている町民の命に関わる水を、町長の政策として値上げするのか現状維持でいくのかの方

向というものは、薗田町政に今回大きな信頼をいただいた多くの町民の人たちが注目してい

るところだと考えております。ぜひこのまちで生きていくための土台、生活インフラ、水を

どうするかということで、東京都知事は、この間４か月分を無料にすると発表されました。

また、今話題のお米券、重点地方交付金というものが今度出てきましたので、こういったも

のの活用もありだと思います。薗田町政を信頼し、信任いただいた町民に対して、まさか酷

な決断はされないと思いますが、どういうふうに工夫をされていくのか。島田市も、この間、

新聞によりますと、使用料金の少ない世帯は据置きと言っております。こうした工夫もあり

だと思います。将来の基本方針として、どのようなお考えか伺います。 
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○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 先ほどの質問の中に水道料金の話も出ましたけれども、まさか酷だと

いうような質問が来るとは思わなかったんですけれども、いろんなことで、今水道会計は企

業会計になっていますよね。その中においておいて、水道収益によって運営されているとい

うことはもう皆さん御存じ。こういうせっぱ詰まったときにどうなるかというのは、いろん

な思いの中で、町民の皆さんには本当にそういった命の水、沢水ですけれども、私のところ

は。大井川の導水管から引っ張ってくればいいんだけれども、そういったこともできないも

のですから、いろんなことの中においておいて、大事な命の水にどう対応していくか。これ

も2024年に基づいた水道料金の見直しとかそういったこともあると思いますので、今後の対

応という答弁にさせていただきたい、こんなふうに思っています。 

○議長（澤西省司君） 石山貴美夫君。 

○７番（石山貴美夫君） ありがとうございます。ぜひ町民の期待に沿っていただきたいと思

います。 

  また、インフラということを考えますと、社会インフラということですと、光ファイバー

のことが問題になってくるんじゃないかと思います。そしてまた、学校の空き校舎の問題、

こういったことがありますけれども、光ファイバーは、例えば10年近くもたったわけですけ

れども、今までにできなかったことを、光ファイバーを使って、こういったことを解決して

いきたいということでいろいろ当時言われていたと思うんですが、それができたこと、でき

なかったこと、こういったことの検証を一回したほうがいいと思うんですが、その辺はどう

でしょうか。 

○議長（澤西省司君） デジタル推進課長、服部了士さん。 

○デジタル推進課長（服部了士君） ただいまの議員の御質問にお答えします。 

  先月の全員協議会でも検証の内容を御説明いたしましたが、平成26年度に、整備事業と並

行しまして利活用委員会で示された報告に対しまして、主に整備したことによりまして、今

後まちへ提案がございました20の提案に対しまして検証した結果、15件は実施済みというこ

とで、75％実施済みということで検証はしております。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 石山貴美夫君。 

○７番（石山貴美夫君） 夢のある光ファイバー通信網ということで当初皆さん感じていたわ

けで、その検証がやっぱり大事だなと思います。そういうことをしないと、次のステップに

はなかなか移るときに抵抗が出てきてしまうということございます。 

  あと、空き校舎の関係で、地方の創生2.0で、高齢者施設シェアハウスへの転用整備につ

いて、財政支援を国が考えているような報道がちょっとあったものですから、インフラとし

て、そういったことについてどんな具合でしょうか。お考えがないか、ちょっと急な、これ

はこの頃出た話だと思うんですけれども、すみません。 
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○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） これは島田市でもいろんなことをやっていますよね。空き校舎がある

から、これも先ほど言ったように道半ばのことですけれども、いろんな民間対応の中で、ど

うすればいいかということが、絶えずそういうことは情報の収集ですよ、やはり。その中に

おいて、空き校舎がどういったこと。最初いろんな方が来てくれたんですけれども、本当Ｉ

Ｔの会社の人は結構多かったんですよ。学校再編でやることになって、しばらく、５か月ぐ

らい、そこで待っていてくれた人たちもいた。だけども、やっぱりああいう業者は、早くど

っかに行っちゃうよね、駄目だと、そこが。だから、そういった意味の中において、少し出

遅れた感もありますけれども、その中においておいて、いろんな方法の中でいろんな情報も

仕入れながら、またあした山下議員も質問するみたいですけれども、プラネタリウムのこと

で。いろんな方の中においておいて、いろんな情報を仕入れながら、やはり残ってちゃしょ

うがないし。再利用していただきたいし、そういったことを絶えずまた模索しながらこれか

らもやっていきたい、やらなきゃならない問題だと思っています。 

○議長（澤西省司君） 石山貴美夫君。 

○７番（石山貴美夫君） ありがとうございます。今の質問は、急に昨日か一昨日出た、政府

が出した方向で、独り暮らしの高齢者が本当に寂しい思いをしているということで、共同生

活をしようということで、非常に成功している事例があって、それをシェアハウス化をして、

空いたところでやれば、すごく子供が集まる図書館とかいろんなことも含めまして面白い構

想だなと思いまして、ちょっと今入れさせていただきました、すみません。 

  私は、もう大前提としまして、まちは何を守るのか、誰を守るのかということを考えてお

ります。そして、賢く縮小するまちという考え方を提案したいと思い、今回質問させていた

だきました。スマートシュリンプという考え方で、大正大学の客員教授の日本経済研究セン

ターの小峰隆夫先生という方が提唱されていまして、先生は、国や地方の今の人口減少を考

察して、人間は一人一人のウェルビーイング、健康で幸せな状態を高めるということが最終

の目的だというＷＨＯの考え方から、国や地方の在り方を考え直して、スマートシュリンプ、

賢く縮むという考え方を提唱されています。 

  日本、地方の人口減少の前提に、公共施設の統廃合、施設の集約、行政サービスを持続可

能にしつつ、町民一人一人の生活の質、ウェルビーイングを維持、向上させるという、非常

に無理のない地に足のついた現実的なまちづくりというものの考え方でございます。 

  私は、昨年、県の議長会、議長研修会で、岡山県の美咲町を訪問させていただきました。

このまちは、まさにその考え方で先駆的に取り組まれておりました。美咲町は、2005年に３

町が合併したまちですが、人口が急激に減って、歳入が減っていくということの予想を前提

としまして、まちの総合計画を策定するときに、まちは、見栄えのよい計画ではなく、賢く

縮小するというということを挙げたということでございます。まちの総合計画をコンサルタ

ントに頼みますと、人口の維持、歳入の維持を目的とした計画になってしまうけれども、そ
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ういう実現できない見栄えのよい計画はもうやめようということで、職員だけで人口減少を

前提とした具体的・現実的なまちづくりを計画しようということで、賢く縮小ということを

目標に上げ、まちを見直し、分散、老朽化した施設を撤去し、複合施設に集約する。無理に

人口維持をすることにとらわれないで、まちの中心部に機能を小さく集約していく。そして

質の高い生活の維持。経済的にも効率性を高めることを目指して、利用しやすいところに集

約していく。コンパクトシティの、町長が言われた考え方です、なるべく人口の機能をまと

めて、インフラの維持コストを抑え、町民の高齢者移動も楽にしていく。医療や福祉、教育

などのサービスは低下しないように、質に注意して、集落維持に配慮した移住策を促進する

という考え方でございます。小・中学校も、こうしたコンパクト思考から統廃合し、義務教

育学校を立ち上げ、スクールバス９台で町内を通学していると。そしてまた、なんと36施設

62棟を解体、売却、貸与をして、公共施設の総量の大胆な削減に成功したということでござ

います。そして、壊すだけでなく、必要なものだけを小ぢんまりと造る。三つ壊したら一つ

小さなものを造るというような手法でやっていったということでございます。私は、このス

マートシュリンプ、賢く縮むということを提案したいと思います。町長、この考え方はどう

思われますか。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 先ほど人材のところで、アウトプット、アウトカムと私は言いました

よね。必要なこと、現場主義に走らなきゃいけない、そういうまちに来ていると私は思って

いますので、それでもスクラップアンドビルド、そこは必ずやっていかなきゃいけません。

いろんな意味の中においておいて、これじゃあ駄目だとか、それはない、私には。だから、

いろんな意味の中で、小さくコンパクトシティ化するというのは、縦に長いから、さらにそ

れをどうまとめる、これが難しいところだと思いますよ、地域間ごとで。なんで持っていっ

ちゃうのとか、その施設を終わりにしちゃうのとか、それは随分私も聞いているから、だか

ら、先ほど言ったようにリーダーシップを持って、そういったことも考えながら、役場の職

員はいろんな地域から来ているから、いろんな地域の中に溶け込んでみんないるから、地域

から学ぶ職員もいると思うし、その中においておいて、いろんな提案もきっと出てくる。や

らなきゃおかしい、職員が。そういった職員であってほしいし、私自身も、いろんな経験、

町長になんぼ言ってくれてもいいものですから、地域に帰れば、やっぱりいろんな問題点が

あると思いますので、その中において、議員御提案のことも頭に入れて、これから先もまた

いかにコンパクト化していくか考えながら、全部財政に絡んでくることですので、そこも整

えてまいりたいと思います。すぐにはできないんですが、お願いします。 

○議長（澤西省司君） 石山貴美夫君。 

○７番（石山貴美夫君） ありがとうございます。私も、非常に優秀な社員の皆さんが大勢い

らっしゃるので、ぜひその力を結集していただいて、町長の下に、小さく縮小していくとい

うことを進めていただきたいなと考えております。 
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  まちの公共施設総合管理計画というものを見せていただきました。これについて、町長は

どのようにお考えですか。 

○町長（薗田靖邦君） もう一回言って。 

○議長（澤西省司君） 石山貴美夫君、再度。 

○７番（石山貴美夫君） 2021年に、まちがこの計画を書き直しされまして、それまでにもあ

ったということなんですが、私もあまり目にしたことがなかったんです。たまたま今回こう

いった公共施設の整理ということで資料を探しましたら、まちの川根本町公共施設等総合管

理計画という立派な計画ができているということを改めて私勉強させてもらいました。この

計画書によりますと、４年前の2021年のときは、私たちのまちは、公共施設が427施設、延

べ床面積が8.4万㎡、同規模の伊豆の４町と比較すると、一人当たりの面積は、なんと伊豆

の４町よりも２倍もあると。しかも、30年経過した施設が4.9万㎡で、約６割だと報告され

ているんです。これ、もう本当に、こういったことも町民に対して改めてやっぱり知らせて

いただいたほうが、私たちのまちはこんなに持ってるんだということが分かるんじゃないか

なと思ったんですが、そういったことで、これは逆に言うと大変厳しいなという考えなんで

すけれども、そして、歳入の面も検証されていまして、生産年齢の人口が減少していくと先

ほどお話ししましたが、地方税がこういったことで減収するので、自主財源の確保が非常に

困難になってくるよと書かれています。そしてまた、歳出についても、高齢化で扶助費が増

加し、依存財源で賄う状況で、公共施設の整備費は、これまでの水準の確保は難しいんじゃ

ないかというふうに厳しく見ていただいております。そういう分析があったわけです。 

  それで、2020年時に所有する施設の保有をこれからずっとし続けるなら、35年間で440.2

億円、年平均で12.6億円が必要となると。過去５年間に公共施設にかけてきた財源は平均で

9.9億円なので、毎年２億7,000万円ずつ不足してくるよというふうに厳しい見通しをされて

おりまして、それで、多分こういったことから、今までも各担当の方々が、長寿命化という

ことでプラス20年の長寿命化を図るような事業をされてきたと思うんですが、それが全部完

了したとしても年１億円ぐらいはやっぱりまだ赤字になるというふうに試算が出ているわけ

です。それで、これのまとめとしまして、基本的な認識として、歳入は今申し上げましたよ

うに自主財源確保が困難で厳しくなる。歳出は公共施設への充当は困難化し、管理運営コス

トは縮小していくと。そして、430もの町有施設は、更新改修時期が一時期に集中してきて

いると。これを避けるための長寿命化で費用の平準化をしてはいるが、大変厳しい状況にな

っていると。そしてまた、２番目として、町の合併によって同じような重複した施設の余剰

があるので、これのバランスを考慮して地区の人口に見合った統廃合をするべきだと。そし

てまた、人口減、高齢化、需要の変化を検証し、施設規模、配置の適正化を今の高齢化に合

わせて、ユニバーサルということも含めながら考え直すべきだということが書かれています。 

  実際に、具体的に何をするかということも指摘されていまして、保有量の適正化をまず実

行せよということでございます。新規の建設整備はもう抑制すると。できればやめると。そ
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して、利用率の悪いところはもう集約して、あるいは処分していくと。そしてまた、所有施

設の延べ面積の削減をするんだということで、要するに複合化をしたりやめたりしなさいと

いうことです。あとは、民間の譲与と売却の実施ということでございます。町長も同じよう

なことを政策の中で言われてたと思うんですけれども、そして、総量の適正化を進めるとい

うことで、そのための方法としまして、まず検証しましょうということで、利用状況、費用

の状況、場所などの総合的な評価を客観的にすると。その次に再編をしていくんだと。地域

住民の意向をしっかり聞きながら、まちづくりの観点に基づいて再編をすると。そしてまた、

複合、廃止ということで、客観的に余剰スペースや用途によっては廃止する。そしてまた、

条例等ありますけれども、それを変更して、複合的なものに全てしていくほうがいいと。そ

してまた、借地として使っているような土地、そういうところに建っている施設は買取りを

して、完全町有化して、将来の負担を軽減していくということが明確に書かれております。 

  この町の公共施設総合計画、総合管理計画というものが令和４年に改定されまして、内容

的に非常にこれは重要で、私が今提案させていただいたスマートシュリンプ、賢く縮小する

ということと非常に重なっている計画だなと感じました。町長、今これに従って、具体的に

まちとしては一応動いているのかどうか、その辺について、どんなお考えでしょうか。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 令和４年に策定されたものですよね。ここに総務課長が２人もいます

のでよく分かっている。私も公共施設の質問を確かしたような気がするんですけれども、昔、

議員の頃。だから、もうそういった時期が過ぎちゃってて、忙しくしちゃった何年間だった

んだなと思っていますよ。先ほど言ったように、やらなきゃならないこと。でも、手遅れに

なっちゃってるところもありますので、やはりしっかり見直して、やっぱりコンパクトシテ

ィ、小さくしながらこの施設、あの施設だという判断の中でこれから取り組んでいかなきゃ

いけない。経過年数も随分たっているし、長寿命化でいろんな手だてもしてきましたけれど

も、いろんな施設の中で施設をやはり縮小していかなきゃいけないし、かといって、ほしい

ものは残していかなきゃいけない。そういったことの選択、判断、これから一緒にやってい

きましょうよ。いずれまだやらなきゃやらなくならない大きなことがありますけれども、か

といって、後ろ見てちゃいけないから、前に行かなきゃいけない、これは。だから、そうい

った意味の中で、こういった問題も一つ一つ、我々で、やらなかったことだから。自信を持

って、いろんな意味で地域の皆さんにもお話をしながら、上向いて、いろんなことをまた進

めていきましょう。 

○議長（澤西省司君） 時間が少なくなっていますので、御注意願いながら質問をお願いいた

します。石山貴美夫君。 

○７番（石山貴美夫君） ありがとうございます。部活動の関連ですけれども、指導員の確保、

教育的配慮からの力や指導方法等の向上策についてどう考えますか。 

○議長（澤西省司君） 教育総務課長、柴亨さん。 
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○教育総務課長（柴  亨君） お答えします。 

  現在の指導員候補の方々に対して、説明や交渉を行っているところでございます。一部の

種目については、候補者に決定してないため、指導者の確保に向けた情報収集を進めており

ます。 

  あと、指導方法ということで、教育委員会主催の指導者講習会を開催し、コンプライアン

ス関係の研修を実施しております。今後も定期的に講習会を開催していくとともに、児童・

生徒に対してアンケートを実施していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 石山貴美夫君。 

○７番（石山貴美夫君） ありがとうございます。相談や心配は今のところないでしょうか。

その窓口はどこになりますか。 

○議長（澤西省司君） 教育総務課長、柴亨課長。 

○教育総務課長（柴  亨君） まだ一部の種目については指導者の確保ができておりません

ので、いま一度情報収集を進めていきたいと思っております。また、相談や意見の窓口とし

ましては、事務局があります教育総務課となりますので、よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 石山貴美夫君。 

○７番（石山貴美夫君） どうも大変ありがとうございました。時間もなくなりました。部活

動をしてくださる方は貴重な人材です。その道の好きな方がなられることが多いと思います。

しかし、情況が、今世の中が大分変化しておりますので、子供への指導方法などいろいろ難

しい面がありますので、日頃からどうかコミュニケーションをしっかり取られて、いい方向

へ進めていただきたいと思います。 

  関連質問をもう少し考えましたが、時間がありません。次回は、冒頭申し上げましたよう

に、少数精鋭となるべく大きな改革をし、挑戦された議員がそろっております。新たな気持

ちで愛するふるさと、かけがえのない川根本町と、このまちで暮らす町民の皆さんの安心な

暮らし、ウェルビーイングを高めていく。町民に優しく、ずっと住み続けたい安心なまち、

人口が減少しても、高齢化が進んでも、インフラがしっかり保たれた、町民の幸福感、安心

感が一層高まる、そんなまちにと願い、私自身、選挙期間中ずっと町民の皆さんに投げかけ、

訴えてまいりました賢く縮むという考え方、スマートシュリンプを町長に御提言申し上げま

した。御答弁、大変ありがとうございました。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（澤西省司君） これで、石山貴美夫君の一般質問を終わります。 

  ここでしばらく休憩いたします。再開は午後１時といたします。 

 

休憩 午前１１時４３分 
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再開 午後 １時００分 

 

○議長（澤西省司君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ６番、佐々木直也君、発言を許します。６番、佐々木直也君。 

○６番（佐々木直也君） 19世紀、ヴィクトリア朝時代のイギリスで最も影響力のある思想家、

美術批評家の一人として活躍したジョン・ラスキンは、美しさの価値が分からなくなったと

き、私たちは自分の生きている場所を失うと言いました。今の川根本町を見るとき、私はこ

の言葉の重みを痛感します。 

  本日４番目の登壇となりました。お一人目の野口議員の言葉を借りるのであれば、生意気

にも４番を務めさせていただきます。 

  ここまでの３名の議員からの質問で、本町が直面する痛みが改めて鮮明になりました。野

口議員が指摘された作業の構造的危機、爾見議員が訴えられた公共交通の不備による人口流

出、そして、石山議員が問うた合併20年目の厳しい財政の現実、これらは全て私たちが慣れ

親しんだこれまでの仕組みが限界に達していることを示しています。しかし、ジョン・ラス

キンが説いたように、美しさの価値、つまり私たちの足元にあるものの価値をコストとしか

見られなくなったとき、町は本当に沈んでしまいます。令和８年度の各課マイナス３％とい

う厳しいシーリングを、単なる縮小ではなく、経営資源の再定義の機会を捉えるべきではな

いでしょうか。特に通告書にも記載しましたが、令和８年度予算編成方針からは、本町の財

政が極めて厳しいことが伺え、早急かつ抜本的な対策が求められています。今回の質問は、

イメージの向きやすい里山をテーマにして質問させていただきますが、川根本町にある資源、

それは、今輝いているもの、輝きが失われたもの、そして単なるコストだと捉えられている

ものの多くのことが当てはまると考えられます。 

  さて、先ほども触れましたが、示された令和８年度予算編成方針の各課マイナス３％とい

う極めて厳しいシーリング。ここにあるのは、人口減少と財政難という厳しい現実です。そ

の現実を前に、私たちは、いつのまにか、この豊かな里山を、ただ維持費がかかるお荷物や

厄介なコストとしてしか見られなくなっていないでしょうか。これこそが、まさに美しさの

価値を見失いかけている状態です。そうやって自分たちの足元にある価値をコストだと放棄

したとき、私たちは誇りを失い、やがて心理的にも物理的にも、この場所を維持できなくな

ります。だからこそ、予算というガソリンが減っていく今、必要なのは単に削る発想ではあ

りません。知恵とデザインでコストを価値に転換し、外から資金と人を呼び込む稼ぐ発想へ

の転換です。次年度予算、そして新しい総合計画は、今までとこれからの間、このまちの転

換のタイミングとして、とても、とても重要なものです。今回は、この危機をチャンスに変

えるため、風景の資産化と関係人口の戦力化についてという大きなテーマの下、通告に基づ

き、三つの視点から長町及び教育長の考えを伺います。 
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  まず、１点目、風景の資産化について伺います。 

  令和８年度予算編成方針からも、本町の財政が極めて厳しいことが伺え、早急な対策が求

められます。しかし、単に予算を削るだけではまちは緊縮均衡に陥り、発展性が危ぶまれま

す。私は、事業の意味を書き換えることで、外部からの資金を呼び込む事業の質的な転換を

提案します。具体的な例として、今回の一般質問では里山をテーマに行います。 

  さて、現在も今後も必要な野生動物の対策としての緩衝帯整備ですが、これを、単なるや

らなくてはいけない害獣対策、つまりコストとしてではなく、都市の人や企業が関わりたく

なる美しい里山、混交林を再生するプロジェクトというような見せ方に変えてストーリーを

つくりませんか。このストーリーがあれば、二つの大きな財源確保が可能になります。一つ

は、個人の共感を呼ぶガバメントクラウドファンディング。もう一つは、企業版ふるさと納

税です。今、都市部の企業の多くが、ＳＤＧｓや脱炭素の貢献として地方の森林保全プロジ

ェクトの投資先を探しています。川根本町の美しい里山再生は、企業のＣＳＲ活動や社員研

修の場として非常に魅力です。行政が単独で担うコストをこうした外部からの投資に転換し、

多く人のゲインに変える可能性が見込めると考えますが、町長の考えを伺います。 

  二つ目です。関係人口の戦力化について伺います。 

  予算編成の重点項目には、定住・移住の促進とあります。しかし、移動可能な社会、いわ

ゆる人口流動社会といわれる今の時代においては、最初からハードルの高い定住・移住を求

めるのは、コストに見合う事業効果が出にくいと考えます。むしろ、関係人口の増加こそが

地域課題を解決する戦力になります。来年度から開始される見込みのふるさと住民登録制度

を最大限に利用し、定住・移住へのこだわりから、二拠点移住や関係人口を主役にする制度

設計への転換はいかがでしょうか。例えば先ほどの企業版ふるさと納税でつながった企業の

社員が、研修や保養で定期的に訪れ、里山の手入れを手伝ってくれる、そんな法人単位の関

係人口も視野に入れるべきです。彼らを単なるお客様ではなく、地域課題を解決するパート

ナー、戦力として位置づけるべきだと考えますが、見解を伺います。 

  最後に、三つ目です。非常に抽象的な質問ですが、これはすごく大事なことだと思います

ので、改めて伺います。 

  川根本町にとっての楽しさとは何か。予算編成方針の冒頭に、新しい日本、楽しい日本と

いう国の動向に触れています。では、川根本町にとっての楽しいとは何でしょうか。あえて

この今後の財政が厳しくなっていくと思われるタイミングの予算編成方針の冒頭にこの言葉

を持ってきたということに、私は希望を感じました。この点について、町長と教育長の定義

とビジョンを伺います。先ほど町長は、石山議員の質問の答弁の中で、稼ぐ能力の向上と定

住促進について発言をなさっていました。御承知のとおり、まさに今回の私の質問はそこに

ついてです。ぜひとも町長の前向き、かつ具体的な答弁を期待し、壇上からの私の質問を終

わります。 

○議長（澤西省司君） ただいまの佐々木直也君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長、
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薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） それでは、今日の最後の質問者、佐々木議員の質問にお答えさせてい

ただきます。 

  まず、一つ目の風景の資産化について、お答えします。 

  議員の御指摘のとおり、当町の財政状況は、先ほどから何度も言っておりますが、今後厳

しくなることが想定されており、令和８年度予算編成に当たっては、歳出のスリム化と歳入

の確保を指示して作業を進めております。当町では、国や県の制度を活用して森林整備を進

めています。山林経営の収益性低下や所有者による森林管理の不十分さといった課題の解決

に主眼を置いて取り組んでいるのが現状です。 

  野生動物との緩衝地帯を整備するためには、集落周辺の森林を対象に相当な面積を整備し

ていく必要があり、職員及び施業実行者のかなりのマンパワーが求められます。現状では実

施は難しいと判断しております。しかし、まちとして森林の生物多様性確保や景観形成機能

などを具体的に示すことができれば、都市住民や企業などからの共感を得られる関係構築が

可能になると考えます。実際、ＮＰＯ地球と未来の環境基金が町内の森林をフィールドとし

た環境整備事業を実施しています。これらの実績を適切に広報すれば、別の企業への波及が

期待されます。まずは、雑木が交ざった針広混交林化が資産や資源になり得るような森林整

備の方法の構築を検討してまいりたいと思っております。 

  ２番目の本町への定住・移住の施策について。二地域居住や関係人口を主役にする制度設

計への転換についてお答えします。 

  人口減少が著しい本町において、定住・移住の促進は喫緊の課題であり、今後も取り組ん

でまいります。同時に、関係人口の増加や川根本町のファンを増やすことも定住・移住促進

につながる重要な取組として進めております。その一環として、今年10月に、旧本川根中学

校でみどりのクラフトマルシェを初めて開催しました。本事業は、イベント開催だけでなく、

全国のクリエイターの方々に実際に本町に訪れていただき、町の魅力を体感していただきま

した。また、令和８年１月から３月にかけて、一般社団法人ＡＬＩＶＥが全国の大手企業社

員を対象とした人材研修を、川根本町を舞台に実施します。当町の職員も研修に参加し、職

員には、人脈づくりと川根本町ファンを増やすように話しております。ふるさと住民登録制

度については、関係人口創出の観点から有効と考えられますが、現時点では国の制度設計が

検討段階であるため、検討の内容や他市町の動向も注視しながら導入可否を検討したいと考

えております。 

  三つ目の川根本町にとっての楽しいとはなにかについて、お答えします。 

  国の経済財政運営と改革の基本方針2025、いわゆる骨太の方針では、国民が今日より明日

はよくなると実感できる新しい日本・楽しい日本の実現が掲げられています。議員の御質問

にある川根本町にとっての楽しいとは、私なりに考えることは、私が公約に掲げるハードか

らハートへのハートに関する部分ではないかと思っています。これからのまちづくりは、行
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政だけで決めるのではなく、町民の皆様とともに考え、ともに実現していくことが不可欠と

考えております。本町が抱える課題を解決するために、町民の皆様とアイデアを出し合い、

心を通わせながらともに取り組むことで、まちをよりよくしていく。その過程で責任と努力

は伴いますが、ハートを交流させるまちづくりを進めていくと、楽しい川根本町につながる

ものと考えます。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 教育長、石原一則君。 

○教育長（石原一則君） 町長のお答えした楽しいを、私の立場から申し上げさせていただき

ます。 

  楽しいというのは、一時の娯楽や快楽というものばかりではなくて、やはり日々の暮らし

の中で心が満たされて、そして生きがいが感じられることだと思います。教育委員会は、学

校と地域との連携を深め、全ての世代が参加し、支え合う施策を通して、川根本町のウェル

ビーイングを高める努力を続けます。町民の皆様とともに楽しい川根本町をつくってまいり

ます。そのためには、川根本町の教育は、教え育てるではなく、ともに育つ。川根本町の教

育は、大きなファーになると考えております。 

○議長（澤西省司君） 再質問を許します。６番、佐々木直也君。 

○６番（佐々木直也君） 今、町長の一つ目の風景の資産化のほうからなんですけれども、混

交林の整備ということについてちょっとありましたが、マンパワーが足りないよということ

でしたりとかそういう話が今あったんですけれども、まさに今お話の中にありました地球と

未来の環境基金の方というのは、ずっと約10年ぐらい前から、10年たっていないかな、かな

り前からこのまちには関わってくれています。何を基金の方はしているかというと、企業と

の間に入っているというのがこのまちとの関わり方なわけなんですけれども、その関わって

いる企業というのが、具体的な名前は避けますが、大井川の下流のところにあるある会社が、

たくさんの水を使っているから、水を使っているその上流部である川根本町に対して何か貢

献できることはないだろうかということで入ってきてくれています。そこのコーディネート

役として、地球と未来の環境基金というところが入ってくれているわけなんですが、地球と

未来の環境基金はそうやって手伝ってくれて、たまたまそういう企業がいた。そのたまたま

いる企業というのが、今お話ししたとおり上流部である川根本町を支えたいということです

から、このストーリーというのがあれば、ほかにもたくさん手伝ってくれる企業がいる。む

しろストーリーを提示してくれないと、なかなか手伝えないよと。企業の論理として何か理

由をつけなきゃいけないわけですから、その理由の部分をわざわざ用意してあげないと、企

業版ふるさと納税等はなかなか期待できないのではないかと私は考えております。なので、

まずはストーリーをつくる。モデル地区をつくり、そこに企業を呼び込むということは、そ

う難しくないことじゃないかなと思います。 

  そうやって手伝ってくれる、コーディネートしてくれるところを、実は私は担当の方と話
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をしました。そのときに、こういうふうに私は考えていて、今まちはこういう状況である。

今後、例えば企業版ふるさと納税等で企業がそういう手を挙げたときに手伝ってくれますか

という問いに対して、もちろんお手伝いさせていただきますと、かなり前向きな返答をいた

だいております。まちとして、先ほど私壇上で質問しました、ストーリーをつくっていく、

そのコストを無駄なものと捉えず、このまちの宝として育てていくということについて、改

めて伺います。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 佐々木議員御指摘の企業版ふるさと納税、あとまたガバメントクラウ

ドファンディング、いろんな思いは私も感じているところでして、やはり目的を持ったスト

ーリー、これは大事なことだと思っていますので、脱炭素化といわれていますので、そうい

った意味の中においておいて、企業とどうマッチングしていくか、またこれも少し考えなが

ら進めていきたい。また、新たにいろんな情報も教えていただきたい、そんなふうに思って

います。 

○議長（澤西省司君） 佐々木直也君。 

○６番（佐々木直也君） もちろん何かあったときは、情報をたくさん提供させていただきた

いと思います。 

  それで、さっき混交林について僕が話しするのを忘れたんですけれども、混交林化という

のが、かつての林業ではあまり考えられなかったことらしいですよね。杉、ヒノキを植えて、

それを間伐等して、それを出荷して、木材として利益を上げていくという構造が今の時代も

う合わなくなってきて、ゆえに山が荒れてしまっていると。入る人が少なくなった。それは、

町長も時折山に入る人が少なくなったという話はなさっていますけれども、森林組合の方向

性というのは、実は、今までの林業、杉、ヒノキを植えたら伐採してまた植えるというモデ

ルが変わってきていて、もちろん地権者、山を持っている人の思いがあるんですけれども、

できれば混交林にして価値ある森にしていきたいということを森林組合のほうでも考えてい

らっしゃるというふうに伺いました。ただ、説得というんでしょうか、森林組合はそういう

ふうに考えていますけれども、森林組合というのは、話をいただいて、つまり依頼を受けて

動くものですから、なかなか今までどおりの動きしか今のところはできない。思いがあって

も、分かってもらうのが難しいということをおっしゃっていたわけなんですけれども、もし

まちが混交林というものをこういう意味で推奨していきます、推していきますよということ

があれば、森林組合としては積極的にそれを広報し、またそのように働きかけていきますよ。

そうすれば、風景が変わっていきますよということを森林組合長がおっしゃっていましたが、

まちの考えを伺います。 

○議長（澤西省司君） 産業振興課長、鈴木浩之君。 

○産業振興課長（鈴木浩之君） 針広混交林化という言葉が出まして、皆さんあまりなじみが

ない言葉なのかもしれません。現在生えている杉、ヒノキの林の本数を抜いて、そこに広葉
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樹を生やしていくという施業であります。これは、木材生産というよりは、どちらかといえ

ば森林環境の保全、森林の維持をしていくための手段であります。例えば森づくり県民税を

財源にした森の力再生事業というのが県にございます。この県の事業は、まさに針広混交林

化を目指したもの。しかしながら、森づくり県民税の森の力再生事業については、どちらか

といえば奥山で実施されるという、そういったスキームになっております。里山のほうでは

なかなか実施しにくいということが挙げられます。ですので、現在でも実は行われておりま

すので、これを広報していく。あるいは別の事業で場所を変えて実施していく、こういった

ことは可能ではないかというふうに考えております。 

○議長（澤西省司君） 佐々木直也君。 

○６番（佐々木直也君） 今おっしゃってくれたように、奥山でやっている。やってはいるん

ですが、それはもっと手前のほうに持ってくるために、それを森林組合にやってもらうため

に、まちとしてこういうことを推進していこうじゃないかと。景色を変えていこう、豊かな

森、山にしていこうという提案ですので、もう現場としては、まちとしてそういうふうに言

ってくれるんだったら私たちも非常に動きやすいと、そういうところまで来ていますので、

まちとして提案といいますか、まちとしての方向性を、総合計画、森林。 

（「森林整備計画」の声あり） 

○６番（佐々木直也君） 森林整備計画。森林整備計画はちょっと前ので、最近新しくなっち

ゃったので、それはたぶん動かせないと思いますので、ぜひ総合計画の中でそういうことを

うたっていただけると、まちの景色が改めて豊かになっていくのではないかと、そういうふ

うに考えますので、ぜひ前向きな検討をお願いしたいと思います。 

  さて、今お話があったように、里山の景色を変えていくには外の力が必要で、今まさに僕

は企業版ふるさと納税やガバメントクラウドファンディングを提案させてもらいました。た

だ、これが今のところあまりこのまちでは生かされていないというのが現状の中で、先ほど

壇上でもお伝えしましたけれども、次年度予算また次の総合計画というのは、今後のまちづ

くりの、今後というのは１年、２年の話ではなくて、本当に５年、10年先においても、今こ

の次の次年度というのは非常に重要なタイミングだなと思っております。その中で、今やっ

ていない企業版ふるさと納税やガバメントクラウドファンディングを、新しく誰かがこうい

うのがあるからちょっと考えてみてというスピード感ではやっぱり遅くて、あと一年ちょっ

と研究しましょうというんじゃなくて、もう次年度から具体的に動いてほしいというのが私

の願いでして、そのためには、そのための専門チームのような特命チーム、それは専門じゃ

無理だと思うんですよ。専門というのは、それを専門としている職員というのは、現状の職

員の状態ではなかなか難しいと思いますので、兼務で結構です。兼務のそういう辞令を出し

ていただいて、そういうプロジェクトチームをつくっていただく、そういう考えはいかがで

しょうか。 

○議長（澤西省司君） 副町長、渡邉誠君。 
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○副町長（渡邉 誠君） 確保につきましては、私副町長及び関係課のメンバーで構成する委

員会を設けて、一つずつ着実に実行してまいります。 

○議長（澤西省司君） 佐々木直也君。 

○６番（佐々木直也君） 例えばその委員会あるいはプロジェクトチームができた場合、役場

というか今までの多くのこういう組織で活用されているＰＤＣＡというサイクルがあります

よね、プランドゥというやつです。それじゃなくて、これからの時代はＡＡＲサイクルとい

うのが新しい考え方としてありまして、役場の仕事は間違ったらいけないとかミスしてはい

けない、そういう空気がとてもあるんですけれども、それによって過剰なプラン、過剰なア

クション、過剰なチェック、失敗していないかどうか、無駄に使っていないかどうかという

ことがすごく遅くなってしまう。実行に対しても遅くなるし、それに対する振り返りも遅く

なってしまう。このＡＡＲサイクルというのは、前例踏襲ではなくて、まず自分たちが、私

たちはどうありたいか予見する。次、まず試す。アクション、まず試す。次、学習する。だ

から、どんどんやってみて、やりながら考えるというような感じなんですよ。だから、あま

りこれで大丈夫だというすごい固い固い感じじゃなくて、ちょっと攻めた感じなので、そう

いうようなことをぜひ、そういう何か新しくチームをつくる場合には、今までのＰＤＣＡサ

イクルではなくて、攻めの姿勢というものをぜひそこには入れていただきたいなと、そう思

います。 

  役場全部がＰＤＣＡサイクルではなくてＡＡＲということではなくて、攻めの箇所と守る

箇所、守る箇所はＰＤＣＡのほうがいいと思うんですけれども、攻めるところというのはき

っとあると思いますので、先ほど町長も触れました稼ぐ力という部分では、ＡＡＲサイクル

のぜひ採用をお願いしたいと思います。 

  では、次の質問です。 

  先ほど野口議員の質問の中で、トップセールスについて町長がお話しなさいました。トッ

プセールスに俺は行くぞというような勢いがありましたけれども、先ほどから触れています

企業版ふるさと納税というのは待っていても来るものではないので、町長自らが都市部の企

業へ出向いて、川根本町の、俺たちのまちの美しい里山を守るパートナーになってほしいと

熱くトップセールスをしていただきたいんですけれども、そのような覚悟はどうでしょうか。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 先ほど来お話しさせていただいています、少しちょっと、人材の話で

出たんですが、アウトプット、アウトカムの話。これは本当に事業量の多さよりアウトカム

で何が必要か、そういったことの観点においておいて、私が企業人と会って、いろんなふる

さと納税とか企業版納税、そういったものをいただいてこいと。実際私自身も動いているこ

とは動いていますので、あちこちに行って。こんなにいろいろ、お茶の関係でもそうだし、

いろんな意味の中においておいて、あと教育のほうで鶴居村が来るかな。いろんなところの

中の関係性の中でどうやってやればいいかというのは、もう本当現状これでもなかなか人気
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者でして、県からは。いろんなことの話の中で、教育長はよく分かっているけれども、いろ

んな中で、県外に行ってもいろんなことの中にいつもおいて、いろんな情報も集めたり、そ

れはこれからもずっと変わりませんので、なお一層拍車をかけていろんなことをやっていき

たい、こんなふうに思っています。 

○議長（澤西省司君） 佐々木直也君。 

○６番（佐々木直也君） 町長が人気者のは、いろんな場所に行ってお話をしている姿を見て

なんとなく感じていたことであります。それで言いますと、やはりこの大井川、当町の真ん

中を流れています大井川、下流部関係市町村いろいろ、あるいは長島ダムから配水をしてい

る市町村がありますけれども、ここを守ってほしい、一緒に守っていこうじゃないかという

のは、今までの総合計画の中にもあります森と水の番人という言葉、これをもうちょっとさ

らに拡大して、流域地域全部で守っていこうというような働きかけをする、していく。今で

ももちろんなさっているとは思うんですが、そのための受皿を準備しておきましょうよとい

う話。今やってないということではなくて、今でも例えば都市部にマルシェへ出かけていく

企業、川根本町から出ていくところがある。あるいは先日、産地賞というものをお茶の部門

でいただいて、そういう外の発信力はあるのに受皿がないというところで、その受皿である

企業版ふるさと納税というものを準備しておく。ガバメントクラウドファンディングを準備

しておく。そこがあれば、いつでも入れるよねというところがきっとあるので、そういうの

があると、さらに町長がやっていらっしゃるトップセールスがこのまちにとって非常に機能

していくことかと思いますし、また、今実は僕も、ちょっと厳しいことを言うようですが、

産業振興課というのを町長の号令でつくられて、ただ、産業振興課をつくった意味というの

が今のところ発揮されていない中で、思っていた産業と、一次産業と販売のほうを合わせて

六次化というものをやっていこうじゃないかという部分で、あまり今のところ、もうちょっ

と機能できるはずなのにという部分で、今みたいな受皿があればもっと発揮できるものもき

っとあるんじゃないかと思いますので、その受皿をぜひ準備してほしいと、そういうことで。

準備するに当たっては、多分片手間じゃ無理だから、そういうチームを結成して集中的にや

っていただきたいと。今の話はそういうことでございます。 

  細かい話をしますと、予算や総合計画で有害鳥獣対策とかそういう言葉というのはよく使

われますよね、なんか政策とかそういうことで。なんですけれども、そういうのはあまり夢

を感じないというか前向きじゃない感じなので、そういうのを、里山再生景観創造事業とか、

そういうちょっと後ろ向きなものを、価値を変換するために、細かい言葉から、言葉のデザ

インからこのまちの姿勢を見せていくというのは、まちとしても、また教育行政側としても

必要なことだと思いますけれども、そこら辺について、次年度からどうでしょうか。 

○議長（澤西省司君） 産業振興課長、鈴木浩之君。 

○産業振興課長（鈴木浩之君） 事業名を工夫する、変えるということは、町民の捉え方ある

いは多くの皆さんの共感、そういったことに結びつくというふうに考えます。大切な要素だ
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というふうに考えております。同時に、例えば画像、例えば文章、そういったツールで訴え

かける、こういったことも合わせて行えればというふうに思っております。 

○議長（澤西省司君） 佐々木直也君。 

○６番（佐々木直也君） ここまでで、ひとまず風景の資産化については終わりまして、次に

関係人口についてにいきます。 

  先ほどふるさと住民登録制度について、今のところ国から出されている内容について不透

明なところが多く、まちとしてもどういうふうな扱いをしたらいいか分からないというよう

な答弁がありましたけれども、全くそのとおりで、ふるさと住民登録制度が今後どうなるの

かというのは、制度が来年度から国の仕組みとして始まるのは恐らく間違いがないんだけれ

ども、全容についてはいまいち不明。これは、間違いなくそう。僕が調べてもそうだったの

で、そうです。だからといって待っていると、やっぱり後手後手に回ってしまうと思います

ので、幸いこのまちには関連しているこのまち出身の国会議員の方がいらっしゃいますよね。

なので、まずは我々がこういうことをしたいという理想を描いて、ふるさと住民制度がこう

なったらすごくイケてるぜみたいないい方向で想像力を働かせて、モデルケースを先につく

って国会議員の方に伝えて、川根本町はこういうことを行っている、これをモデルにしたら

どうというぐらいのことができると、非常に強力にこのまちが目立っていく。また、ふるさ

と住民登録制度がこのまちにとって非常に有効に働くようになるのではないかと思いますの

で、今のところ枠組みは決まっていないならこっちで先に定義しちゃおうというようなこと

というのは、うまい自治体は割と今回のことに限らずやっていることというのが結構あるん

です。後から制度が追いかけてくるということはあり得ますので、あまり今強くは言えない

ですけれども、こうしろというふうには僕もあまり言えないですけれども、ふるさと住民登

録制度、地方創生の新しいものの目玉の一つとして動き出すのは間違いないことですので、

国がやっていくことですので、ぜひ想像力を働かせて、ほかの自治体に後れを取らない、ま

ねをするだけじゃなくて主体的にやっていただければと思います。 

  そのふるさと住民登録制度、うっかりすると広報紙やメールを送るだけのメーリングリス

トになってしまうんじゃないかと僕は危惧していますので、ぜひ先に想像力を働かせてくだ

さい。私のイメージとしては、企業版ふるさと納税で関わってくれた人、ガバメントクラウ

ドファンディングで応援してくれた人をふるさと住民登録制度へ登録することによって、こ

んなメリットがあるよという誘導をしていくのがいいんではないかと僕は思っておりますの

で、そこら辺も踏まえて、私がさっき提案させていただいたプロジェクトチームにそういう

ことを考えてもらうというのが、早急に求められるタイミングだと思います。 

  今のようなことをやっていると、だんだん外の人間が入ってくることになります。それは

僕は戦略として捉えてほしいわけですけれども、役場の職員の皆さんというのは、今のとこ

ろ、例えば外からやいやいやいやい人がたくさん来た。手伝うよ、手伝うよと来たときに、

いやいや、今ちょっといっぱいいっぱいだから勘弁してよというのが正直なところなんじゃ
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ないかと想像します。その中で、関係人口を受け入れる際、現場の職員が素人の相手をする

のは仕事が増えると感じてしまっては、うまくいきません。その入り口の部分がちょっと面

倒くさいというテンションだとうまくいかないので、彼らは仕事を減らしてくれる頼もしい

味方だという意識改革がまずは不可欠だと考えます。職員研修に外部講師を招くなどして職

員のマインドセットをまずは変えていく、その取組について、いかがでしょうか。 

○議長（澤西省司君） 経営戦略課長、坂下誠君。 

○経営戦略課長（坂下 誠君） 職員の思いについて、佐々木議員は仕事が増えるとかとおっ

しゃられたんですけれども、多分今の状況を見て、職員は頭が痛いと。確かに前向きに捉え

て、確かに人口減少はもう進んでおりますので、外部から来てくれる人、即戦力、しかも若

い人が来てくれていますので、そういった方たちとうまくやっていく。それには、役場職員

もそうですけれども、やはり地域というものもすごい重要だと思います。町長も職員に対し

て、先ほどの答弁にもありましたけれども、職員にかなりきつく、厳しく地域の実情を踏ま

えるように言っておられます。そうした部分で職員の意識改革は当然必要になってくると思

いますけれども、それと合わせて、受け入れる行政側もそうですけれども、地区で受け入れ

るコミュニティーのほうもすごく変わっていかなければならない、その今転換期だと思って

います。人口は減っていく、もうこれは仕方がない事実です。そういったものを踏まえて、

どうやって今後増えていくと思われる関係人口を増やしていくかという部分では、本当に職

員も一丸となって考えていく必要があると思います。 

○議長（澤西省司君） 佐々木直也君。 

○６番（佐々木直也君） 本当に人口減少というのは、先ほど町長も触れられましたけれども、

このまちの問題でもありますけれども、全国的な問題であり、あらがうのはなかなか難しい

波の中で、さてその中でどうやってその波に乗ってこのまちが生きていくかというところで

すので、人口減少に立ち向かうというものではないのはもちろん同じ意識の中で、外の人に

どうやって頼っていくか、外の人とどうやって付き合っていくかという部分だなというふう

に思っています。本当に発想の転換というのが必要で、今後は、行政職員というのは、今ま

では何かを担った自らプレイヤーで、俺がやるんだということで各それぞれの課長がいて、

室長がいて、それぞれの皆さんがプロジェクトを担いながら、仕事を担いながら進めてきた

のが行政だと思うんですけれども、これからは自分がプレイヤーじゃなくて、外から来た人

あるいは町民を束ねるコーディネーターのような役割になっていくというのがこれからのや

り方なんじゃないかと。ではないと、本当に業務が複雑化している中で、みんな心が折れち

ゃうんですよね、やっぱり背負い過ぎちゃって。なので、本当に外の人を頼るということに

頭を働かせるというのが、今非常に重要なことなんじゃないかと思っております。この件に

ついて、肉体労働じゃなくて知的労働のシェアというのも重要だと。今、木とかの話をして

いましたけれども、知的労働のシェアについて重要だということも思います。 

  以前、いつか、前か、前の前か、結構前に質問したんですけれども、役場では手が回らな
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い業務を切り出して副業人材に委託する。都市部の人材に委託するということについて、人

件費を抑えつつクオリティを上げるという予算編成方針に合致した業務改革について、地域

活性化企業人という総務省の仕組みの活用を提案させていただきました。前向きな答弁をい

ただいた記憶がありますが、それについて進捗はいかがでしょうか。 

○議長（澤西省司君） デジタル推進課長、服部了士さん。 

○デジタル推進課長（服部了士君） ただいまの御質問についてお答えします。 

  以前一般質問におきまして、広報における業務におきまして、地域活性化企業人制度を活

用して人材を活用したらどうかという提案をいただきまして、いろいろ検討した中で、来年

度当初予算におきまして、広報業務及びＤＸの情報の業務におきまして、地域活性化企業人

制度を活用し、人材を活用するということを来年度予算に盛り込むことで進めております。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 佐々木直也君。 

○６番（佐々木直也君） それはとてもうれしいです。本当にデザインとか広報とかのレベル

が上がると、その効果というのは、倍、３倍、10倍とか、本当にデザインの力というのは重

要ですので、外のそういうプロフェッショナルな方に頼るというのは非常に重要ですし、ま

ちが前向きに動いてくれたことを非常にうれしく思います。 

  では、３番目の楽しさについてですけれども、先ほどの言葉の意味をちょっと変えていこ

うというのとちょっと似ているんですけれども、次期の総合計画において、成果指標ＫＰＩ、

重要業績評価指標というものが、また当然載せてくると思うんですけれども、従来の行政は、

人口が増えたかとか施設利用者はどうだったかとか、そういう数字で評価しがちの中で、今

後は、今お話しさせていただいたようなことを踏まえて、町内で新しいチャレンジやプロジ

ェクトが幾つ生まれたかとか、町民と外部の人のコラボレーションがどれだけあったかとか、

まちに関わりたいといってくれた人の数とか、プライドや熱量を図るような、そういうよう

なウェルビーイングに関係するような数字というものをＫＰＩにすることによって、具体的

な数字というよりも、そういうような幸福度みたいな部分をＫＰＩにするということは、い

かがでしょうか。 

○議長（澤西省司君） 経営戦略課長、坂下誠君。 

○経営戦略課長（坂下 誠君） ＫＰＩ、重要業績評価指数ということで、プロセスにおける

進捗度合いを測るための数値目標ということなんです。それというのは、具体的な数値を設

定することで、現状を客観的に把握して、改善という部分で、改善を効率的に持っていくと

いうような、当然そういったものがあります。今おっしゃるように、佐々木議員、単なる数

値じゃなくて、気持ちの部分というかそういった部分で、確かにそれが何か数値的に出れば

いいんですけれども、ＫＰＩというのは数値で表すという部分がありますので、例えば今お

っしゃっていただいた参加してくれた人の数とか回数とかという部分で改善できる部分はあ

ると思うんですけれども、なかなか気持ち的な部分を数値にするというのは難しいとは思い
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ますが、今後、そういった今までの数字、何回参加したかとかこれがどのぐらい導入したか

という部分ではなくて、今せっかく第三次総合計画を策定中ですので、そういった部分、今

回皆さんに、多分４人に一人の人に総合計画のアンケートが行っていると思います。これ、

申し訳ない、かなり時間がかかるものです。というのは、県からの指導もあって、ウェルビ

ーイング、それこそ、その指標に対してのアンケートを取りなさいということで、その部分

で時間がかかるようになっていますので、そういった部分、県のほうもそういう指導ですの

で、そういったＫＰＩについてもそういった指標を取り入れられるように進めていければと

思います。 

○議長（澤西省司君） 佐々木直也君。 

○６番（佐々木直也君） そうなんです。従来の利用者数とかなんかそういうのって、達成し

ていなければもっと予算を入れていけというようなことになりかねないと思っていますので、

知恵とかアイデアを生かして充実させていくというような指標にできたらいいよなというの

は思いますし、国際的にもそういう流れになっているので、当然県からもそういうことが来

るんじゃないかと思います。 

  だんだん締めの時間になってきます。 

  ちょっと町長に質問です。楽しさについて伺いましたけれども、町長は今町政運営を御自

身は楽しんでいらっしゃいますか。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 楽しむとか苦しむとかという問題ではない。やらなきゃいけないから。

そこにおいておいて、楽しさを追求する、そういったことも考えてやっていかなきゃいけな

いと思っていますけれども、町長は苦しいものだよ。でも、その中において、町民にどれだ

け楽しさを与えるかということが私の使命だと思っていますので、そこを大事に、これから

もきっとそれは変わらないでしょう。 

○議長（澤西省司君） 佐々木直也君。 

○６番（佐々木直也君） それはもちろんそのとおりなんですが、リーダーが眉間にしわを寄

せていては住民も楽しめません。にこにこしている自治体は、町長が何をしているかどうか

分からないけれども、ウェルビーイングについてデータを取っているヴェルビーイング学会

というのがあるんですけれども、町長というか首長がにこにこしているところは、その自治

体みんなのウェルビーイングが高いというデータが出ているので、首長が不機嫌というか、

例えば不祥事が起きると、ずっとウェルビーイングの順位が高かったところが、不祥事があ

っただけでみんなのウェルビーイング下がるというのがありますので、とにかく首長はにこ

にこしているというのが重要らしいです。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 心がけます。結構にらみ返してくる人もいるものですから。私自身も

この４年間というのはなかなかいろんなことがありましたので、どうしても眉間にしわが寄
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ってしまったのかなと。日々悶々としていた、先ほどお話ししましたけれども、４年間の

日々というのは本当につらいときもあったものですから、先ほど議員の皆さんと一緒にお話

ししなかった、不十分だったと言ったでしょう。これからどんどんあなた方とお話ししなが

ら、どんどんどんどん笑顔になっていきますので、御協力、御支援をいただきたい、お願い

いたします。 

○議長（澤西省司君） 佐々木直也君。 

○６番（佐々木直也君） ありがとうございます。そのウェルビーイング、さっきから話が出

ていますけれども、ウェルビーイングの四つの因子というのが、やってみよう、ありがとう、

何とかなる、ありのままに、この四つです。町長自身がこの心を持って、ぜひ予算や総合計

画の作成に臨んでいただきたいと。また、その部下たち、行政職員の皆さんに、この四つの

因子を与えられるような、にこにこした町長であってほしいと思います。 

  では、締めですけれども、町長、教育長、また課長、皆さん熱意のある御答弁、悩みぬか

れた言葉をどうもありがとうございました。今日私が少し通告の枠を超えてまで深く問いた

だしたかったのは、この予算縮小という有事において、平時と同じ思考停止をしていては本

当にこのまちが終わってしまうというそういう危機感からでした。財政は確かに厳しい。こ

れは数字上の事実です。しかし、数字がないからといって、私たちの知恵やアイデアまで枯

渇しているわけではありません。これから策定される総合計画が、単なる寂しくなるまちの

管理マニュアルであってはならない。人口が減っても、予算が減っても、知恵とデザインで

豊かさはつくれる。外部の人たちを巻き込めば、必ず解決できる、そうしたことが今求めら

れている総合計画の姿だと思います。 

  冒頭に申し上げた、美しさの価値が分からなくなったとき、私たちは自分の生きている場

所を失うというジョン・ラスキンの言葉。一方で、彼はこうも言っています。美しいものを

つくるためには、そのつくり手が幸せでなければならず、その環境が美しくなければならな

い。まずは、ここにいる私たち、役場の職員、そしてもちろん傍聴の方々も含めて、私たち

がこのまちにいることに幸せを感じ、誇りを持ちましょうよ。私たち大人がこの里山に美し

さや誇りを持ち、外の人々と手を組み、子供たちに格好いい背中を見せることができれば、

予算が減ろうとも、人口が減ろうとも、このまちはどこよりも楽しく、誇り高い場所として

生き残ります。予算がないは諦める理由でなく、知恵とつながりを生み出す変革の合図、そ

う思います。これからの川根本町に必要なのは、管理や前例踏襲ではなく、多様な人々を混

ぜ合わせ、新しい化学反応を起こす熱量です。次年度予算、そして次期総合計画が単なる行

政文書ではなく、希望の設計図であり、また、町民と世界をつなぐ未来への招待状になるこ

とを強く期待し、私の全ての質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（澤西省司君） これで佐々木直也君の一般質問を終わります。 

  以上で本日の一般質問を終わります。 

 



－77－ 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎散  会 

○議長（澤西省司君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  次回の本会議は、明日12月19日午前９時に開会し、５名の一般質問を行います。 

  本日はこれで散会します。お疲れさまでした。 

 

散会 午後 １時４８分 
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開議 午前 ９時００分 

 

◎開  議 

○議長（澤西省司君） ただいまの出席議員は10名で、定足数に達しております。 

  これより本日の会議を開きます。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（澤西省司君） 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

  なお、説明員は12月18日と同様ですので、御了承ください。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（澤西省司君） 日程第１、一般質問を行います。 

  本日は、山下真男君、野崎郁徳君、石関華君、山田貴之君、中原緑君の一般質問を行いま

す。 

  順番に発言を許します。 

  ５番、山下真男君、発言を許します。山下真男君。 

○５番（山下真男君） 皆さん、おはようございます。本日のトップバッターを務めます公明

党の山下真男です。 

  初めての一般質問となります。要領を得ない部分や過去に先輩議員が行った質問と重なる

部分もあるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。 

  町会議員になって３か月目でありますが、この川根本町を幸福度の高い地域、幸福感を実

感できる地域にと話してまいりました。幸福度は、暮らしやすさ、生活のしやすさとともに、

心の問題でもあります。どうしたらここに住んでよかったと言っていただけるような町にで

きるか、またこの町で気持ちよく生き生きと生活していくにはどうしたらいいか。「ハード

からハートに」という町長の言葉とも、通じるものがあると思います。 

  人口減少が当町の大きな課題ですが、高齢化地域では、どうしても人口減少率は高くなり

ます。９月に静岡新聞に掲載されましたが、健康に生活できるお達者年齢は、県内の市町村

の中で男性は川根本町がトップでありました。女性は競争が激しく、１番というわけにはい

きませんでしたが、トップの湖西市が85.5歳、当町は84.1歳とそれほど差はありません。 

  65歳以上の高齢化率はこの川根本町は52.1％で、御承知のとおり、西伊豆町に次いで県内
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で２番目でありますが、県内で１、２を争う高齢化地域は、逆に言えば、県内で１、２を争

う長寿のまちとも言えると思います。 

  長生きしたいというのは、誰もが望むことだと思います。既にやっているかもしれません

が、「健康長寿の街、長生きできる街」というようなキャッチコピーでＰＲ、移住・定住に

結びつけていってはどうかと思います。高齢者が生き生きと暮らし、子供たちも楽しく暮ら

せる町を目指して努力してまいります。 

  そこで質問ですけれども、まず生活のしやすさという観点から、大きな１番目として交通

インフラの問題、そして大きな２番目に子育て教育の問題、最後３番目に町おこしのプロジ

ェクトについて、以上三つの大きなテーマについて質問をさせていただきます。 

  まず、１番目として、道路の復旧工事についてですが、現在通行止めとなっている国道

362号線、瀬沢、久保尾間の工事予定とその迂回路二本松線の整備状況について伺います。 

  また、10月に崩落しました町道坂京線の工事予定はいかがでしょうか。 

  ２番目として、子育て教育支援について伺います。 

  人口減少による学校の統廃合で、教育環境は減少しております。教育環境の減少とは、学

級数やクラスの人数が減る、部活動の廃部・統合、行事の縮小等のことですが、現在の出生

数を踏まえて学校や教育環境の将来像をどう考えるか、教育長に伺います。 

  また、ゼロ歳から18歳の子を持つ親に対して、当町ではどのような支援策があり、それら

の利用状況は現在どうなっているか、伺います。 

  さらに、移住を考えている家族に、それらの支援策や当町の教育環境について、いつ、ど

のような内容をＰＲしているか、伺います。 

  最後に、町おこしプロジェクトに関してですけれども、ある企業から宇宙ビジネスプロジ

ェクトの提案があります。この企業については後で説明がありますが、内容のいい、信頼で

きる企業であります。そのプロジェクトとは、プラネタリウムを造り、リモートセンシング

を農業、防災に役立て、いずれは小型の人工衛星を打ち上げるというものであります。これ

はまだ提案の段階であり、なかなか具体的な回答をしづらいかも分かりませんけれども、こ

んなふうなプランがある、こんな可能性があるという意味で質問をさせていただきます。 

  まず、（１）プラネタリウムは入場料を600円として、年間４万人の動員で2,400万円の売

上げを目指すと。そう簡単にそういうふうにはならないと思いますけれども、町内でお金を

落とす一つの材料となりますけれども、この点、どういうふうに考えますか。 

  また、（２）川根本町は澄んだ星空全国２位と言われており、これは以前、環境省の調査

でそのように言われましたけれども、観光の面で三ツ星天文台や星空列車等を企画する大井

川鐵道との連携などで集客を増やせると思いますが、いかがでしょうか。 

  （３）プラネタリウムは、廃校や現在使われていない施設を利用してとのことです。これ

らの候補先としては、どこが考えられますか。 

  （４）他地域の学校からのプラネタリウム見学を積極的に受け入れ、天文学や宇宙関連の
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授業を当町の教育の特色として、留学生や移住者にアピールできると思いますけれども、い

かがでしょうか。 

  （５）時流に合ったプロジェクトで、宇宙関連事業は国や県の補助がありますが、当町で

は利用できる補助制度はありますでしょうか。 

  最後に、当町のリスクは極力少なくするということが大切ですけれども、全体を通してこ

のプロジェクトをどう考えるか、伺います。 

  以上、壇上からの質問となります。よろしくお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） ただいまの山下真男君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長。 

○町長（薗田靖邦君） 皆さん、おはようございます。 

  それでは、山下議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  まず、一つ目の国道362号瀬沢、久保尾間の工事予定と迂回路工事等についてお答えをさ

せていただきます。 

  まず、国道362号瀬沢、久保尾間の災害復旧工事につきましては、道路を管理している島

田土木事務所によると、令和８年２月から仮設工事に着手し、地滑り対策と道路の復旧工事

を順次進め、令和９年度末の完成を予定しているとのことであります。 

  あわせて、迂回路になっている町道二本松線についても、安全確保のために、路側線や視

覚誘導標の設置などの整備に御協力をいただいております。 

  二つ目の町道坂京線の復旧の見込みについてお答えします。 

  路肩が崩れたため、町道坂京線を全面通行止めにしており、現在は地質調査を行っていま

す。調査結果を基に測量や設計を進め、工法を決定してまいります。設計を来年５月までに

終え、６月定例会において、工事費用を補正予算計上する予定であります。 

  工法がまだ決まっていないため、工事にかかる期間は今の段階でははっきりお伝えできま

せんが、できるだけ早く復旧できるよう対応をしてまいります。 

  ２の（１）と（２）は、子育て教育支援についてですが、教育長よりお答えします。 

  三つ目の町おこしプロジェクトについてお答えします。 

  宇宙ビジネスは初めて耳にする方が今日、多いと思いますので、経緯を簡単に説明させて

いただきます。 

  先月、私の知人の紹介で、株式会社電翔の河村会長と面談しました。河村会長は町内御出

身で、昨年度は本町の社会福祉協議会に軽車両を２台寄贈していただきました。 

  同社の本業はシステム開発やＩＴソリューション、各種分野のコンサルティングサービス

です。具体的に言いますと、イオングループ全社の出退勤管理や、九州博多にある駅ビルの

統括管理なども手がけております。 

  河村会長から伺った話では、会社の新規事業として宇宙ビジネスへの参入を検討しており、

出身地である本町は澄んだ星空全国２位であり、三ツ星天文台もあることから、事業を立ち

上げるなら本町が適地だということでお話をいただいたという経緯です。 
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  その後の打合せについては、担当課長から現状を説明させていただきます。 

  ３の（６）の当町のリスク回避と本プロジェクトに対する考え方についてですが、会長と

面談した際、本町の財政状況は初めにしっかりお伝えしており、財政支出については慎重に

対応をしてまいります。 

  一方で、本プロジェクトは、成功すれば雇用の創出や町のＰＲなど、町にとって大きなプ

ラス効果が期待できると認識しておりますので、できる限りの支援は行ってまいりたいと思

っております。 

○議長（澤西省司君） 教育長、石原一則さん。 

○教育長（石原一則君） それでは、議員の２の（１）、（２）子育て教育支援についてお答

えさせていただきます。 

  本町では、ゼロ歳から18歳までの系統的なキャリア発達を目指して、保育園、そして義務

教育学校、高校または関係機関をつなぐ、いわゆるシームレスな共育、これは私の造語なん

ですが、シームレスな共育の共育は教え育てるではなく、共に育つ、シームレスな共育の実

現を目指しております。 

  生まれたそのときから子供たち一人一人の成長を支える、そのシステムがシームレスな共

育です。こうした特色のある共育を全国に発信していく取組を、これまで以上に強化してま

いります。 

  詳細については、担当課長からお答えさせていただきます。 

○議長（澤西省司君） 健康福祉課長、森下育昭君。 

○健康福祉課長（森下育昭君） それでは、私から、２の（１）ゼロ歳から18歳の子を持つ親

に対する支援策についてお答えをさせていただきます。 

  主な子育て支援策として、ゼロ歳から18歳の子供を対象に医療費の無償化を行っておりま

す。令和６年度の実績につきましては、5,729件、1,147万円の扶助を行っております。 

  また、令和４年度から実施している事業として、ゼロ歳から２歳までの子を養育する保護

者に対し、町内でおむつ等の育児用品を購入できる用品購入券を年間６万円分支給をしてお

ります。令和６年度は57人に用品券を支給し、利用額は334万1,000円でありました。 

  さらに、令和５年度から産婦人科・小児科オンライン事業を実施しております。本事業は、

川根本町内に住所を有する妊婦、産婦、子育て中の保護者等が、小児科医、それから産婦人

科医、助産師に対してスマートフォン等でオンラインで相談できるものであります。令和７

年12月１日現在の登録者数は76人、令和７年４月から11月の間に20回、事業開始から延べ

171回の利用がございました。利用者からは、子供の体調不良で不安なところ、とても丁寧

で分かりやすい回答をいただいて安心した、今後も利用したいという声をいただいておりま

す。 

  その他にも子育て支援策を実施しており、今後も、町民誰もが安心して産み育てることが

できる環境整備を図ってまいりたいと考えております。 
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  以上です。 

○議長（澤西省司君） 経営戦略課長、坂下誠君。 

○経営戦略課長（坂下 誠君） 次に、私のほうからは、２の（２）移住を考えている家族に

対する町の支援策や教育環境のＰＲについてお答えをさせていただきます。 

  移住を検討する御家族向けには、本町では、親子里山留学体験を実施しております。移

住・定住のポータルサイトで周知するとともに、首都圏や関西圏で開催される移住フェア等

に出展する際にも同事業を紹介しております。例えば、首都圏にお住まいで、子供に伸び伸

びとした教育を受けさせたいと考える御家族には、親子里山留学をお勧めしております。留

学では、本町の子供たちと一緒に授業や学級活動に参加することができます。同時に校長か

ら学校の教育方針について聞く場や、教育委員会から町の教育の特色を説明する機会も設け

ております。これにより、子供も保護者も本町の学校教育のよさを直接に知ることができま

す。 

  授業体験の後は、町営住宅や空き家バンク物件の見学、買物などの生活環境の案内、移住

に関する支援制度の説明を行います。 

  以上を通じて、子供の教育環境に焦点を当てた親子での移住を具体的に提案しております。 

  続いて、３の（１）から（５）までの町おこしプロジェクトの個々の質問に対し、私から

お答えさせていただきます。 

  2,400万円の売上計画、大井川鐵道との連携、候補先、プラネタリウム見学の受入れ、補

助金に関する御質問についてです。 

  山下議員から御質問のとおり、相手企業様からは構想を含めた提案を受けております。た

だし、最初の御提案をいただいてからまだ１か月しかたっておらず、その間に二度ほど面会

し、三ツ星天文台や町内の空き校舎は現場を案内したものの、詳細な話には至っておりませ

ん。 

  町長が先ほど答弁したとおり、町の財政状況は相手側へ明確に伝えております。その状況

下においても、本事業が成功すれば、町にとって大きなメリットがあると考えておりますの

で、今後も可能性がある限り、打合せを継続してまいります。 

  なお、予算に関わる事項になれば当然ながら議会の議決が必要ですので、進展があり次第、

その都度、御報告をいたします。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 再質問を許します。５番、山下真男君。 

○５番（山下真男君） ありがとうございます。 

  まず、道路の工事についてですけれども、これ建設課の山本課長からも、これまで補正予

算とかそれ以外の場面でデータを提示して説明をしていただいております。それで、これは

町民の皆様、住民の方への確認の意味も込めて質問をさせていただきました。町長で御回答

をいただきました。 
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  特に再質問はしませんが、国道362号線の復旧は今後２年ほどかかるということです。ま

た、本日、ほかの議員からも質問があると思いますけれども、林道平栗線も同じく地滑り等

があって、かなり時間がかかる工事になるようです。362号線については国にも要望してい

ただいておりますけれども、なるべく急いで工事をしていただくよう、関係各位にさらに働

きかけをしていただくとともに、生活に関わる道路である林道、町道については、行政にも

でき得る限り早い復旧をしていただくようお願いいたします。 

  メイン道路の復旧に時間がかかる以上、大切なのは迂回路の整備であります。迂回路は

362号線の二本松線、平栗線の迂回路、智者山線、坂京線の迂回路、高山線は私自身何度か

通ってみましたけれども、例えば二本松線は昼間通る分にはさほど問題はないと思いますけ

れども、夜間や大雨のときは、やはりすれ違いや道を譲るためにバックするときにかなり緊

張を強いられます。女性や高齢者は大変ではないかと思います。また、救急車や消防車など

の緊急車両の通行にも、すれ違い時に支障を来します。側溝に車輪を落としてしまった人も

何人かおり、グレーチングも入れにくいとも聞いておりますけれども、何か対策を考えてい

ただくと、地域の方は大変に助かるというふうに思います。 

  少し前に、さっき紹介がありました側溝の道路側に白線を引いていただきましたけれども、

地域の住民の方はかなり喜んでいると思います。 

  また、これも山本課長にはお伝えしましたけれども、原山の方から、林道家山線の整備に

ついてのお願いがありました。原山の方は町に行くのにこの道を利用して抜里、家山方面に

行くことが多いんですけれども、すりばち窪から原山までとがった岩のかけらがたくさん道

路に散らばっており、パンクするので、通れないというものでした。以前、私も時々この道

を通って原山のほうに行っていましたので、また私自身、この林道家山線でとがった石でパ

ンクしたこともあるので、よく分かるんですけれども、確かに岩のかけらが多い道路であり

ます。万一、二本松線が土砂の崩落等で通れなくなった場合、この林道を使う頻度も高くな

ると思います。先月、通ってみましたけれども、気をつけて運転すれば何とか通れないこと

はないというふうな状況です。 

  何でも行政にお願いするのではなく、この林道の整備は有志でやろうという話が出ており

ます。防災で言うところの自助、共助に当たるかと思います。 

  何せこの川根本町、面積の90％以上が山であり、土砂の崩落や倒木のリスクは常に抱えて

おります。いろんな工事をやっていただいており、大変だと思いますけれども、どうか迂回

路の整備についてはよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 質問も私になってちょうどそういったときも重なったのかもしれませ

ん。迂回路、全て私が測量で関わった場所ですので、ほとんど分かっているんですけれども、

当面のことですけれども、迂回路もやはり白線引いたり、狭い３級なりの道路です。１級、

２級、３級あるんですけれども、３級というのは一番お金のかからない道を造った。 
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  そういった道なんですけれども、そういった中で原山、久保尾もそうですけれども、家山

線があっていろんな迂回路があるわけですけれども、そういった迂回路があって当面はよか

ったということで、これからもそうした迂回路のほうは建設課によく言って、よくチェック

して、危機管理かもそうですけれども、いろんなことの中においといて、やはり町民の御要

望にもお応えしていかなきゃならんと思っていますし、今後もまだしばらく続きますけれど

も、何とかそうした整備のほうもしっかりやってまいりたいとこんなふうに思っていますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） 山下真男君。 

○５番（山下真男君） ありがとうございます。今まさに町長にその分を再度聞きたいという

ふうに思って、質問しようとしていたところでした。 

  ぜひ二本松線、また智者山線と坂京の高山線、本当に生活に係る道路でありますので、復

旧のほうをなるべく早くよろしくお願いしたいと思います。 

  さて、子育て教育の問題ですけれども、教育環境に関して教育長から回答をいただきまし

た。 

  シームレス共育の話がありました。当町の教育の特徴としてシームレス、継ぎ目のないと

いう意味ですけれども、再度、そのシームレス共育とはどういったものか、その効果はどう

か、また具体的な実例があったら教えていただけますか、お願いいたします。 

○議長（澤西省司君） 教育長、石原一則君。 

○教育長（石原一則君） ありがとうございます。 

  今から私は三つのシームレスを申し上げたいと思いますが、一つ目が幼稚園、高校、義務

教育、学校間のシームレスについてです。それは、まずは今年の３月に、義務教育学校の職

員、あと保育園、あとは川根高校の職員にも来ていただき、そして学校応援団の皆さんにも

来ていただきまして、幼児教育とは一体どういうものなんだろうということを学ぶ研修の場

を持ちました。それは保育園を卒業したら後は小学校、そしてその後は中学校とそれぞれの

過程の中で子供の成長というのは断片的になってしまう。それを高校までの教員が、幼児教

育から育ってきた子供は一体どういうふうにしてこれから18歳まで育てていくんだろうとい

うことを学ぶ場を持ちました。 

  二つ目ですが、義務教育学校の中です。１年生から９年生、それぞれの学年があるわけで

すが、この学年を超えた活動に今、挑戦をしております。つまり学年を取っ払って、例えば

１年生と９年生が学ぶとか４年生と７年生が学ぶ、そんなようなことを今、挑戦をしていま

す。 

  さらに、教育内容にもシームレス化に挑戦しています。教育内容は、例えば算数の割り算

という単元だったら、その割り算を先生が全部コントロールしているんですが、そこをシー

ムレスにして例えば学ぶ順番を子供に選ばせるとか、子供が主体的に発揮できるようなそう

いう内容のシームレス化も今、挑戦しております。それについては、令和９年度に全国に向
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けて研究発表会を義務教育学校、打ちたいと思っております。 

  あと最後、もう一つですが、私たちが本当最終的に目指すシームレスというのは、地域、

町のシームレスな教育です。それに目指してゼロ歳から18歳までの子供たちの成長をどう捉

えるかということを、地域みんなで考える場を今年の４月に研修会持ちました。その研修会

を通してシームレスな共育、みんなで共有ビジョンを持ったところです。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 山下真男君。 

○５番（山下真男君） ありがとうございます。 

  ぜひその共育、令和９年度ですか、発表するということですけれども、よろしくお願いし

たいと思います。 

  当町の子育て支援策について、健康福祉課の森下課長から御回答をいただきました。この

ことも町民の皆様に知っていただく確認の意味も込めて、質問をさせていただいております。 

  様々な施策を打っていただいておりますけれども、その施策がどれだけ有効に利用されて

いるか、またこれもある意味、幸福感につながると思いますけれども、保護者が気軽に気持

ちよく子育ての相談ができているかが大切だと思います。これは私の持論ですけれども、母

親が幸せでないと、子供もまた幸せではないと思うからです。 

  そこで質問ですけれども、子育てについて、先ほど紹介ありましたオンラインの医療の相

談窓口もあるようですけれども、相手の顔が見えて気軽に相談できる場とそのような機会が

具体的に当町にあるか、伺います。 

○議長（澤西省司君） 健康福祉課長、森下育昭君。 

○健康福祉課長（森下育昭君） それでは、質問にお答えをさせていただきます。 

  健康福祉課において、いろいろな事業を通して保健師や管理栄養士、保育士などが不安解

消のために顔の見える関係づくりに心がけ、町民誰もが安心して産み育てることができる環

境整備を図っているところでございます。具体的には、１歳６か月児、３歳児を対象とした

健康診査、２歳児、２歳６か月児を対象とした歯科健康診査等を行っており、その際に子供

たちの様子を確認をしながら保護者の皆さんと面談し、相談に応じております。 

  また、定例の乳幼児相談や発達に係るすくすく相談などを開催し、相談に応じているとこ

ろでございます。 

  そのほか日常の業務の中でも、保護者の皆さんからの相談については随時対応をしている

ところでございます。 

  町内には２か所ある子育て支援施設においては、毎月いろいろな事業を実施して親子で参

加していただいているとともに、「ひだまり・こもれびだより」を毎月発行をし、事業に参

加された保護者の皆さんにはその会場で、参加がなかった保護者の皆さんには御自宅を訪問

し、事業のお知らせをしながら子供たちの様子を伺い、保護者の皆さんからの相談に応じて

いるところでございます。 
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  以上です。 

○議長（澤西省司君） 山下真男君。 

○５番（山下真男君） ありがとうございます。 

  子育ては孤立しがちな面があると思います。相談できる人が一人いると、どれだけ心強い

か知れません。また、顔を合わせてママ友同士が情報交換できる場として、これ以前から要

望がありますけれども、御承知の方も多いと思います。公園が欲しいという要望も以前から

あります。これはアウトドア、インドアも含めて、そういった場も必要ではないかというふ

うに思います。 

  子供は未来の川根本町そのものであり、また現在住んでいる方も含めて定住を促すのは、

この子育て教育環境にあると思います。今まで以上に親子そろって気持ちよく子育て教育の

できる環境をつくっていただくよう、どうかよろしくお願いいたします。 

  さて、大きな３番目の質問の宇宙ビジネスプロジェクトの話ですけれども、坂下課長から

も御回答いただきました。 

  まだ提案の段階であり、確かに具体的な話はなかなかできにくいと思います。冒頭申し上

げたとおり、プラネタリウムを造り、リモートセンシングを行い、いずれ小型の人工衛星を

打ち上げるということですけれども、プラネタリウムは10ｍ四方で100人近くが入れるもの

ということで、プラネタリウム自体はイメージが湧くんですけれども、リモートセンシング、

また人工衛星についてはそれがどのようなものであるか、説明をいただけますでしょうか、

お願いいたします。 

○議長（澤西省司君） 経営戦略課長、坂下誠君。 

○経営戦略課長（坂下 誠君） リモートセンシングと人工衛星の打ち上げについて、提案と

いうことで、提案を受けているものをお答えさせていただきたいと思います。 

  リモートセンシングとはから入りますと、私も知らなかったんですけれども、調べたとこ

ろ、人工衛星や航空機を使って、対象物に直接触れずに離れた場所からその形や性質を測定、

観測する技術のことをリモートセンシングというようです。 

  提案を受けている内容なんですけれども、人工衛星で撮影する可視光線や赤外線の画像、

レーダーでの地上測量によるデータを解析することによって、使える情報を得ることができ

る。具体的に言いますと、この技術を応用して、農業分野におきましては、農作物の生育状

況や病害虫の様子などを判定することで、農家の見回り等の作業負担の軽減が期待できると

いうことです。また、防災分野におきましては、土砂崩れなどの被害状況のいち早い把握や、

災害危険地域の特定などを行うことができます。 

  提案によりますと、町内にデータ解析の拠点を設けて技術開発やサービス業務を行いつつ、

事業を担う人材育成を行います。事業サービスの対象ですけれども、これは町内に限らず、

衛星データの得られる場所なら日本全国を対象と考えているようです。 

  次に、人工衛星打ち上げについてです。 
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  人工衛星というと、先日もテレビでやりましたけれども、種子島での打ち上げみたいなす

ごいものを想像される方もいるかもしれませんけれども、手のひらに乗るサイズの超小型人

工衛星は、大学の研究室で学生が低コストで開発して運用している例もあるみたいです。 

  提案では、このような超小型人工衛星開発を通して技術取得と人材育成、宇宙に興味を持

つ人を呼び込んで参加者を集める、そして学生や町民を巻き込んで自分で衛星を作成、捜査

して画像の撮影を体験してもらう。そして、この川根本町を衛星を開発している町として知

名度を上げ、関係人口、交流人口を増やしていきたいという提案を受けております。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 山下真男君。 

○５番（山下真男君） ありがとうございます。 

  これは質問ではありませんけれども、宇宙ビジネスは高市政権で重要な国家戦略となって

おります。予算の拡充もしており、使える補助制度もかなりあるのではないかと思いますけ

れども、これは現在、提案者の企業が調べているところです。 

  その提案者の企業というのは、さっき町長から説明がありました。繰り返しになりますけ

れども、株式会社電翔といいまして、静岡市のソフトウェアの会社であります。業績もよく、

創業者が先ほど話がありました川根本町の出身ということもあって、当町に貢献したいとい

う気持ちを強く持っていらっしゃいます。これも話があったとおり、当町の社会福祉協議会

に車を２台寄附してくださっておりますけれども、そのことからもその貢献したいという気

持ちが本物であるということが分かります。 

  冒頭申し上げましたが、プラネタリウムを造り、リモートセンシングの業務を行い、人工

衛星を打ち上げるとのこと、この三つともコストの試算も電翔でしております。最近、人工

衛星を最初に打ち上げてはどうかという話も出ているようです。人工衛星は今説明があった

とおり、超小型で大きさは手のひらに乗るサイズというお話ですけれども、一般的には10㎝

掛ける10㎝掛ける30㎝とそんなふうな大きさになるようです。製造と打ち上げの費用として

1,000万から2,000万、打ち上げ成功の確率はＡＩによれば90％前後とのことで、かなり実現

の可能性のある提案であります。 

  この川根本町が関係して人工衛星を打ち上げたということになりますと、全国的にもかな

りなニュースになりますし、当町を全国にアピールし、人を呼び込む大きな材料になると思

われます。もとより慎重に考え、判断していかなくてはなりませんけれども、人工衛星の話

は仮に幾らか当町で負担したとしても、成功すればその費用対効果は相当なものがあると考

えます。 

  先ほどの質問のときに言いましたように、星空が全国で２番目にきれいで三ツ星天文台を

抱える環境、大井川鐵道の全線開通を見込んでの連携、廃校の利用、リモートセンシングの

農業、防災対策等々、この川根本町に非常にマッチしたプロジェクトであると思います。町

の活性化の投資として、慎重に判断しながら進めていただきたいと思いますので、どうぞよ
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ろしくお願いいたします。 

  以上をもちまして、私の質問は全部これで終わります。ありがとうございました。 

○議長（澤西省司君） これで山下真男君の一般質問を終わります。 

  ここでしばらく休憩いたします。再開は９時55分といたします。 

 

休憩 午前 ９時４０分 

 

再開 午前 ９時５５分 

 

○議長（澤西省司君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ４番、野崎郁徳君、発言を許します。野崎郁徳君。 

○４番（野崎郁徳君） それでは、議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一

般質問を行います。 

  この議場には、こちら側に８年間ほど座っておりましたが、この場に立つのは初めてであ

りますので、大変緊張はしております。よろしくお願いいたします。 

  今回は、町長がさきの選挙のときに掲げられました施策方針「ハードからハートへ」に関

する質問から、その施策実現に向けて関連する町財政運営に関する質問、今後の茶業振興及

び不登校対策事業に関する３点の質問をさせていただきます。いずれも、特に前半の二つに

つきましては昨日から先輩の議員の方々の御質問の中でも取り上げられており、町長にもい

ろいろ御答弁いただいております。一部重複する部分もあろうかと思いますが、御容赦願い

ます。よろしくお願いいたします。 

  まず、町長はさきの町長選に当たりまして、「ハードからハートへ」という施策方針を掲

げられまして見事当選され、本日に至っております。 

  現在、行政当局においては、来年度予算要求の資料作成の渦中であろうかというふうに認

識をしておりますが、町長は来年度予算編成に関しまして、職員に対してこの町長の施策方

針を予算においてどのように考慮し反映していくかというようなことを御指示されたか、お

伺いをいたします。 

  その中でまた、当初予算編成に関しまして、私が行政職員として予算編成の担当課長とし

て勤務させていただいた当時も、当町財政は厳しいものがございました。皆様御承知のとお

り、当初予算ベースでは歳入不足分を基金充当する等々の補いでやっと予算執行ができ、決

算時には結果的に繰越金の予算ベースよりの増加や予算執行時の歳出の見直し等により、結

果として基金の取崩しを行わない、また少額で済んだというような形の、言わば綱渡り的な

財政運営をしてきた経緯もございます。しかし、近年の歳入不足は、私が携わっていた当時

よりは一段とその厳しさが増加してきておるというふうに認識しております。職員の皆様は

大変御苦労されているのではないかと推察しております。 
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  この歳入不足の状況は、全国的にも財政的に豊かな県であると認識されておりました我が

静岡県においても、過日、知事が県財政状況は切迫したものがあり、財政危機宣言一歩手間

であるとまで発言をされ、県においては新聞報道にあるように、県財政立て直しに向けて歳

出削減に向けた努力を進めていくという旨の報道がされております。 

  そこで、当町においても、今後ますます深刻化する歳入不足を補うためにも、さらなる歳

出削減に努めていくことは必然的なことであると考えますが、今後どのような方策で対応さ

れていくか、そのお考えをお伺いいたします。 

  また、歳出削減を具体的にかつ効果的に進めていくためにも、より一層の行財政改革を改

めて推進していく必要があるのではないかと考えます。その点についてどのように捉え、対

応されていくか、考えを伺います。これは昨日、石山議員の質問でも御回答されておりまし

たが、もう一歩踏み込んだ形での方針、お考えがございましたら、お示し願えれば幸いでご

ざいます。 

  ２点目が茶業振興に関する御質問をさせていただきます。 

  これも昨日、野口議員も言われておりましたが、大変お茶を取り巻く環境は厳しいものが

ございますが、当町は改めてここで私が申し上げるまでもなく、銘茶川根茶の産地でござい

ます。しかしながら、今申し上げましたとおり、近年の茶業を取り巻く状況は大変厳しく、

長らく続いていた茶価低迷、生産者の高齢化・減少といった状況は厳しさを増していく一方

というふうに考えます。 

  そのような状況の中で一方では、高値が続く原料用碾茶栽培や今年の秋番茶の異常なまで

の高値といった状況もあり、当町を取り巻くだけではなく、日本の茶業全体の大きな岐路に

立っているというふうに感じております。 

  このような状況を踏まえまして、町は先人の努力によって長い間掲げてきております銘茶

川根茶については何であるか、どのように捉えているかということをお伺いします。 

  この質問は、昔、お前やっていたじゃないかという形でブーメランになって返ってくるこ

とは重々承知でありますが、今後の茶業振興の在り方、来年度予算編成に向けての具体的方

策を踏まえて、銘茶産地川根本町というところの方向性をどのように考えているかという点

についてお聞かせ願いたいと思います。 

  ３点目の質問でございます。 

  不登校・いじめ対策事業（フリースペース新設事業）に関する質問でございます。 

  議員の新規というか、新しく議員になった我々も含めての研修で、行政の方々から今年の

施策の説明等を聞かせていただく機会がございました。その際に、今年度の新規事業として、

今言った事業が計上されているという御説明を伺いました。 

  この事業に大変大きな期待を抱いていた方々も多数おられると思います。10月の説明時に

おいては、この事業はまだこれからだよといった説明もあったかというふうに記憶しており

ますが、スタートできたというような話も聞いておりますけれども、今の状況についてまた
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教えていただきたいと思います。 

  また、いろいろ期待していた方々、昔でいう中学３年生、今の９年生にとっては義務教育

最後の１年が、半年が過ぎてしまったというようなこともあって、年度当初からスタートで

きなかったのかなというところに対しての何か要因があったら、どこにあったのかというよ

うなことを御説明いただければと思っております。 

  多岐にわたる形の質問になって申し訳ございませんが、演台からは以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） ただいまの野崎郁徳君の質問に対し、町長の答弁を求めます。町長、

薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） それでは、野崎議員の質問にお答えさせていただきますが、やはり議

員こちら側に座っていた人ですので、財政のことは詳しいことは重々承知の中の質問だった

と思います。 

  それでは、１の（１）当初予算要求資料作成に当たり、職員への具体的な指示についてお

答えします。先日の答弁と重なるところもありますが、御容赦いただきたい。 

  「ハードからハートへ」という言葉には、この節目にまちづくりの進め方を変えようとい

う強い決意が込められています。これからのまちづくりは、行政が一方的に決めるのではな

く、町民の皆さんと一緒に考え、一緒に形にしていくことが大切だと私は思っております。

そのため、職員には単に業務をこなすことではなく、これは業務量、アウトプットのことで

すけれども、繰り返しますが、町民の話に耳を傾け、町民の声を予算や施策に的確に反映す

るアウトカム、成果、これが大事なんだと職員にはこれからは、そういった意味の中の指示

を出しております。 

  １の（２）の今後の財政運営についてお答えします。 

  当町は人口減少により、住民税や固定資産税などの自主財源を増やすことが難しく、国庫

支出金、地方交付税や県支出金といった依存財源に頼らざるを得ない、財政指数0.36ですの

で、今後もそれずっと続いていきます、そういった状況にあります。近年は、国の税収増加

に伴い地方交付税の追加交付がありましたが、将来的に地方交付税が減る可能性もございま

す。このような厳しい財政状況の中でも、必要な施策を確実に実行できるよう、歳出削減に

積極的に努めてまいります。 

  方策としては、予算編成方針に基づき各事業の目的と効果を厳しく検証し、歳出の徹底し

たスリム化を図ることとし、一般財源ベースでの削減目標を定めております。また、歳入の

確保に向け、昨日の質問でも申しましたが、副町長中心にふるさと納税の増収策やクラウド

ファンディングなど、新たな手法を積極的に取り入れていく方針でございます。 

  １の（３）行財政改革の具体的な方針、考え方についてお答えします。 

  今後の町の運営では、歳出削減と持続可能な行政サービス確保を両立させることを最優先

に、行財政改革を積極的に推進してまいります。 
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  事業の政策目的・効果の検証によるスリム化、デジタル・トランスフォーメーションなど

のインフラ整備に縛られない手法の導入などにより、行政全般にわたる改革を進めます。具

体的には、補助金や委託費の全面的な財産状況の把握、決算時の正確な利益の算出、棚卸し

と評価に基づく取捨選択、業務の統廃合とデジタル化による効率化、外部委託の適正化を実

施し、年度ごとに進捗を確認し、財政の健全化を図ってまいります。 

  次に、２の（１）と（２）です。 

  銘茶川根茶と茶産地としての方向性について関連がありますので、併せてお答えをさせて

いただきます。 

  銘茶川根茶は、町民が大切にしている伝統であり、まさに川根本町の顔であると考えてお

ります。 

  令和７年には荒茶価格が上昇しましたが、これまでの長期にわたる荒茶価格の低迷という

厳しい状況の中でも、全国茶品評会で産地賞や農林水産大臣賞などの上位入賞を継続してお

り、産地を挙げて銘茶川根茶の維持・発展に努めてきました。 

  また、近年、大規模な茶園基盤整備事業や荒茶加工機の大規模更新も実行され、同時に世

界的な抹茶需要の拡大と強いサプライチェーンを背景に碾茶工場や抹茶加工施設が整備され

たことで、当町の地域経済や地域社会の維持・発展を強く牽引する要因となっています。議

員がおっしゃったとおり、現在はまさに大きな転換期であると私自身も感じているところで

あります。 

  次に、茶産地としての方向性ですが、製茶機械長寿命化緊急対策事業を実施した背景には、

順調に拡大を続ける碾茶・抹茶の将来を見据えたときに、やはり高品質煎茶産地であること

が川根茶の基盤になると考え、煎茶の生産体制を維持していく必要があると考えました。抹

茶は加工用の原料となることが多く、国内外で生産が拡大すれば価格競争にさらされる可能

性があります。高品質煎茶産地であり続けることは、碾茶・抹茶の流通・販売にも大きく影

響するため、極めて重要です。 

  当町は、茶の栽培に適した風土と長年培われた生産技術・技能により、高品質煎茶産地と

しての揺るぎない優位性を有しております。この高品質煎茶を主軸とし、伝統ある煎茶と収

益性に優れた碾茶の生産を両輪として推進していくことが、銘茶川根茶の方向性だと考えま

す。 

  最後に、町の贈答用煎茶パッケージには、「みる芽伝統蒸し川根茶 深い、高みへ」と大

きく表記しており、これらにより町の伝統を広く発信しております。 

  次に、３の（１）不登校・いじめ対策事業における新任議員研修以降についてお答えしま

す。 

  多様な学び方の保障に向けた取組として、令和７年度からフリースペースＯＩＤＥ、不登

校等に対応する学びの居場所スペースを開始しました。本制度は子どもと保護者の希望に基

づいて実施する事業であり、現在は数名のお子さんが利用しています。 
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  詳細については、教育長からお答えします。 

  ３の（２）同事業の問題点をどのように捉え、改善実施していくかについてお答えします。 

  本事業は子供や保護者のニーズに応じて実施するものであり、ニーズが個々に異なるため

その対応が課題であると考えます。 

  改善の具体策については、教育長からお答えをさせていただきます。 

○議長（澤西省司君） 教育長、石原一則君。 

○教育長（石原一則君） それでは、詳細についてお答えさせていただきます。 

  まず最初に、ＯＩＤＥについて御説明させていただきます。 

  ＯＩＤＥの「Ｏ」はオープンという意味です。ＯＩＤＥの「Ｉ」はアイデア、それは一人

一人の思いを大切にするということです。ＯＩＤＥの「Ｄ」はデザイン、デザインというの

は自分が何をやりたいかということが優先されるということです。ＯＩＤＥの「Ｅ」はエブ

リワン、つまり誰でもそこには参加できるということになります。つまり申し上げたとおり、

それは個々のニーズ、子供が行きたいと思った時点で発生するもので、それまではなかなか

ニーズがなかったわけですが、夏休み明けにニーズが発生しました。そこで、生活改善セン

ターの一室を整備して、フリースペースＯＩＤＥを議員研修の後以降に開校させていただい

たわけです。 

  本町における不登校の多くのお子さんは、学校で学びたいというお子さんが非常に多い傾

向にあります。ですが、今回、ニーズとして、学校の外で学びたいというお子さんがいらっ

しゃったことによって、生活改善センターの１室を整備してフリースペースＯＩＤＥをいよ

いよ稼働させたという経緯になります。 

  続きまして、同事業の問題点をどのように捉え、改善実施していく考えかについてお答え

します。 

  先ほど町長から申し上げたとおり、本事業の問題点は、問題点というか一番大事なことは、

個々のニーズが違うということなんです。ですから、そのニーズに対応するためには、高い

専門性が必要ということです。ですから、会計年度任用職員で誰でもそこにやりたいという

意思を持った方を採用するというわけにはいかないんですが、ただ、そういう高い専門性を

持った方を必ずしも来ていただくことはできないので、そこで高い専門性を現在持っている

町内で働いていただいている相談員の方や、あとは特別支援の先生、それと学校にいる生徒

指導を担当する先生たち、そういう方たちと連携を密にしてチームで対応していきたいと考

えております。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 再質問を許します。４番、野崎郁徳君。 

○４番（野崎郁徳君） それでは、再質問をさせていただきます。 

  一番最初の町長の施策を受けての予算編成に関する中で、個々の事業等についてはほかの

議員もいろいろ質問されておるので、総論的な形で質問させていただきたいと思います。 
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  まず、１点目は道路整備に関することでございますけれども、町長の御答弁の中でも、う

ちの町は地形的、地理的に条件の厳しい町であり、なかなか継続的にハード事業を続けてい

くにも生活基盤の重要性も当然あると、先ほど町長がまちづくりの方向性をチェンジしてい

くんだという形もありましたけれども、それを受けて住民生活の中では、生活基盤整備とい

うのはやはり切っても切れないものがあろうというふうに考えております。 

  まず１点目の生活道路に関しましては、３年前の台風15号の災害のみならず、毎年、多か

れ少なかれの道路に対する被害、影響が発生しているというふうに認識をしております。な

かなか町も御努力されていると承知をしておりますけれども、住民目線から言うと、復旧が

ちょっと遅いんじゃないかと感じるところもあるというふうにも思っております。 

  そんな中でも住民の生活主要道路、道路区分の中では町道についてはなかなかままならな

いところもあろうかと思っております。まず、現在、不通であるとか、整備の関係で通行止

めとなっている町道の路線数が何路線あるか、お教えいただきたいと思います。 

○議長（澤西省司君） 建設課長、山本庸輔君。 

○建設課長（山本庸輔君） 現在、地域住民の主要生活道路としてなっている町道の不通、通

行止めとなっている町道は、町道下長尾－向井線、町道坂京線の２路線となっております。 

○議長（澤西省司君） 野崎郁徳君。 

○４番（野崎郁徳君） ありがとうございました。 

  不通、通行止めの路線の復旧に向けて、いろいろ御努力されているところは認識をしてお

りますけれども、事業に乗せる際の事業の採択基準であるとか、採択の順番を決する基準

等々があればぜひお教えいただきたいと思います。 

○議長（澤西省司君） 建設課長、山本庸輔君。 

○建設課長（山本庸輔君） お答えします。 

  事業を採択する上での明確な基準等は設けておりませんが、現場の状況、あと財源確保等

を総合的に判断し、予算計上をしております。 

  被災した路線に対する迂回路となり得る他の路線が、複数あるか否かという点も考慮に入

れております。また、周辺施設への影響なども総合的に考慮をしまして対応しております。 

○議長（澤西省司君） 野崎郁徳君。 

○４番（野崎郁徳君） あまりここを言うのもまた自分にも返ってくるので、苦しいところで

ありますけれども、いろんな形の中で事業が着手できていない路線等もあろうかと思います。

今２路線という御説明ございましたけれども、なるべく早く採択をしていただき着手してい

ただければありがたいわけでありますけれども、今後の展望も含めて様々な状況、理由等に

ついて、その路線の沿線の住民とか利用者に対して細かい丁寧な説明を行ってきているのか、

また今後説明の機会を設けていく考えはあるかどうかをお伺いします。 

○議長（澤西省司君） 建設課長、山本庸輔君。 

○建設課長（山本庸輔君） お答えいたします。 
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  現在、未着手となっている路線についても、常に現状は把握しております。今後、財政状

況を勘案しながら、事業展開できるように努めてまいります。 

  事業を遂行する上で一番大切な要素といたしまして、地元の方々の御理解、御協力が不可

欠であるというところに関しては認識しております。現在も、平栗区民に対する説明会等を

行っております。久保尾地区については、島田土木事務所による説明会も行われました。 

  坂京区や下長尾区に対する説明会も、現状の報告と今後の見通し等を含め、できるだけ早

急にお伝えできるよう調整してまいります。 

○議長（澤西省司君） 野崎郁徳君。 

○４番（野崎郁徳君） ありがとうございます。 

  もう一つ関連ですけれども、生活基盤整備といった形で一つ重要なものとして水道がござ

います。一例を挙げて申し上げますが、あくまでも一例でございますけれども、下長尾・下

泉簡水において、一昨年の台風15号により被害を受けた下泉簡水の水源の復旧については、

まだ未着手であるというふうに認識をしております。 

  今後の復旧に向けてのその考え方であるとか、地域住民への説明をしていく必要があろう

かというふうに考えておりますが、その点についていかが考えているか、お伺いします。 

○議長（澤西省司君） くらし環境課長、風間一章君。 

○くらし環境課長（風間一章君） それでは、お答えいたします。 

  下泉地区の簡易水道施設の復旧に対し、より有効な復旧方法がまだ確立していないことか

ら、復旧が着手できない状況でございます。現在、給水につきましては、下長尾地区配水池

からの給水で対応している状況でございます。 

  現在、安心・安全な給水体制を強化するため、配水管の補強等の計画を進めているところ

でございます。地域住民の皆様に対しての現状を含め状況を共有することは、必要だと認識

しております。この点につきましては、今後、説明する機会を設けたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 野崎郁徳君。 

○４番（野崎郁徳君） ありがとうございます。 

  簡水の完全復旧には多くの御努力、また予算、時間が要するというふうにも承知しており

ます。一例で申し上げました下長尾・下泉簡水も同様であるというふうに考えておりますけ

れども、今、課長の御答弁にありましたとおり、下長尾簡水と下泉簡水、一体化していると

いう形になっておりますが、そのこと自体は簡水の広域化等々の観点からも今後重要である

というふうには考えますけれども、御承知のとおり、元が違う基本構想でつくった水道です

ので、給水人口の低下等々により水の不足ということはなかなか起きにくいかもしれません

が、原水が沢の水であるということを踏まえると、今後、取水量が減るということになると

給水制限等々のことが起きかねるということは、可能性としては否定できないというふうに

思います。 
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  その点も含めて、万が一そういうことになったときの対応も含めて給水者に対しては事前

に対応等々説明を持っておく必要があろうかと思いますけれども、その点も含めて再度、御

答弁いただければと思います。 

○議長（澤西省司君） くらし環境課長、風間一章君。 

○くらし環境課長（風間一章君） 今、野崎議員がおっしゃいましたように、今現在、下泉地

区には下長尾地区の配水池から給水しておる状況でございます。 

  災害によりこういうことになっております。これをまた今後も今言われましたように、給

水人口が減ってくるというところも鑑みまして、また町の財政状況、また水道は企業会計で

ありまして、それこそ皆様の水道料金から成って、それで賄っている事業でございます。そ

の辺も考慮しつつ、また先ほども言いましたように下長尾の地区の皆さんも含めてこの状況

等も御説明しながら、この二つの拠点の給水区域等も含めまして考えていきたいと考えます。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 野崎郁徳君。 

○４番（野崎郁徳君） ありがとうございます。 

  ここで質問の方向を変えさせていただきまして、財政について御質問をさせていただきま

す。 

  今後予算執行上、基金、いわゆる町の貯金の取崩しをいかに抑えるかということも、一つ

の観点になろうかと思っております。この４年間の基金の推移、今後の見通しをどのように

捉えられているか、総論で結構です。お答えいただきたいと思います。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） それでは、お答えします。 

  基金の状況の推移ですけれども、財政調整基金、それからまちづくり基金等については、

歳入減や臨時的支出への対応により一度取崩しを行ってきた年度もありましたけれども、過

去４年間におきましては、地方創生臨時交付金等による財政措置等があったところです。ま

た、国の税収増加による普通交付税の再算定により交付額が増加したことなど、主な基金の

取崩しは皆減されている状況です。 

  今後は、事業目的に応じて基金を有効に活用していく予定でございます。歳出の際には精

査を行い、引き続き残高の確保に努めてまいります。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 野崎郁徳君。 

○４番（野崎郁徳君） 基金の中で、これは以前、今は澤口総務課長の場所で自分が答弁した

記憶があります。亡くなられた山本信之議員の御質問の中で、財調の適正規模は幾らと考え

るかというような御質問を受けた記憶がございます。基準財政需要額の20％程度と答えた記

憶がありますけれども、その考えについて、今どのようにお考えになっているか、お伺いし

たいと思います。 
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  財調については、口の悪い方から言わせますと、その原資は地方交付税だと、地方交付税

の使わなかった分をためているんだとそういう考えもあるので、ため過ぎはよくないよとい

うような御意見もあるというふうにも認識をしておりますが、今、どのような認識でおられ

るか、お聞かせ願います。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） お答えさせていただきます。 

  近年は、災害復旧や新庁建設計画に定めたハード事業の実施により、当初予算ベースで60

億円台の当町にとっては大きな予算規模で推移してきたと考えております。 

  御質問のあった適正な予算規模につきましては、当町の標準財政規模が約40億となってお

りますので、それに特定財源を含めて…… 

（「財政調整基金の規模」の声あり） 

○総務課長（澤口誠一郎君） すみません、訂正させてもらいます。 

  本町ですけれども、財政の安定性を高めるために、災害などの突発的な事情にも対応でき

るよう、多くの自治体と同様に標準財政規模の20％を財政調整基金の目安としております。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 野崎郁徳君。 

○４番（野崎郁徳君） 総務課長がこちらの思いを酌んでくれて、先に御答弁いただきました

が、うちの町の適正な予算規模をどのように捉えているかという点について御質問したいと

思います。 

  町長、いろいろ御努力されて、この４年間も合併特例債というやらなければいけない、期

限が決まっていてやること、また国からのいろんな表現悪いですけれども、降ってきたお金

の消化というようなこともあって、予算規模としては、自分としてはちょっと大きいかなと

いう状況が続いているというふうに思います。 

  今後のうちの町のいわゆる身の丈に合った予算状況や、歳入状況に合った予算規模という

ものはどの程度に捉えられているか、お聞かせください。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） お答えさせていただきます。 

  御質問のあった適正な予算規模につきましては、当町の標準財政規模が約40億となってお

ります。それに特定財源を含めておおむね50億から55億が身の丈に合った予算規模と考えて

おります。 

  今後、大井川鐵道全線復旧に向けた支援や高度情報基盤整備の民間移行など、大きな事業

に対応していかなきゃならないと考えております。財源を確保し、財政負担を極力抑えなが

ら対応していくとともに、将来的には適正な予算規模になるよう財政運営に努めてまいりま

す。 

  以上です。 
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（「議長、ちょっといい」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 議員こちら側にいた人だから、いろんな財政規模、標財が20％という

のが財調、これはもとより言われていることで、そういった中においといて、財調頼りとか

基金頼りとかそういった予算設計していただきたくはないところなんですけれども、いずれ

にしても令和８年から元利償還が始まってくる。山田議員も野崎議員もよく御存じだと思う

んですけれども、そういった意味の中においといて、そういったことも含めて予算規模の編

成していかなきゃいけない。 

  よく似たような町、松崎町、人口も似ていて、一般会計どのぐらいだ、大体35億から40億。

うちの町は先ほど野崎議員言ったように合併特例債、期限があったから、やはりどうしても

有利な起債７割使わせてもらって３割を返さなきゃ、それが償還なんですけれども、そうい

ったこともありますので、どういった規模感覚というか、それが今、総務課長がお話しした

んですけれども、私の感覚としても、さらに絞り込みたいところは絞り込みたい、さりとて

昨日言ったように、投資するところはしなきゃいけないところもありますので。 

  それから、やはり昨日の石山議員の質問もありましたけれども、公共施設、これも一つ一

つ解消していかなきゃならないところもありますので、そういった財政規模も考えながら依

存の町ですので、そうしたことの中で自主財源もそう入らない、それは分かり切ったことで

すので、大体ここは年金のほうが多いんだから、うちの町は自主財源より。そういったこの

中においといて、どうあるべきかという姿をやはり財政の中で私自身もこれから先、ヒアリ

ングが始まりますけれども、予算の中で言っていかなきゃいけないかなとそんな強い思いは

ありながら、やらなきゃならないことはまだ幾つもあるということを中においといてどう財

政区分をやっていくか、これから私の手腕の見せどころもあると思いますが、また議員の皆

さんには御協力いただきながらお願いしたいとこんなふうに思っています。 

○議長（澤西省司君） 野崎郁徳君。 

○４番（野崎郁徳君） ありがとうございました。 

  町長言っていただいたことも踏まえて、今後の在り方の中で、やはり行財政改革を今以上

に進んでいくという必要があろうかと思います。 

  以前、公の施設の在り方に注視して行革を進めてまいりました。その以降も補助制度、事

業執行等の確認、改革は進めてきておりますが、なかなか言いにくいところでもありますけ

れども、今後、役場組織の在り方についても組織改革を含めた行財政改革に取り組む必要が

あるのではないかというふうにも考えております。その点についてどのようにお考えか、お

聞かせください。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） それでは、お答えさせていただきます。 

  役場の組織の在り方についての組織改革を含めました行財政改革につきましては、今後も
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引き続き適正化に取り組んでまいります。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 野崎郁徳君。 

○４番（野崎郁徳君） うちの町の全職員数に占める管理職の割合と県内の他市町の状況、総

務省の全国市町村の分類上の考え方で結構ですけれども、それらと比較して当町の職員数は

どうかということをお聞かせいただきたいと思います。 

  令和５年度の決算値では、職員ばかりじゃないですけれども、人件費も含めた形での金額

は普通建設事業費を上回る12億円となっております。職員の必要数、状況等については、町

長言われるように、そちら側にいたときは必要だという形の答弁をしてまいりました。必要

であろうと思っています。ただ、その必要数が現状等々を見て、これからのうちの町を維持

していく中でどこまでが適切かという形で、住民の御理解をいただけるかというところにつ

いては若干改革が必要かなというふうにも思いますので、御答弁をお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） お答えをさせていただきます。 

  現状では、職員は、類似団体と比べて管理職が多いと認識しております。その要因としま

して、合併に伴う組織編制の経緯が考えられます。 

  今後は、県内の他町と比較しまして、業務量や兼務状況を総合的に分析した上で組織の見

直し、兼務の促進などを段階的に進めてまいります。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 野崎郁徳君。 

○４番（野崎郁徳君） それらも含めまして、県下でも経常収支比率は前から高い町です。い

ろんな形で、何もしなくてもかかる経費は高い町。県からも、自分のときも指摘を受けてお

ります。そのような状況もありますので、いろんな形で御検討をいただければと思います。 

  今後のさらなる行財政改革の推進と町民が実感できる取組、また成果について期待をさせ

ていただいて、２点目の茶業振興の質問に移らせていただきます。 

  先ほど町長が銘茶川根茶は町の顔であるというふうにお答えいただきました。大変ありが

たいと思っております。 

  しかし、転換期であるということを踏まえて、近年、町の茶業生産の状況は、機器材を担

ってきた共同製茶組合が解散またはその管理権、経営権の委譲等により、当時の役割を終了

してきております。産地としての畑、生産量を維持していく中で、共同工場がいわゆる生葉

買いをして生産をしていた部分がほぼほぼなくなってきております。結果的に、普通煎茶の

生産量は減少してきているというふうに認識しております。 

  一方、個人工場も、高齢化等による離農等により廃業している方もたくさんおられます。

20年、もうちょっと前かもしれませんけれども、産業振興、自分が担当している頃は、以前

の旧の中川根町だけでも共同、個人合わせてたしか200を超える製茶工場があったと記憶し
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ております。 

  現在の普通煎茶を製造する製茶工場、製茶組合の数が幾つほどあるか、お聞かせください。 

○議長（澤西省司君） 産業振興課長、鈴木浩之君。 

○産業振興課長（鈴木浩之君） 当課では58工場と認識しております。 

○議長（澤西省司君） 野崎郁徳君。 

○４番（野崎郁徳君） ありがとうございます。 

  町長、先ほどの御答弁の中で、茶産地川根本町の在り方として、いわゆる碾茶、有機茶、

それと併せて普通煎茶という形の構造、それは全然構わないし、そうであろうと思っており

ます。しかし、その中でもいわゆる普通煎茶の在り方というものが、うちの町は基盤になっ

ているのではないかというふうに思います。 

  今、申し上げましたように、普通煎茶の生産状況は大変厳しくなってきております。野口

議員の御質問にもありましたが、14日の静岡新聞の１面に、輸出茶が１万ｔを超えたと、そ

の中でさすが静岡新聞だなと思ったのは、碾茶の表現が粉末状緑茶という表現をされており

ました。いわゆる碾茶と称しているものは、今の現状の碾茶は加工用の原料の碾茶であって、

形態としては粉末状緑茶であると。粉末状緑茶については、町長の御答弁にありました、い

わゆる産地間競争の中で産地の優位性がなかなか見いだせない。生産コストであるとか、価

格面での優位性は見いだせますが、普通煎茶のように高品質というところについては、なか

なか碾茶の中では表現、差がつきにくいというふうに認識をしております。 

  今後も含めて、当町は銘茶川根茶の産地でありますので、そこも含めての支援体制、今後

も銘茶川根茶が10年、15年、20年続けていくために、町が重要と考える点はどのような点と

捉えておられるでしょうか。このままで行くと、銘茶川根茶は銘茶川根茶の前に「幻の」と

ついてしまう状況にあるのではないかというふうにも思います。御答弁をお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 私が来た頃は200工場あったのが58、これはすごい数字でして、やは

り後継者がなかなか育たなかった。後継者はお父さん、お母さん。大学行って、よその会社

という、一般的なこと全てそうなんですけれども、私が26ぐらいに戻ってきたんです、ここ

へ。あの頃はまだよかったですよね。 

  私も技術もないから平を打ったようになっちゃって、皆さん、分かりますか。分からない

人は分からないよね。要はあの頃は、お茶を刈るとき、このぐらいのお茶刈っていたんだ、

10㎝ぐらいある。今これが半分になってみる芽摘みになったから、余計に皆さん技術が向上

して丸くもめるようになった、お茶を。だから、今、技術というのはこの町というのは日本

一ですよ。どこにも負けない。 

  その中においといてやはり後継者がいないから、そこは農業経営者のやっぱり手法に関わ

ってくると思います。ここの部分大事にして、それは個人の問題。 

  それと、もう一つは家族経営だから、こうした更新施設造るところは。そうなってくると、
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やはり後継者がいないと次へつながらないし、皆さんのお宅の中で何人後継者いますか、お

茶やっている人で。それがなかなか少なくなっちゃった。当然、工場は減ってくる。 

  大事なことというのは、課題は何かということにつながりますけれども、やはりそれは手

腕、その人の経営感覚だと思っています。この前も議長も一緒に行ったんだけれども、奈良

の品評会に行ったときにはやはり呈茶して、いいホテル行っていろんな、あとまた話をする

と思うけれども、産業振興課長が。やはり手腕、手法、これがないと続かないと思う。幻に

なっちゃうかもしれませんが、今、本当に相藤のお二方のおうちもそうですけれども、我々、

先輩が私は茶業科出ているんですけれども、あなたもそうだけれども、そういったことの中

においといて、つなげなきゃいけないことは今いろんな呈茶、昨日もお話ししましたけれど

も、お客様と話をしたり、そういった話し方もうまくなったというそういうこともあって、

まだまだやはりうちの町はそうした人たちが残ってくれているから、本当は私自身も、私の

後輩、結構いるんですけれども、先輩も茶業科にはいるんですけれども、そういう人たちが

本当に今、一生懸命やってくれている。実際に皆さんが見に行っていただければいいけれど

も、やっとそういった状況の中で彼らがいろいろ始めていただいているということの中にお

いといて、やはり取引先との接点とか顧客、こういったところをやはり大事にしていかない

と、そこがやはり課題になるんじゃないか。 

  まとめると、やはり後継者不足があったり、そこの中においといたらどうしたらいいかと

いえば、やはり農業組織をもう一回つくり直すことだ。そうやって川根茶をずっと継続する

ということが大事なことなものですから、とにかく手法と手腕、これはやはり今、残ってい

る生産家の皆さんには強く言っていくし、私自身ももうお茶辞めちゃった一人ですので、こ

ういう仕事をやっていると、もっともっと一生懸命やればよかったなといろんな思いもあり

ますけれども、そういったことをお伝えしながらこれからも農業行政、しっかりとお伝えし

ていきたいと思っています。 

○議長（澤西省司君） 野崎郁徳君。 

○４番（野崎郁徳君） ありがとうございました。 

  町長と思いは通じる部分もたくさんあろうかなと思いますし、町長の言葉にありましたよ

うに自分も当時全国の唯一の茶業科の卒業生でもありますから、いろいろ思うところもござ

います。 

  ちょっと全品の話だけ触れさせていただきますが、今年も農林水産大臣賞の受賞、産地賞

という形の栄えある成果が上げられていると思います。数十年前、全品なかった頃、全品に

出しましょうかといって、当時の農協の指導員と亡くなられた髙田惠夫さんの畑を無理やり

借りて全品出した覚えもありますけれども、うちの町でも、町長と副町長行かれた全国茶ま

つりを開催したこともございます。その当時は、普通煎茶とハサミの煎茶にそれぞれ10点を

超える出品を町内で御協力いただいて出した記憶もあります。 

  いろんな形で取り組んでまいりました全品ですけれども、あくまでも全品は一つの手段、
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手法であるというふうに私は思っています。それを受けて、その結果等々をどう成果として

つなげていけるかということが重要でありますし、その生産技術等々を今後つないでいくと

いうことがあって初めて、高級煎茶川根茶というものが今後もつながっていくというふうに

考えます。 

  基本的なところでありますけれども、普通煎茶を栽培できる基盤、町長の今言われました

ようにその部分の形のところをいかに強化していくか、維持していくかというところが重要

であろうかというふうに考えておりますので、ぜひとも御努力等々よろしくお願いいたしま

す。 

  いろんな支援策については、野口議員の御質問等々にもお答えいただいていますので、具

体的なものについては結構です。ありがとうございます。 

  時間も大分来ましたけれども、三つ目の不登校・いじめ対策についての対応について御質

問させていただきます。 

  教育長から先ほどの御答弁の中で、１名のニーズがあったから対応できたということをお

聞きしました。フリースペースに自ら避難しようというような形、避難という表現がどうか

とは思いますけれども、思われるお子さん、保護者の方、なかなかそこまでの過程は難しい

ものがあろうかと思います。 

  残念ながら、そこまでも行けなくて、学校に行きにくい、行けない子等々がうちの町には

何人ぐらいいるのかなと。その数というのは、うちぐらいの人口規模の町と比較してどうだ

ろうと。人口当たりの数として、そういうデータがあれば、お教えいただきたいと思います。 

○議長（澤西省司君） 教育長、石原一則君。 

○教育長（石原一則君） 今、議員がおっしゃったとおり、やはり私たちが求めるのは子供た

ちの安全基地だと思うんです。その安全基地が子供たちにあれば、例えば今、現象的にはク

ラスには行けていない子も、安全基地さえあれば、それはそれでいいと思っています。です

から、その安全基地がないお子さんは、今、川根本町にはおりません。ですから、教室には

行けていないけれども、全ての子たちに安全基地が今あります。 

  教室に行けていない子を不登校というふうに言うのであれば、うちの町はそれも変わりま

すが、今８人程度いらっしゃるのかな。その全てに安全基地がありますが、ただ、それが他

の市町と比べるとこれは圧倒的に少ないです。現象的にはこんな小っちゃな町で10人ぐらい

いるのというふうに思われるかもしれませんが、これは全国的な傾向からしてもあることで、

数的には少ないというふうに認識しております。 

○議長（澤西省司君） 野崎郁徳君。 

○４番（野崎郁徳君） ありがとうございます。 

  数的なものについては致し方ないのかなと思うところもありますし、安心した部分もござ

います。ケース・バイ・ケースというお話もありましたとおり、まさしくそのとおりだと思

いますので、そういう子たちの寄り添いができるような形が必要かなというふうに思います。 
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  11月に教育長のシームレスな共育のチラシを拝見しました。その中で一人一人は皆、違う

と、子供たちの成長のために何ができるか、一人一人寄り添いながらというお考えを書かれ

ていましたので、まさしくその実践、実現をお願いしたいなと思っております。 

  なかなか避難所的なところが都市部等々に行くと民間さんがやっていたり、お金かかるけ

れども、塾があったり、ちょっと大規模になるとフリースクールがあったりといろんな形の

選択肢が種々あろうかと思いますが、当町はなかなかその辺がないと。ないから、しようが

ないから本人も困り、親も困りという形、家庭に籠もってしまうという子たちになってしま

うのかなというふうにも思っております。 

  また、そうなっていくのはいろいろ原因があろうかと思いますが、これもうちの町だけで

はなく、全国的に今、集団の中でいじめという言葉は好きじゃないですけれども、いじめと

いうものも多かれ少なかれどこでもあることと思っています。 

  うちの町は小っちゃな町であるので、義務教育９年制になったこともあって１年生から９

年生までずっと一緒にいると。入れ替わりもないし、新たな雰囲気もないという中で、あの

子は駆けっこが早いからあの子には勝てないという意識の中で、ずっと子供の中に思いがあ

って、そこをなかなか乗り越えられない子もいるようなことも聞いております。 

  いろんな形の中で子供が避難できて、その中からまた立ち上がっていけるような環境のサ

ポートをぜひともお願いをしたいと思います。この事業の今後のより一層の、あまり盛んに

なっちゃ困るんですけれども、有効かつ子供たちにとって有益なものになるよう期待を申し

上げます。 

  以上で私の一般質問は終了いたします。 

○議長（澤西省司君） これで野崎郁徳君の一般質問を終わります。 

  ここでしばらく休憩したいと思います。再開は11時５分といたします。 

 

休憩 午前１０時５０分 

 

再開 午前１１時０５分 

 

○議長（澤西省司君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  １番、石関華君、発言を許します。１番、石関華君。 

○１番（石関 華君） それでは、一般質問２日目、３番手を務めさせていただきます石関華

です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  川根本町議員としての生活が始まり、この12月半ばで２か月が経過いたしました。議員研

修として、当町で建設中の公共施設を視察させていただいたほか、町内の産業文化祭、大井

川鐵道復旧支援イベント、小・中学生の学習発表会などにも参加、見学をさせていただきま

した。 
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  それらを通じて、川根本町がこれまで大切に積み重ねてきたもの、現在取り組んでいる課

題、そして、町民の皆様の暮らしについて、一議員として、また一町民として、改めて深く

考える機会をいただいております。 

  そのような中で、議員生活最初の一般質問として取り上げさせていただくのは、１つ目に

義務教育の現場で教材として使用されている電子端末、ｉＰａｄの利用に係る保険料につい

て。 

  ２つ目に、現在復旧工事が進められている林道平栗線についてです。 

  まずは、教材として使われているｉＰａｄについてですが、川根本町では１人１台端末の

利活用に係る計画により、平成29年度からＩＣＴ教育の推進により、Ｍａｃ製品のタブレッ

ト端末ｉＰａｄを授業や家庭学習に取り入れられてきました。これは、静岡県内においても、

初の学校情報化先進地域として、表彰されているほど時代を先取る取組であり、学校の先生

方をはじめとし、保護者の方や行政職員皆さんの御協力、そして、何よりも子供たちの学ぶ

姿勢によって、このすばらしい教育現場がつくり上げられていることと思います。 

  ただ、教育現場でのｉＰａｄの使用は、必ずしも椅子に座り、机に向かって行うものとは

限りません。ときには校外学習に出向き、野外で使用することもあれば、児童同士が共有し

て、先日の学習発表会のように扱う場面も出てきます。また、重さを伴う電子機器を低学年

の児童も扱うということで、使用する上で故障を完璧に防いでいくことは難しい状況であり

ます。 

  テーマは変わりまして、２つ目の質問内容として、現在復旧工事中の林道平栗線について

です。 

  小長井地区から平栗地区に向かう林道平栗線が土砂災害に遭ってから、今月で１年半が経

過しました。現在平栗地区の住民の皆さんは、迂回路の林道智者山線を通過して生活されて

いる状況です。 

  ここで通告に従い質問をさせていただきます。 

  現在、川根本町の義務教育現場で使用されているｉＰａｄにつきましては、保護者が年間

3,000円の保険に任意で加入する仕組みとなっております。義務教育の現場において、全て

の児童・生徒が共通の教材としてｉＰａｄを使用する学習体制を町の方針として採用してい

る以上、全ての子供が等しく学ぶ権利を保証されるべきであると考えます。 

  質問主旨（１）保険に任意で加入しなかった家庭において、ｉＰａｄが破損した際に修理

費を自己負担した事例があると伺っております。また、兄弟姉妹が２人、３人といる家庭で

は、年間の保険料が家庭の負担となることも考えられます。年間3,000円の保険料であって

も加入を悩まれる家庭がある現状を踏まえ、子育て世代を支援する観点から保険料を全額ま

たは一部町が負担することについて、町長のお考えをお伺いいたします。 

  質問主旨（２）今期のｉＰａｄの契約は令和９年度で終了予定であり、次回の契約更新時

には、保険制度についても見直しを検討する機会になると、担当課長より伺っております。
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現在、第２次川根本町ＩＣＴ教育推進事業は残り１年の期間がございますが、川根本町で学

ぶ子供たちに、より平等な教育環境を整えるとともに、保護者が安心して子育てができる町

を実現するために、契約更新を待たず、早期にｉＰａｄの保険料を町の財源で負担する方針

を御検討いただけないか、町長の御意見をお伺いいたします。 

  続いて、質問事項２を申し上げます。 

  林道平栗線の復旧工事について。 

  令和６年に発生した土砂災害により、現在通行止めとなっている林道平栗線の復旧工事に

おいて、今年度進行した箇所、また来年度計画されている工事内容につきましてお伺いいた

します。 

  昨日、また本日の一般質問でも、何度も町の財政が深刻な状況であることや、ハード事業

への取組を御説明いただいている状況ではありますが、改めて私からも、このような形で質

問させていただきたいと思います。御回答よろしくお願いいたします。 

  演台からの質問は以上となります。 

○議長（澤西省司君） ただいまの石関華君の質問に対し、町長の答弁を求めます。 

  町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） それでは、石関議員の質問にお答えをさせていただきます。 

  まず、１つ目の１と２です。義務教育において使用しているⅰＰａｄの保険についてお答

えします。 

  現在、児童・生徒が使用する学習用端末のⅰＰａｄは、令和４年度２学期から配備したも

ので、当時、児童・生徒用、教員用及び予備機として合計350台を整備し、ＩＣＴを活用し

た快適な教育環境の整備を図っております。 

  保険等の詳細については、担当課長、町長からと言いましたけれども、詳しいことは担当

課長よりお答えをさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

  ２つ目の１番目です。林道平栗線の復旧工事についてお答えします。 

  本当に平栗区民の皆さんには御迷惑をおかけしている、長い工事になると思いますが、私

も後援会活動のときには、いろんなこと説明させていただきましたので。 

  当路線は、昨年８月以降、数回にわたりのり面の崩壊と応急復旧を繰り返してきましたが、

本年６月の度重なる崩壊を受けて、安全確保のため全面通行止めとしています。現在、志太

榛原農林事務所が上部のり面の不安定な土砂を撤去し、のり面を保護する治山工事を行って

おります。 

  今後は、令和９年１月までにのり面工事を完了し、その後、智者の丘公園管理道の復旧を

経て、林道平栗線の災害復旧工事に着手する予定です。令和９年12月末の全面通行止め解除

を目標に工事を進めております。 

  また、一昨日、12月17日夜、議員も来ていただいたとのことですが、平栗区の多目的集会

所において、地区の住民の皆様を対象に、現時点での工事の進捗、今後の工程と完了見込み、
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住民の皆様への支援策についてお伝えし、御意見や御要望を伺いました。 

  今後も住民の皆様への丁寧な情報提供と、工事の安全かつ円滑な実施に努めてまいります。 

○議長（澤西省司君） 教育総務課長、柴亨君。 

○教育総務課長（柴  亨君） 順にお答えします。 

  これまで、児童・生徒には学校生活での学習用端末の扱い方を教員が丁寧に指導してきま

した。保護者には、入学説明会やＰＴＡ総会などで、学習端末の利用目的や学校・家庭での

注意点を説明しています。その際、端末を破損した場合の修理代負担についてもお伝えし、

静岡県ＰＴＡ連絡協議会の「こども総合補償制度」への加入案内も行っております。 

  この補償制度への加入は任意で、加入を強制するものではありません。補償の内容は、端

末の破損による修理代の補償に加え、学校活動中や通学中の事故による怪我や病気に対する

入通院費用なども含まれており、学校生活全般での万が一の補償として、加入を推奨してい

るものであります。 

  町では、端末に不具合が生じた場合に、学習に支障が出ないよう、予備端末の貸与などの

対応を行っています。また、これまでの破損状況を踏まえて、全端末に画面保護フィルムを

貼る対策も実施しています。 

  今後も、学校備品の正しい使い方の指導や教育をさらに充実させ、児童・生徒のＩＣＴ教

育環境の改善に努めてまいります。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 再質問を許します。１番、石関華君。 

○１番（石関 華君） 皆様御回答いただき、ありがとうございます。 

  まずはⅰＰａｄの保険料のことにつきましてですが、今、教育総務課長からも御説明いた

だいたように、現在町から進めている保険の内容から見ていきますと、なかなか単に財源を

確保するということだけが課題ではないと私も感じております。さらに、仮にタブレット単

体への保険だったとしましても、全国的に自治体負担している例は、今現在ほぼ確認できな

い状況であります。 

  ここで再質問になりますが、契約更新の際の話をさせていただきましたが、このとき、１

年後に控えます第３次川根本町ＩＣＴ教育推進事業に向けて、機種の選定方法はどのように

行われる予定でしょうか。お考えをお聞かせください。 

○議長（澤西省司君） 教育総務課長、柴亨君。 

○教育総務課長（柴  亨君） 質問にお答えします。 

  次期機種選定につきましては、現在候補となる機種を、教員や児童・生徒が実際に使用し

たり、機能の説明を受けたりする機会を設けております。その中で、保護者も含め機種選定

の経過等をお伝えしながら、第一に児童・生徒の学習に一番効果的な機種を慎重に選定して

いきたいと考えております。 

  以上です。 
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○議長（澤西省司君） 石関華君。 

○１番（石関 華君） ありがとうございます。 

  実際に本物に触れながら選択しているということは、とても重要な取組だと思います。児

童目線でも、大きさや重さ、耐久性や、性能を実際に確認していくという児童からの目線、

また多くの生徒に使用上の指導をされ、授業で扱っていく先生の目線でも、今一度使い心地

の面から見直していく必要があると思います。 

  ここからは、私の考えを述べさせていただきますので、御答弁は結構でございますが、先

ほど町長がおっしゃられたように、当町の教育現場で使われているⅰＰａｄは予備機を含め

350台です。保険料を１台当たり3,000円だとして、単純に計算すると、全体数に係る保険料

は約105万円となります。仮に、もしもこの金額、もしくはその一部、もしくは破損時の自

己負担分の一部だけでも当町負担で確保できたとしたら、それが町外の子育て世代の方へ大

きなＰＲになり、一層川根本町への移住者を増やしていける要素となるのではないでしょう

か。 

  ⅰＰａｄも、鉛筆やコンパスのように同じ教材であるという御意見も一方でございますが、

やはり故障時に数万円の修理代がかかるこの道具は、別物と考えてもいいと私は感じており

ます。これは児童数が少ない当町だからこそ、視野に入れ検討できる内容の一つではないか

と私も感じております。 

  今期から私たち議員もⅰＰａｄが支給され、日々活用させていただいておりますが、この

すばらしい道具を、生徒・児童が故障することを恐れて、使用時に委縮してしまうことがな

いように、そして、電子端末だからこそ学びを自由に広げられるという長所を、これからも

当町の教育現場で生かしていただきたいです。 

  ぜひ我が町川根本町は、学校情報化先進地域として、前例の少ない取組にも前向きに、ま

ずは少しでも視野に入れていただくところから、１年後に控えます第３次川根本町ＩＣＴ教

育推進事業を見据えて、さらなる御尽力をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

  続きまして、このまま質問事項２の林道平栗線の復旧工事の話に移りたいと思います。 

  再質問いたします。 

  令和９年１月まで、県の工事が計画されていると御説明がありましたが、当町としまして

は、令和８年度はどのように御対応をお考えでしょうか、よろしくお願いします。 

○議長（澤西省司君） 建設課長、山下庸輔君。 

○建設課長（山本庸輔君） 現在県の試算工事として実施している治山工事でありますが、そ

の工法的なもの、あと工程的な関係で、治山工事の期間中において、町の工事を着手するこ

とはできません。ですが、その間迂回路である林道平栗線、林道智者山線の道路整備、あと

安全確保のための施設設置等を可能な限り改善を図ってまいりたいと思っております。地区

住民の要望も踏まえて対応していきたいと思っております。 
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  以上です。 

○議長（澤西省司君） 石関華君。 

○１番（石関 華君） 御回答ありがとうございます。 

  私も、一昨日の夜に、平栗地区集会所で行われた行政職員による住民説明会に、今回特別

に御許可をいただき、中原議員と傍聴させていただきました。住民の皆さんからは、切実な

一日も早い道路の復旧を要望される意見とともに、現段階では、迂回路の充実化を進めるこ

とを要望されておりました。その思いを職員の皆様も全力で受け止め、現状を少しでも良く

できるよう、御意見を聞いておられました。引き続き御対応いただけますよう、心からお願

い申し上げます。 

  そして、最後の再質問となりますが、平栗地区の住民の皆様へ、当町より復旧工事に関す

る説明会が以前から何度か開催されていることは承知しております。こうした取組に加え、

説明会で使用されている資料をはじめ、工事の計画内容や進捗状況、既に完了した事項につ

きまして、今後町のホームページや広報紙などを通じて、町民全体に向けて定期的に御報告

いただきましたら大変ありがたいですが、いかがでしょうか。 

  また、これは天候によって現場の状況が変化する可能性もございますが、その開示してい

ただいた情報を、平栗地区で暮らす住民の皆さん以外の方も必要とされるかと思います。例

えば平栗地区のさらに奥に位置する智者山神社の祭事に係わっている小長井地区の町民の方

や、お茶時には平栗地区の方へ製茶を依頼したい町民の方、また、智者の丘公園を利用した

い子育て世代の町民の方、こうした皆さんが、今後川根本町での生活に見通しを少しでも立

てられるように御協力いただけないでしょうか、よろしくお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） 建設課長、山本庸輔君。 

○建設課長（山本庸輔君） お答えいたします。 

  現在道路の通行止めに関する情報については、町のＬＩＮＥであったり、ホームページ上

で広報をしております。また、迂回路の状況、通行止め解除等の情報についても、いち早く

広報してまいります。 

  ただ、一部地域以外で必要とする情報といたしましては、その路線の通行止めの期間であ

ったり、そういったものに限られると思いますので、工事に関する詳細な内容については、

地元の方に丁寧に説明していくという対応を取っていきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 石関華君。 

○１番（石関 華君） 御回答ありがとうございます。 

  その地域、平栗地区の住民の方への丁寧な御説明が、まず第一だと私も感じております。 

  今回私からは、林道平栗線についてお話させていただきましたが、町内では、ほかの地区

でも道路の復旧工事を進めていただいている現状です。多くの町民が情報を共有し合うこと

で、復旧事業への御理解を深めていただけるとともに、安心感にも少しでもつなげられるも
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のと考えております。 

  町長が力を入れてくださっているこのハード事業には、ハートが、町民の気持ちに寄り添

い続ける姿勢が必ず必要です。どうか今後も、川根本町町民が、川根本町の町民らしく、こ

の自然豊かな美しい場所で暮らし続けられますよう、御尽力お願い申し上げます。 

  以上で、私からの一般質問とさせていただきます。本日はありがとうございました。 

○議長（澤西省司君） これで石関華君の一般質問を終わります。 

  ここでしばらく休憩といたします。再開は午後ですので、１時から行います。 

 

休憩 午前１１時２８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（澤西省司君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ３番、山田貴之君、発言を許します。３番、山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） ３番、山田貴之です。通告に従い一般質問いたします。 

  10月の選挙におきまして、多くの皆様に御支援いただき選出されました。そのときに、住

民の皆様にお約束しましたとおり、住民の皆様のお考え、御意見をしっかり聞き、行政のほ

うに伝えてまいりたいと思います。 

  本日は２点質問いたします。 

  まず１つ目です。令和８年度当初予算編成について伺います。 

  薗田町長は、10月に開催された臨時議会の冒頭、令和７年度は２町合併時に作成した新町

建設計画の総仕上げの年であると発言されました。これまでの４年間は、行政の継続性を重

視し、新町建設計画の完了に向け、また、令和４年台風15号災害への対応に追われたものと

考えております。 

  さて、12月に入り、既に担当課から令和８年度の当初予算要求に関する資料が提出されて

いると思います。来年度予算は、町長にとっても、またその予算を審議する議会にとっても、

非常に重要なものになると考えております。 

  特に、薗田町長にとりまして、新町建設計画が完了し、災害対応が一段落した令和８年度

は、初めて御自分が考えてこられた政策を実行に移せる重要な年ではないかと考えます。そ

の新たなスタートとなる、新年度予算編成に対するお考えについて、まずは４点についてお

伺いいたします。 

  １つ目、町長２期目のスタートとして、どのような町の将来像、また政策目標に基づいて

編成されるものされるお考えなのか伺います。 

  ２つ目、令和７年度をもって合併特例債を活用できる事業が終了し、これまで以上に財源

の確保が懸念されます。令和４年台風15号災害発生時から大きく膨らんだ当町の予算ですが、
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町長が想定されている令和８年度予算の規模はどの程度なのか伺います。 

  ３つ目、現在策定作業を進められている第３次総合計画については、令和９年３月を目標

に作業が進められているものと思います。そうなりますと、令和９年度予算の編成にもその

計画が反映されないおそれがあります。少し工程を前倒しする形で作業を見直す考えはない

か伺います。 

  ４つ目、臨時議会の際、行財政改革の必要性について発言されたと記憶しております。そ

の一つの手段として、補助金の見直しが考えられます。本来補助金支出は、公益上必要な場

合に限り支出されるべきであるとされております。現在の補助金制度につきまして、長年続

けられている補助金も見受けられます。その現状について、どう見られているか伺います。 

  大きな２つ目の質問です。災害復旧に対する考え方について伺います。 

  令和７年９月に発生した台風15号災害については、町の南部地域を中心に大きな被害をも

たらしました。そのとき採択されました災害復旧工事は、今年度末にほぼ完了するものとさ

れております。災害発生からこれまでの復旧に御尽力されました関係部署の職員の皆様には

深く感謝いたします。 

  今回お聞きしたいのは、今年度復旧が完了する箇所以外に被災されている現場についてで

す。 

  まず、林道南赤石線沿いののり面崩壊現場であり、現在も通行規制が行われている黒薙の

現状と、今後の規制解除への見通しについてお聞きします。 

  この崩壊現場の上部にあります大札山や山犬段を中心としたエリアは、静岡の自然100選

に選出され、奥大井県立自然公園の玄関口として、春のアカヤシオ、シロヤシオ、初夏の新

緑、秋の紅葉など、町内からはもちろん、町外からも年間約２万人の方々が訪れていた場所

です。その周辺部は自然の宝庫と称され、このエリアを中心にこの地域を応援していただけ

る方々が集い、現在言われております関係人口、以前は交流人口とも言われておりましたが、

その増加に寄与する活動を30年以上続けてこられたと思います。それが令和元年に発生した

大規模な法面崩壊により、道路が通行できなくなり、一般車両の通行がほぼ途絶え、既に６

年以上が経過をしております。 

  その状況を鑑み、次の点について、町長のお考えをお聞きいたします。 

  １つ目、まず現在の現場状況について教えてください。 

  ２つ目、以前計画された治山工事が施工されなかった理由について伺います。 

  ３つ目、今後の通行解除に向けての見通しについて、何が必要なのか伺います。 

  続けて、今年度発生した路肩決壊、構造物も含めたものでありますが、その災害により、

現在通行できなくなっている町道下長尾向井線についてお聞きします。 

  国道362号の通行規制が長期化する見込みの中、迂回路として機能してきた同路線の復旧

スケジュールについて詳しくお聞きいたします。 

  以上、壇上からの質問を終わります。 
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○議長（澤西省司君） ただいまの山田貴之君の質問に対し、町長の答弁を求めます。 

  町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） それでは、山田議員にお答えさせていただきます。 

  山田議員も野崎議員同様、こちら側にいた職員でして、私が町長時代本当に助けていただ

き、ありがとうございます。先に冒頭申し上げます。 

  １の１、２期目のスタートとして、どのような町の将来像や政策目標に基づいて編成され

るかについてお答えします。 

  私の１期目は、議員のおっしゃるとおり、新町建設計画に合わせて急ピッチでハードの整

備を進めるとともに、令和４年の台風第15号による災害の復旧に取り組んでまいりました。 

  ２期目は、「誰もが安心して暮らせる、これからも活き続けられる町」を町民の皆様とと

もに創造することを目標に、安心・安全な暮らし、人口減少・地域活性対策、子育て・教育、

産業の創意・工夫、財政健全化をキーワードとして施策を展開してまいります。 

  安心・安全な暮らしでは、災害に強いまちづくり、生活インフラの確保、生活のための支

援・サービスの充実に努めます。 

  人口減少・地域活性対策では、選ばれる町としていくために、定住・移住対策を推進しま

す。 

  子育て・教育では、子育て支援や、義務教育学校の特性を生かした教育の推進、グローバ

ル人材の育成に注力します。 

  産業の創意・工夫では、農林業・商工業施策の展開、観光を軸とした地域振興に取り組み

ます。 

  財政健全化では、歳入・歳出両面を見直します。 

  また、来年度から、大井川鐵道の全線復旧に向けた財政支援や、高度情報基盤設備の民間

移譲に係る整備事業など、大きな歳出を必要とする事業に着手する必要があります。 

  繰り返しになりますが、令和８年度の予算編成を通して、町民の皆様とともに「誰もが安

心して暮らせる、これからも活き続けられる町」を創造していくことが私の強い思いであり

ます。 

  ２つ目です。令和８年度予算における予算規模の見通しについてお答えをさせていただき

ます。 

  新町建設計画に記載されている斎場建設や、し尿中継槽建設は、必ずやり遂げるべき重要

な事業であり、私の使命だと考え、取り組んでまいりました。令和６年度は、最終的に約81

億円という、過去10年間で最大の予算規模になりましたが、町にとって有利な合併特例債を

主な財源とし、今年度中の供用開始を目指して事業を進めているところです。近年はこうし

た事情により予算規模が大きくなっておりました。 

  令和８年度についても、大井川鐵道の復旧支援、先ほど申し上げました情報基盤整備民間

移譲の施策、それと、し尿中継槽、改定の設計等、いろいろ多くの事業費が必要となります。
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着手する必要があり、そうしたことも、引き続き予算規模は大きくなるものと想定しており

ます。過疎対策事業債や基金等を活用して必要な財源を確保するとともに、歳出削減に努め、

持続可能な財政運営となるよう取り組んでまいります。 

  １つ目の３番目です。現在作業を進めている第３次総合計画の前倒しについてお答えしま

す。 

  議員研修でも御説明したとおり、第３次総合計画は令和９年度から実施を予定しており、

現在作成作業を進めております。本計画につきましては、本年10月の選挙を見据すえ、９月

にプロポーザルを実施し、10月１日から業務委託を締結し、進めております。 

  議員御承知のとおり、総合計画は町の根幹をなす計画であり、ワークショップの開催、現

行計画の進捗確認、人口ビジョンの検証・改定、パブリックコメントの実施など、十分な手

続を踏む必要があります。また、計画は議会の議決も必要となります。これらのスケジュー

ルを勘案すると、完成は早くとも令和８年度末となり、現時点で前倒しすることは困難であ

ると考えております。 

  １の４、補助金の見直しについてお答えします。 

  補助金の見直しにつきましては、無駄の削減と効果の最大化を両立させることが重要だと

考えております。まず、補助金の目的達成度や費用対効果を年度ごとに検証し、先ほど申し

上げましたが、棚卸を行った上で取捨選択を行ってまいります。 

  効果の高い事業については継続・拡充を図り、効果が低い事業については廃止、もしくは

ノウハウ提供やマッチング支援など別の支援手法へ転換をさせていただきます。令和８年度

当初予算においても、この方針の下、見直しを進めてまいります。 

  ２つ目、林道南赤石線「黒薙」崩壊箇所現場の現状についてお答えします。 

  これも長年かかっている事業でして、議員も、南路線赤石ファンの皆さんも御心配をかけ

ていることと思います。令和元年度にのり面上部の土質調査を行った結果、約1,000立米の

不安定土塊が堆積していることが判明しました。また、林道南赤石線では、現在も降雨のた

びに、小規模ではありますが、林道への落石や崩土が確認されており、観光客の安全を最優

先するため、現在は全面通行止めとしております。 

  ２つ目の２番目です。以前計画された治山工事についてお答えします。 

  令和２年度当初の計画は、のう面箇所の立木伐採及び落石防護網設置工を行う予定でした。

しかし、不安定土塊の崩壊に耐えられないと判断されたため、計画は中止となっております。 

  さらに令和５年度に入り、山腹工、橋梁、洞門の３種の工法で治山補修計画を立てました

が、いずれも概算金額で１億5,000万円から２億円と多額の費用がかかる結果となったこと

から、事業化に至っておりません。 

  ２つ目の３つ目です。今後の見通しについてお答えします。国道362号のことでしたね。 

  現時点では、落石や崩土の危険が継続していることから、道路の全面通行止めを継続せざ

るを得ないと判断しております。今後は不安定土塊の堆積量を引き続き観察するとともに、
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町の財政状況を慎重に見ながら実施について検討してまいります。 

  続いて、国道362号の迂回路として利用されていた町道下長尾向井線の復旧工程について

お答えします。 

  町道下長尾向井線については、路肩が決壊しているため、現在全面通行止めとしておりま

す。令和８年度に測量・設計及び用地買収を行い、令和９年度に工事発注を予定しておりま

す。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） ３番、山田貴之君、再質問を許します。 

  ３番、山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） 町長のただいまの答弁の中で、災害復旧に対する考え方、１つ目の３

番目が、一番最初の答弁の中で、362というような話もあったんですけれども、それは黒薙

の現状の話ですね。報道関係。 

○町長（薗田靖邦君） ちょっといいですか。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） なんか極めておかしな文章だったんですけれども、読み直さなかった

から、ごめんなさい。いずれにしても、この下長尾向井線のこと、あと言ったんですけれど

も、362号線のことちょっと言っておきますけれど。 

○３番（山田貴之君） 黒薙のことを聞いたんですね。黒薙のことをちょっとお聞きしたかっ

たわけです。今後の通行解除に向けての見通しについて。先ほど言った答弁がそれだと思う

んですが、それでよろしいですね。 

○町長（薗田靖邦君） 最後の質問が、ごちゃごちゃしているよということの中で終わってし

まったということですよね。 

  下長尾向井線のこと言ってありますよね。 

○３番（山田貴之君） それはお聞きしました。黒薙の通行解除に向けての見通しについて、

そこがちょっと聞き取りにくいというか、ちょっと答弁が噛み合わなかったと思っておりま

して。 

○町長（薗田靖邦君） それでは、真摯に答えますよ。 

  答弁したとおりなんですけれども、２の１の黒薙の崩壊現場のことですよね。これは本当

以前から、アカヤシオ、シロヤシオのファンが多くて、何とかしたかったんですけれども、

どうしても、やはりうちの建設課のほうだけだと、やっぱり資金がかかり過ぎる。その理由

としてなぜかというと、これ皆さんに言ってしまうと、これからされることがあると思うん

ですけれども、林道自体が崩れなかったんです。のり面だけだったもんですから、いろんな

意味の中で、予算配分、これに農林事務所も出てきてくれたと思うんですけれども、そうな

れば。今のちょうど崩れているところ、平栗線のほうは林道が崩れちゃったものですから、

その配分の中で、やっぱり農林事務所が出てきてくれたという、そういった塩梅もあります
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ので、現状の中、黒薙がそういう状況の中ですので、やはり安全を重視しなきゃいけない。 

  あとは再質問で出てくるんだろうと思うけれども、工事車両は当然そういったことの中に

おいて、評価の中でやってしまう。これ質問あるんだよな、後。だから、そういったことも

あると思うんですけれども、そういったことの中において、今はいろいろ防護柵も考えたり

いろいろしたんですけれども、当然考える、一応土木の全てを、例えば山腹工とか、橋梁、

洞門、それも考えてみろということを言ったんですけれども、なかなかやはりその辺の費用

がかかるということで、ちょっと質問がごちゃごちゃしましたけれども、申し訳ありません、

お願いします。 

○議長（澤西省司君） ３番、山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） そちらのほうの問題については、また再質問の中でお聞きしてまいり

ます。 

  まず初めは、令和８年度当初予算編成についての再質問です。 

  その質問の中で、総合計画についてちょっと答弁をいただきました。まず、現在の策定中

の第３次総合計画について、現時点におきまして、第２次総合計画の中の町の将来像、基本

理念などの基本的な部分、これを継承されるお考えであるのか伺います。 

○議長（澤西省司君） 経営戦略課長、坂下誠君。 

○経営戦略課長（坂下 誠君） 基本部分の継承についてお答えさせていただきます。 

  基本部分につきましては、継承していきます。第２次総合計画の進捗状況や新たな課題を

把握、整理しまして、合わせて社会情勢の変化や時代の流れなど、当町を取り巻く状況を十

分に認識して策定してまいります。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） それでは、先ほど全体的なスケジュール、大きなスケジュールについ

ては町長答弁でお伺いいたしました。もう少し細かい、例えばパブリックコメントの時期で

ありますとか、そういったスケジュールについて、もしよければちょっと教えてください。 

○議長（澤西省司君） 経営戦略課長、坂下誠君。 

○経営戦略課長（坂下 誠君） 現在、町民、関係団体へのアンケートを実施し、現行計画の

進捗状況やＫＰＩを確認中でございます。 

  今後なんですけれども、人口ビジョンの検証や改訂、そして、１月に入りまして、高校生

議会も開催をいたします。来年度に入りまして、タウンミーティングというものを５月頃ま

でに実施し、８月末頃を目途に基本構想案の作成、施策体系案を作成し、令和８年の年内に

は、基本計画総合戦略案を作成するスケジュールで進めてまいります。その間審議会も４回

ほど計画しております。また、議会の皆様にも、要所要所におきまして、全協等で進捗状況

を伝えていくスケジュールで進めさせていただきます。 

  以上です。 
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○議長（澤西省司君） 山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） 詳しい説明ありがとうございました。 

  ８年内に基本計画ですか、そういったものをつくられて進められていくということで、も

う約１年の間で、そこまでもっていかなくちゃならないということで、かなり厳しい行程に

なるかと思います。担当者の方も大分御苦労されると思いますが、しっかりした実効性の高

い計画の策定をお願いいたします。 

  それでは、今のタウンミーティングでありますとか、高校生議会、また、アンケート等で

広く町民の意見を取り入れていくという答弁をいただきましたので、総合計画につきまして

はここで終わりにしたいと思います。 

  続きまして、申し訳ありません、１つ目の質問の一番最初にお聞きした、前のほうでお聞

きした件です。令和８年度予算の予算規模についてお聞きするものです。 

  先ほど、町長、令和７年度が、最終的にはかなり大きな80億円を超える予算になったとい

うお話でありました。そして、令和７年度もかなり大きくなるような見込みだというような

お話もしていただきましたけれども、まず、町長、職員に対して示しました予算編成方針に

おきまして、各課一般財源ベースで３％の削減ということを目標に指示をされております。

先ほどお聞きした予算規模につきまして、その方針に沿ったものなのかどうか、ちょっとお

聞きするものです。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 御質問にあった、スタートして、これからどういった予算規模になる

かという御質問だったものですから、少なくとは言えないというところがある。３％指示だ

けはした。それなりに枠があって、やはり令和６年のときには最終81億円の規模で、あなた

がやったときか、いろんなときがあるんですけれども、それはそれで、合併特例債事業がい

ろいろあって、あれだけ延びてしまった。その中において、やはり工事というのは、決算の

81億円というのは、災害の事情もあったり、いろいろあったということで、令和８年に向け

て３％削減と同時に、やはりやらなきゃならない事業もありますので、予測としては、例年

よりは少ない規模になるとは思うんですけれども、そういった意味も含めて、引き続き予算

はという言葉を使わせていただきました。いずれにしても、やらなきゃならない事業という

のは、光情報基盤の委譲、それがあったり、当然解体、クリンピュア、ここの設計費も盛っ

ておかなきゃならないし、もうそれは令和10年のことなんですけれども、解体。そこの工程

を踏みながらやっていかないと、なかなかできないものですから、そういった費用も入って

くるし、あとは当然大井川鐵道ですよね。町費で大体7,000万ぐらいですか、予算が。９年

で１億、また超えてくるんじゃないかと思うんですけれども、予算のほうが。そういったこ

との関係の中で、嘘言えないから、いずれにしても、少なくなるよとはなかなか言えないと

ころがあるものですから、そういった意味で、引き続き予算規模が大きくなると想定すると

いうことを申し上げました。 
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○議長（澤西省司君） 山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） その予算におきまして、人件費の上昇についてお聞きするものです。 

  人事院勧告を参考としまして、本町も人件費の上昇が見込まれていると思われます。その

上昇分が、令和８年度当初予算に反映されるものでありますが、令和７年度当初予算と比較

しまして、人件費、どの程度上昇すると見込んでおられるのか伺います。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） それではお答えします。 

  令和７年度当初予算と比較しまして、人件費につきましては、おおむね４％程度を上昇す

ると見込んでおります。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） 続けて、行財政改革の一つの手法とされております補助金の見直しに

ついてお聞きします。 

  既存の補助金については、原則としまして３年ごとに見直しをされていると思います。ま

ず、令和５年度から７年度までの３年間、新たに制度化された補助金、新設された補助金が

幾つなのか。そして、逆に廃止された補助金について、幾つあるのか教えていただきたいと

思います。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） それではお答えします。 

  令和５年からの３年間で、新たに制度化した補助金につきましては10件になります。それ

から、廃止した補助金につきましては１件となります。これについては、また３年ごとの見

直しの中で、今後補助金の改正については考えていきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） 補助金施行の状況を見まして、懸念していることではありますけれど

も、例えば補助金の対象となった機械等の処分年限についてでありますけれども、その処分

の年限が来ていないにもかかわらず、補助金を出した町側の承認を得ないまま処分されてい

る案件があるのではないかという懸念であります。補助金を受ける場合、目的を達成させる

義務とその処分の年限があるということ、どのような形で、例えば申請された方に周知をし

されているのか伺います。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） それではお答えします。 

  補助金の交付を受ける際に、申請者には目的達成義務、それから処分年限のあることを周

知して対応しております。 

  以上です。 
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○議長（澤西省司君） 山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） 先ほどもちょっとお伝えしましたけれども、補助金、公益上必要な場

合の支出できるということで、例えば機械が高いから大変だからちょっと補助しようとか、

そういう考え方ではありませんので、そこは御承知おきいただきたいと思っております。 

  行財政改革でありますけれども、補助金に限らず、公の施設の存続など今まで以上に厳し

い視点で見ていかないと、町の財政悪化するばかりだと考えております。選挙が終わったこ

のタイミングが、財政負担を見直す大きなチャンスだと思います。町長が町民や職員に批判

されたりしても、それは構わないというか、それはいいことかなと思います。ぜひ厳しい目

で、予算編成をこれからお願いしてまいりたいと思います。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 承って、一生懸命予算編成のほうに取り組んでまいりたいと思います。 

  ただ、かかるものはかかるし、町長、いつまでもお金使っているんじゃないよと言われる

ところもあるのかもしれませんけれども、かかるところがかかる。その中において、どうし

て財政構成うまく持っていくか、ここも手腕かかっていると思いますので、やらなきゃいけ

ないことは絶対やらなきゃいけないものですから、置いといちゃいけないものは置いといち

ゃいけないし、そういったことの中で、約束は約束で守らなきゃならない。それが道理、正

義なんですけれども、そういった政治を、まつりごとちゃんとやっていかないと町長じゃな

い。そういった思いの中で、財政に関しては本当に厳しいところあることは間違いないです。

小さな町でこれからどうやって生き続けるかということも。そうした意味の中においても、

絞るところは絞って、やらなきゃならんことはやらなきゃなりませんので、また議員、議会

の皆さんの御理解もお願いをしたいと思います。 

○議長（澤西省司君） 山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） 先ほどの野崎議員のやっぱり行財政改革に対する答弁、そして、先ほ

ど壇上間の質問に対しての答弁でも、これからどうやって行財政改革を進めていくというこ

とを答弁していただきました。内容的にそれが全部できればすばらしい話だと思います。た

だ、今の体制でそこまでできる体制なのかどうか。今回12月議会で、そこまで答弁していた

だきましたので、ぜひ３月議会では、どういう体制で進めていくのか、そこまでちょっと踏

み込んだ、また質問を考えますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、災害復旧についての質問に移ります。 

  まず、黒薙についてでありますけれども、黒薙に隣接している林道南赤石線につきまして

は、現在工事車両の通行が可能となっておりまして、もちろん通行しております。また、い

ろんな事業、役場が進めている事業におきました際にも、その関係車両については、通行を

許可しているのか、通行している状況であります。一般の車両と比較して何が違うのか、ど

こが違うのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（澤西省司君） 建設課長、山本庸輔君。 
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○建設課長（山本庸輔君） お答えいたします。 

  工事車両及び現在通行許可を出して通行していただいている車両については、その都度安

全確認を行い、細心の注意を払った上で通行していただいております。前日等の道路状況で

あったり、その当日の天候であったり、そういったものを考慮して十分気をつけて通ってい

ただいております。 

  一方、一般車両については、注意喚起等が完全に行き届かないというところがあるもので

すから、安全を最優先した場合に、通行の許可が困難であるというところがございます。そ

れが車両との違いとなっております。 

○議長（澤西省司君） 山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） それでは、先ほど町長答弁の中で、平栗線の山腹工事について、ちょ

っと答弁が出てまいりましたが、林道平栗線で計画されております県営治山事業、これが、

また、黒薙の現場で適用される見込みがあるのか。先ほどちょっと答弁で踏み込んでいただ

きましたけれども、もう一度お願いいたします。 

○議長（澤西省司君） 建設課長、山本庸輔君。 

○建設課長（山本庸輔君） 申し上げます。 

  林道平栗線のケースでは、災害関連緊急治山事業として、県営にて工事を行っていただい

ております。そちら、黒薙については、当事業の採択要件を満たすことがちょっとできない

ものですから、町単独事業として施工せざるを得ないというところになっております。工事

費が多額となる見込みのため、町の財政状況を勘案して、実施について検討してまいります。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） それでは、この県営事業、治山事業、採択要件という言葉を今答弁で

いただきましたけれども、採択要件は何なのか、ちょっと分かれば教えてください。 

○議長（澤西省司君） 建設課長、山本庸輔君。 

○建設課長（山本庸輔君） こちら災害関連緊急治山事業という事業については、のり面の崩

壊と同時に、林道自体が被災しているというところが条件となります。平栗線はのり面が崩

壊した際に、林道の路肩も崩壊し、同時に被災を受けていて、災害復旧事業を採択しており

ます。それに関連して県営で治山事業を行っていただいております。 

  黒薙については、林道南赤石線自体が崩壊していない状況なものですから、同時に被災し

ているという要件が満たされていないために、今回この事業を採択することができないとい

う理由になります。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） 先ほど壇上からの質問でもお話ししましたけれども、黒薙の現場の上

部にあります大札山・山犬段周辺、国指定のレクリエーションの森でありまして、ブナをは
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じめとした水を育む森として広く知られております。そのエリアへの連絡道を事故防止のた

めとは言え、６年以上通行制限していることが、道路管理者としての責務はどうなのかと思

われても当然ではないかと考えます。これまでの説明をいろいろ聞いていた中で、来年度以

降、通行規制の解除に向けて、かなり厳しいという感覚は持っておりますが、将来的に、通

行規制の解除に向けて動き出してくださるのかどうか、黒薙についての質問の最後にいたし

ます。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 本当に今、議長、ここに座っているんだけれども、議長から最初の質

問、黒薙もあってと、もう長い間のことですよね。私もそのとき議員だったね。その中に、

答弁は今と同じような答弁したのかどうか、ちょっと私も聞き忘れてしまいましたけれども、

何とかしなきゃしようがないと思っています。何とかするのはどうするか、やっぱり国の支

援とか、いろんな手立て、南アルプス財団とか、南アルプス財団お金ないから、なかなかあ

れなんだけれども、いろんなことの中において、もう手立て、いつまでもこういう質問ばか

り来られてもなんですので、私も国のほうへ動いたり、いろいろしたいと思っています。そ

の中においてどういう結果が得られるか。いつまでもいつまでもこういう状態の中で、お金

がないからできないよというのも、基本生活道ではないかもしれませんけれども、やっぱり

ファンの方がいますから、そのために観光交流のほうでバスを出しているんですけれども、

季節になれば。安全を確認して、そういった方向で今までやっていますけれども、いつまで

もこういう状態というのはうまくはないものですから、ちょっと手立てを、環境省なり総務

省なり、いろいろなことの中において、要望事案として入れていくべき課題かなと。我々こ

ういった自然環境豊かなところで、山を資産化しろという、佐々木議員の質問もありました

し、いろんなことの中において、大事なことはやはり大事だと思っていますので、２月にま

た要望行くんですけれども、それは特別交付税のことですけれども、いろいろなことの中で、

要望出しながら、また私も進めていきたい。加えていく一つではないかと、今改めてお答え

させていただきますので。 

○議長（澤西省司君） 山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） 続きまして、下長尾向井線について伺うものです。 

  今回伺いたいのは、国道362号の指定された迂回路ではございませんが、重要な位置を占

めていた同路線が、今年の７月に被災したにもかかわらず、この12月補正予算に、測量試験

費さえ計上されていないという現状についてであります。 

  久保尾地区の皆様、国道362号の通行止めに伴い、幅員が狭い路線を迂回路として利用さ

れ、日頃のストレスでありますとか、今後の不安高まっていると思います。町長も選挙活動

等におきまして、この地域の思いを受け止めておられると思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 先ほど建設課長のほうから、野崎議員の質問の中で、優先順位の問題
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じゃないんですけれども、いろんなもろもろのことがあって、こういう状況になったんだよ

ということなんですけれども、私も後援会活動で回らせていただいて、早くしてよという、

そういった言葉を何回も聞いています。平栗地区でも同じです。全部同じです、行けば。土

木農林事業というのは、なかなか時間かかるところもあるし、平栗もああいう状況だし、皆

さん見ているんだろうし、境川のほうは路側帯、路側になると、これがかかるんですよ、ま

た。のり面なら何とかというところも、大きいのり面は平栗みたいに別なんだけれども、そ

ういうところは工事が余計かかるところもあって、特に国道356号のあの区間というのは、

私も何回も測量入っていますけれども、治山工事で。もうクラックばかり入っちゃっている

から、本当に心配なところもあって、そのための二本松線をこれからどうやって整備してい

くかということが大事だと思いますが、その意味で今後の予防について、可能な限り何とか

二本松線も、下長尾向井線もあります。地元の方々もいろいろ言ってきますが、なかなかい

ろんな意味の中において、工事は必ずしていきますので、本当に町民の皆さんにお待ちくだ

さいという言葉しかありませんけれども、私は。こういった工事というのはかかりますので、

取って貼った、はんだで貼ればいいという仕事じゃないから、そういったことの中において、

必ず道は道ですから、道にしなきゃならない、また。そういった思いでおりますので、本当

に町民の皆さんには御迷惑ばかりかけて、私になってから本当に御迷惑ばかりですので、本

当にごめんなさいという言葉と、何とか必ずしますのでということをお約束したいと思いま

す。 

○議長（澤西省司君） 山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） ありがとうございます。 

  町長が進めておられますまちづくり、安心・安全に生活できる環境を提供するということ

が含まれていると認識をしております。現在一つ残されている町道二本松線、不測の事態に

よる通行止めについても考えられないことではありません。そのリスクを考えれば、早急に

下長尾向井線の復旧に取り組むべきと考えております。これは町長から答弁いただきました

ので、このことについては結構であります。 

  同じようなことでありますけれども、財政状況の話も聞きました。ただ、町長向井線の路

線につきましては、改良工事とか舗装工事といった工事とは違って、被災した道路の復旧の

工事であります。新規事業を財政状況で計画を遅らせるというものではありません。必ずや

らなくてはならない事業です。 

  私も建設課に11年ほど在籍しておりましたので、災害現場についての知識は多少あります。

２年も、完成までの２年間、今の被災現場をそのままにした状態で、例えば被害箇所が拡大

するおそれであるとか、そういったものも十分考えられると思います。ぜひ早急に手をつけ

ていただきたいと思います。これについては、答弁いただきましたので結構でございます。 

  あと、先ほど壇上からの質問の答弁の中で、来年度測量試験費、用地取得費が含まれてい

るということをちょっと答弁していただきました。用地取得費について少し確認しておきた
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いのですが、これは工事着手前の取得が原則といいますか、そういう考え方でよろしいでし

ょうか。 

○議長（澤西省司君） 建設課長、山本庸輔君。 

○建設課長（山本庸輔君） お答えいたします。 

  工事を施工する上で、やはり地権者とのトラブルを未然に防止するという観点から、原則

用地取得というものは先行して行われているものです。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） それでは、下長尾向井線の御質問についてはこれで終わります。 

  続けてでありますけれども、令和４年台風15号によりまして被災しました、田野口地区足

間沢について、その上流部に谷止工が施工される計画であると聞いておりました。この工事

につきましては、県発注の工事ということは十分承知をしております。ただ、現在の状況が

少し分からないので、ここをちょっと説明していただければと思います。 

○議長（澤西省司君） 建設課長、山本庸輔君。 

○建設課長（山本庸輔君） 足間沢の砂防工事につきましては、現在用地取得の手続中である

旨を島田土木事務所に確認しております。用地取得が完了次第、速やかに工事を発注してい

ただくように要望してまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） 最後の質問になります。これは、ここまでの答弁を受けてのちょっと

まとめてちょっと大きな、大きなと言いますか、概要をちょっと教えてくだされば結構でご

ざいます。 

  ここまでの答弁で、先ほどの総合計画とかでもありましたけれども、アンケートの実施で

ありますとか、タウンミーティング、また高校生の議会等で、これは総合計画に関する考え

とかそういったものを聞く場であるとは思うんですけれども、町長の例えばこの後援会のし

おりの中で、住民とともに未来を創造し、この町をさらに魅力的な場所へ変えていきたい考

えであるということを訴えられております。そのためには、町民の皆様の御意見、お考えを

受け止める機会が必要だと私は考えております。２期目のスタートとして、町政懇談会に限

らず、町民の意見を吸い上げる機会を設定する考えはないか、伺うものです。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 私、１期目のときに報告会、でまた大鐵のこともやりましたけれども、

なかなか報告会というのも、やはりいろんな方法があるんじゃないかなと、やってみて思い

ました。要は町民の皆さん全ての方が聞いているわけじゃないんですけれども、そういった

ことの中において、まず、職員にもずっと言ってきた答弁の中でアウトプットあるとか、い

ろいろ言ってきたんですけれども、地域にいろいろ散らばってみんないるということもあっ
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て、やっぱりそこも吸い上げなきゃいけないかなという、意見を、そういった思いもあった

り、私自身が町政懇談会、今ちょっと考え中なんですけれども、いろんな思いの中において、

自分が出向いていけば、それが一番早い話でして、いろんなことを今ちょっと計画を練りな

がら、今最中ですので、いずれにしろ、私もそうですけれども、職員もとにかく現場行って

もらいたい。現場の中でどう答えがあるかということは、やはり職員にいつも言い続けてい

ますので、私もそうですけれども、そういった意味の中において、そういったことを含めて、

また懇談会をどうもっていくかということは、また、ちょっと今整理、いろんなことを整理

していますので、そこまでまだはっきりした答えまで出ていません。 

○議長（澤西省司君） 山田貴之君。 

○３番（山田貴之君） これ質問ではございませんけれども、町長に常にといいますか、日頃

から川根本町愛を唱えております。それで座右の銘の、たしか４つあると思うんですが、そ

の４つの中の一つ「気魄」というものがありまして、それが時々のほとばしるような答弁に

出られておりまして、ちょっとイメージ的に、イメージ的にというか、イメージはつきやす

いんですが、ちょっと抽象的な表現が結構多くて、実際職員が例えば予算を編成する場合、

より具体的な、そういった、ちょっとしっかりとした指示を出すことも必要ではないかと私

は考えます。 

  以上、ちょっと御要望をお伝えして、私の一般質問を終わります。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 本当に山田議員は、私のいろんなことを言っていただく一人でして、

抽象的なことも私多いかもしれません。抽象的なところから、職員学べよというところもあ

るんですけれども、いずれにせよ、誠意・勤労・見識・気魄の中で、川根本町愛を大事にし

ながら、私はこれからも町政引っ張っていきますので、抽象的な部分は、また副町長と話を

しながら、副町長そんな抽象的なことは言わないと思いますので、そういうところの中にお

いて、頑張っていきたい、そんなふうに思います。ありがとうございました。 

○議長（澤西省司君） これで山田貴之君の一般質問を終わります。 

  ここでしばらく休憩いたします。再開を14時10分といたしたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 

休憩 午後 １時５３分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（澤西省司君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ９番、中原緑君、発言を許します。９番、中原緑君。 

○９番（中原 緑君） おはようございますではありません。こんばんはでもないし、こんに
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ちはですね。 

  ９番、中原緑です。 

  通告に従い、一般質問をさせていただきます。 

  新しい議会がスタートしてから２か月が過ぎました。今回の一般質問では、議長を除く全

議員が質問をします。それぞれが町をよくしよう、住みやすい町にしようと熱く語り、エネ

ルギーを燃やし、懸命に取り組む姿勢に大変刺激を受けております。 

  本日私がラストを努めさせていただきます。皆様少々お疲れと思いますが、町長はじめ、

執行部のミットにしっかり当たるように質問をしていきますので、キャッチと返答をよろし

くお願いいたします。まだ回答ができてなかったなということも、この際していただいても

結構です。 

  最初に、町長に伺います。 

  本年10月の町長選挙において、選挙公報で2025年は「ハード先行のまちづくりから町民の

皆さんとハートを交流させるまちづくりへの転換のとき」とあります。「ハード先行のまち

づくり」は、どういうまちづくりだったのでしょうか。そして、「ハートを交流させるまち

づくり」とは、具体的にどんなまちづくりなのか説明をお願いします。 

  私がこの質問に決めたのは、例えば川根本町を世界の海を航海する大型船としたとき、川

根本町薗田丸という船がどんな航海をしてきて、これからどこに向かって、どういう航路で、

どのような体制で迎え得るしけや嵐に向かって立っていくのか、薗田丸の航海図と航海計画

を伺いたかったからです。 

  この４年間の主な事業についてどう総括し、そこからどういう発想と心の切替えがあって、

「ハートを交流させるまちづくり」に転換するに至ったのか。周りからの提案やアドバイス

などの影響によるものだったんでしょうか。 

  町長が言われるハードとは「見えるもの、存在するもの」、つまり道路や公共施設を示し、

ハート（愛）は「ソフトで見えないもの、形のないもの」で人や情報、組織、風土などのこ

とだと思います。道路など、インフラ整備の推進は、単に住民サービス向上だけではなく、

町の経済に比例していきます。 

  ですから、町長の選挙公報に掲載されていた「活きる町、活き続ける町へ」、活きるとい

う字は、活力の活、活動の活ですね。言い換えれば、「有効に活きる町、有効に活き続ける

町」へ向かうには、片方に転換するのではなく、ハードとハートの両方をバランスよく進め

ていくことが求められると考えますが、いかがでしょうか。 

  次に、もう一つの質問でございますが、プロポーザル方式を活用した各種業務委託経営に

ついて伺います。プロポーザル方式とは、自治体の入札・契約制度の一つの方式で、聞き慣

れない用語でありますが、最近各自治体で様々なコンサルタントをプロポーザル方式で選定

し、業務契約することが広がりつつあります。 

  川根本町でも様々な業務委託において、このプロポーザル方式を選択するケースがありま
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す。 

  私がこの質問をするきっかけは、学校施設利活用検討委員会においてプロポーザル方式で

選定され、東京から来たランドブレイン社の社員に出会ったことです。彼らは旧第一小学校

の利活用について計画策定する業務を受託したコンサルタントでした。また、音戯の郷の在

り方検討支援コンサルティング業務委託においてもプロポーザル方式で契約され、結果、期

待していた結果が予算500万円くらいだったと思うんですけど、500万円に対して似合ったも

のかどうかなと、ちょっと疑問に思ったものですから、このコンサルタント、プロポーザル

方式というものについて伺うことにしました。 

  一つ目、どのようなケースにおいてプロポーザル方式を選択するのか。 

  二つ目、参加業者を選考する委員会の構成と参加業者を選考する基準は何か。 

  三つ目、プロポーザルにおける業者提案の審査内容と業者決定の方法はどういったものか。 

  四つ目、川根本町におけるプロポーザル方式のガイドラインの目的についてを伺います。 

  以上、壇上からの質問を終わります。御答弁のほう、よろしくお願いいたします。 

○議長（澤西省司君） ただいまの中原緑君の質問に対し、町長の答弁を求めます。 

  町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） それでは、最後になります中原議員の質問にお答えします。 

  今回、ハードからハートへという形のキャッチコピーの質問が多いわけですけれども、い

ずれにしろ、１期目４年間とは、皆さん御存じのとおり、新町建設計画、合併特例債事業、

これ、やり遂げなきゃならなかったから、これをハードという、そういったもので、私がハ

ードという、皆さんにもいろいろ御支援・御協力いただいたんですが、何とか先日からの質

問の中に置いといても何とかやり通せたかな、残したことは何だったかなということも  

  をさせていただきました。 

  そういった意味での１期目は、新町建設計画完了に向けてのハード整備を急ピッチで進め

てまいりました。皆様の御協力、御支援、本当にありがたかったと思います。 

  ２期目は、これも何度もお話しさせていただいているわけですけれども、やはり町民とハ

ートを交流しながら共に実現していくことが必要だと考えております。そのためには、これ

も何度も繰り返してきましたけれども、やはり私もそうですけれども、職員に対しても、や

はり自分の住む地域や担当する自治会の活動に積極的に参加しながら地域の実情を把握し、

町民目線に立って問題を発見し、施策に反映するよう指示をしております。 

  当町に多くの課題があります。持続可能なまちづくりの基盤は職員の成長にあると考えま

す。私は以前から「まちづくりは人づくりである」と考え、人財育成を重視してまいりまし

た。 

  人材の「材」を財産の「財」と捉え、職員が一丸となって、町民の皆様に応える心の通っ

た行政運営に努めてまいります。 

  これから予算も始まりますけれども、膨大な予算、観光の議案、いろんなものがあります
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が、そういった中で３割、いずれにしても、負担は少し減らすよという文言を出して、それ

から、先ほど山田議員の質問の中に、ちょっと予算上がるかなという、うそは言えないから、

私そう言いましたけれども、削減するところは削減しながら、そしてハートの部分はハート

の中で予算編成もしてまいりたい。このハートの中にはいろんな意味込めていると思います、

私は。子育てのこともあれば、予算編成の中で、ハートの部分というのは、私はこれからや

っていきたい施策の一つですし、とにかくハード、いろんな目に見えるところを私はやって

きたわけですけれども、今度は心の通った中で、どんな予算編成組めるのかなという、そう

いったことにも取り組んでいける２期目ではないか。かかることはかかると、先ほど申しま

した。残ったものもあるし、改定もあれば、譲歩もあれば、いろんなことあるんですけれど

も、かかるところは仕方がないんですが、基本的にやさしい部分を予算編成の中で、これか

らやっていければな、そんなふうな思いでおりますので、また議員の皆様方には、そういっ

た意味も酌んでいただいて、私も本当は優しい人間ですので、もともとは。きつい人間じゃ

ありませんので。いろんな意味の中で、たまたま新町建設計画、何とかしなきゃならんとい

う合併特例債事業、合併特例債事業の申し子と言ってもいいんですけれども、20年前、私は

教わったもんですから、それをある方に。選挙のときにも、そのある方の名前も出しました

けれども、そうした、その頃は私は議員じゃないですけれども、そういったことの中におい

て、どうしてもやっぱり合併特例債事業にこだわった。この事業も、本当に10年で終わるな

ら、あと10年というのは、なかなかできなかった10年。これも東北の震災はじめ、いろんな

ことあって、５年、５年延ばし20年になった。それを機会に私は有利な起債使いながらやら

なきゃならない仕事だと新町建設計画というのは。皆さんもまだ議員にならない頃のことも

ありますし、議員になってから、改めて改定された新町建設計画もあります。 

  そういった中で、やり遂げなきゃならなかったことは、ハードの部分でやってきたと思っ

ていまして、繰り返すようですが、ハートの部分というのは、やはり町民の皆さん、どうい

うことを望んでいるのかな。そういったことを中に置いといて、優しい政というですか、町

民の皆さんがどんなことを訴えているか、そういったことも聞きながら、私も現場に行きな

がら、そういうことを身につまされているようなことも、そういったこと含めて、全部がそ

れがハートです。そういったハートの行政をやってまいりたい。それは心よりずっと私が思

っていることです。 

  何よりも川根本町ファンの一人ですので、川根本町愛は一番深いと思っていますので、そ

ういった意味の中で、このハートということをキャッチコピーに今回使わせていただいて、

何とか町民の皆さんの御支持得たということだと思っていますので、必ず心の中のことを大

事にしながら、これから施策を努めててまいりたい。またよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

（「   ごめんなさい。     」の声あり） 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 
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○町長（薗田靖邦君） ごめんね。１つ言いわすれちゃいました。 

  あと、プロポーザルのことありましたよね。これは担当課長から、また各種業務委託契約

については担当課長からお話しさせて、取りあえずそういうことで、すみません。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） それでは、私から２－１から４のプロポーザル方式を活用した

各種業務委託契約についてお答えをさせていただきます。 

  議員も御承知のとおり、プロポーザル方式とは、公募または指名により複数の参加者から

委託等の提案を募り、その中で最も優れた提案を行った者を受注候補者として選定し、契約

を締結する方式となります。 

  当町では、プロポーザル方式の実施に関する基準を定め、一つ目は、高度な創造性、技術

力、専門的な技術または経験を必要とする業務、二つ目は、町において発注や仕様を定める

ことが困難など、標準的な業務の実施手続が定められない業務。三つ目としましては、その

他プロポーザル方式により執行することが適当であると認められる業務に関しては、プロポ

ーザル方式により受注事業者を選定することにしております。 

  具体的には、単に価格ではなく、技術力や独自性、提案者の専門性や強みを重視すること

で、より高い事業効果が見込まれる受注者選定に適用されます。 

  町が作成した仕様書に基づき各事業者がプレゼンテーションを行い、選定委員会を審議し

ます。選定委員会は原則として事業担当課長と、当該課以外の管理職５人以上を構成します。 

  総合計画策定業務のように、複数課が関与し重要と判断される事業につきましては、副町

長または教育長を委員に含める運用を取っております。 

  審査内容及び決定方法につきましては、各委員会が定めた評価基準に基づきまして点数化

し、総合点で順位づけを行っております。必要に応じてヒアリングを行い、最終的には委員

会の決定をもって契約候補者を決定しております。 

  プロポーザル方式の目的は、冒頭に申し上げましたとおり、民間のノウハウを活用して、

より効果的かつ効率的な事業実施を図ることです。新たな手法やアイデアを取り入れること

で、より高い成果が期待できると考えています。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） ９番、中原緑君、再質問を許します。 

○９番（中原 緑君） 町長がとても分かりやすく思いを語ってくれたので、胸にしみました。

ありがとうございます。 

  それでは、まず、ハートの部分で、これが支援の対象になるかなというところで、一つ目

いきたいと思います。 

  平栗線の災害復旧が２年半後と聞いております。住民がガソリン等の経済的負担について、

どれくらい負担が増えているのかなというのも予測していますでしょうか。 

  迂回路による燃料費の増加、１世帯あるいは住民１人に対して、またはそういった燃料費



－129－ 

の補助を考えていますでしょうか。通常、片道15分のところを45分、ほとんど舗装が３分の

１ぐらいですかね、世帯数が10世帯、これは支援の対象にはならないでしょうかという質問

でございます。 

○議長（澤西省司君） 建設課長、山本庸輔君。 

○建設課長（山本庸輔君） お答えいたします。 

  令和４年発生の台風15号災、その災害時の対応と同様に、今回の燃料費の補助の予定はし

ておりません。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） ９番、中原緑君。 

○９番（中原 緑君） 想定はしておりましたけれども、やはり町民の声を丁寧に聞いていく

という姿勢として、そういったこともあるんではないかという可能性について伺ってみまし

た。 

  でも、これから災害が起きたときには、やはり優しい町というキーワードで進んでいく川

根本町ですから、できる、できないにしても、まず、どうかなという心配りというのが大事

かなという考えです。どうかまたその辺も考慮をお願いしたいと思います。 

  二つ目の質問になります。 

  令和６年度は災害復旧・災害対策強化として道路工事が実施されました。令和７年度も引

き続き災害復旧に対応した工事は予算化され、実施されています。 

  来年度令和８年度の災害復旧は、もうあまりないかと思いますけれども、でも、ございま

すね。災害復旧に対する見通しはいかがでしょうか。いわゆるハードに対してブレーキはど

の程度かけていくのか伺います。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 令和８年度の災害復旧に関する事業というのは、平栗線と南赤石線、

この２か所あるんですけれども、生活道路というのはブレーキかけませんよ、いずれにしろ

大事なところですから。先ほど言ったように、年をまたいで、いろいろ測量設計、用地交渉、

いろいろやらなきゃいけないから、それはそうなんですけれども、そういった生活道にブレ

ーキかける気はありません。 

○議長（澤西省司君） 中原議員、挙手をしてからお願いいたします。指名してから。 

○９番（中原 緑君） はい、議長。 

○議長（澤西省司君） ９番、中原緑君。 

○９番（中原 緑君） 災害復旧は早急に取り組む工事ですが、町内には狭隘な町道整備のた

めに計画された道路拡幅工事が止まっている箇所があります。 

  安心安全な暮らしを実現していくため、インフラ整備の推進は計画どおりでなくては、事

故が起きてからでは遅いです。狭隘な町道の道路拡幅工事は、次年度の予算化にはされてい

ますでしょうか。 
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○議長（澤西省司君） 建設課長、山本庸輔君。 

○建設課長（山本庸輔君） お答えいたします。 

  議員の御指摘のとおり、災害復旧は早急に取り組むべき重要な事業であり、道路拡幅など

のインフラ整備も安心安全な暮らしを守るために事業不可欠と認識しております。 

  令和８年度も現場の状況、財政状況を勘案しながら予算化できる検討をしてまいります。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） ９番、中原緑君。 

○９番（中原 緑君） 本当にインフラ整備によって経済が向上する場合も本当にあると思う

ものですから、そこら辺も踏まえて、先ほど言っていたブレーキはかけないよということで

したけれども、よろしくお願いいたします。 

  次の質問になります。 

  町長が今、ハートとして、町民との対話、町民の声を吸い上げていく、町民に声をかけて

いく、町民から声を聞くということに対して、各分野についてどのような具体的に方法・手

法を取っていくのかなというのも、先ほど山田議員のほうからもありましたけれども、町政

懇談会などをやったらどうかということもありましたけれども、私の場合は各分野について、

例えば医療ですとかというのも、具体的に町民の声というのは、どのように吸い上げていく

お考えでしょうか伺います。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） 今の件でお答えをさせていただきます。 

  医療分野につきましては、地域福祉計画策定時にアンケートを実施しております。また、

くらし環境課分野とか、それぞれの分野につきましては、例えば地域公共交通計画の策定時

にアンケートを実施、調査を行っております。 

  今後も各分野の様々な機会を捉えまして、町民の声を集めてまいりたいと思います。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 中原緑君。 

○９番（中原 緑君） 昨日の石山議員への答弁で、職員はできるだけ、本日も町長おっしゃ

っていましたけれども、職員はできるだけ地元の行事に関わって、先ほども言っていました

けれども、地元に根づく指導をしているとありました。根づくよう指導をしているというこ

とを先ほども言っていましたけれども、それこそハート作戦、町民の声を聞く、こういった

チャンスですので、ぜひまたそういったことを、何と言うんですかね、町政懇談会ですと、

声の大きい人というか、言いたいことがあっても言えない人がそこに来ないんですよね。だ

から、そういう来ない人が悪いんじゃなくて、来ない人も声も聞ける何か仕組みがある、だ

から、そこにアンケートというのもありましたけれども、ぜひ小さな声を聞いていく優しい

町ということを行政の方も取り組んでいただければなと、ちょっと要望ですけれども、よろ

しくお願いします。 
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  今、各分野もアンケート等でやっていますということだったんですけれども、昨日の質問

の答弁の中に教育分野の地域クラブ活動移行のことが出ていましたけれども、地域クラブ活

動移行というのは、本当に新しい世の中の流れになるんですが、とにかくハートというか、

ソフトの部分が重要な流れになっていきます。 

  ８年度から本格スタートとなる上で、児童、生徒、保護者、そして指導員ですとか、教員

等該当者からの声は聞き取れていますでしょうかということを担当課の方に聞いてみたいで

す。 

○議長（澤西省司君） 教育長、石原一則君。 

○教育長（石原一則君） 令和４年からこの計画をずっとしていったときに、まず一番最初に

やったことは、子供たちの意見を聞くことでした。じゃ、子供たちは一体どんな部活動を望

んでいるのか。例えば今現行のクラブ活動をそのまま残したほうがいいのか、それとも、全

く違うことがいいのか、もう丁寧に全員の意見を聞いて、その結果、令和８年度から実施す

る川根本町の地域クラブ化ができたんですね。それは、これ全部全て子供の意見で、その子

供の意見もいろんなおたより等で保護者の皆さんには聞いていただいて、そしてその都度意

見を吸い上げた結果、現在のクラブ活動のスポーツ部門は中学校の、残すことです。 

  それと、総合スポーツクラブというのをつくる、あとは総合文化クラブというものつくる。

今で二つパターンがあります。 

  それとあとは、町指定の地域クラブ、例えばカヌー部とか、そういうのをつくる。また、

ここにも全く当てはまらないんであれば、自由参加の部活もつくると。要するに、これ全て

子供たちや保護者の意見で成立した地域クラブ活動になっております。 

○議長（澤西省司君） 中原緑君。 

○９番（中原 緑君） 分かりました。 

  地域クラブ活動がぜひこの町の子供たちの、生き生きとした姿がそこに映るようになって

ほしいと思います。 

  次の質問にいきます。 

  令和９年度から令和18年度を計画期間とした第３次川根本町総合計画の策定が始まります。

ここでは、ハードからハートへの転換をどのように総合計画に投影していくのでしょうか。

先ほど山田議員のほうでも質問がありましたけれども、もう一度お願いいたします。 

○議長（澤西省司君） 経営戦略課長、坂下誠君。 

○経営戦略課長（坂下 誠君） 総合計画というのは、言わずと知れた町の最上位計画でござ

います。まちづくりの方向性を決めるものです。町長のおっしゃっているハードとハート、

両面を持ち合わせる計画です。そして、今回、この３次総合計画策定するに当たり、トップ

インタビューということで、町長のインタビューも実施しております。町民の皆様とともに

「誰もが安心して暮らせるまち」、「これからも生き続けるまち」を目指すための計画にし

ていきたいと思っております。 
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  以上です。 

○議長（澤西省司君） 中原緑君。 

○９番（中原 緑君） 議会だより80号に掲載されている町長の挨拶で、途中割愛させていた

だきますけれども、「これからのまちづくりの進め方を変えていかなければならないという

決意がある」とおっしゃっています。そして、「まちづくりの進め方とは町民の声に耳を傾

け、共に実現していくこと」と続いています。 

  今、町を取り巻く課題の中で大井川鐵道全線復旧ということがございます。復旧後も大井

川鐵道沿線を一層盛り上げるために、大井川鐵道はもちろんですが、町民との連携も重要と

思います。どのように大井川鐵道や町民と対話をしていくのか伺います。 

  これから川根本町が一流の観光地として成長するため、町民との対話やコミュニケーショ

ンを深めていってほしいという願いから、この大井川鐵道と町民とも行政とも対話していく

ということが求められると思うのですが、どのような対話を考えているか伺います。 

○議長（澤西省司君） 経営戦略課長、坂下誠君。 

○経営戦略課長（坂下 誠君） 大井川鐵道全線復旧に関してどのように町民の声を聞き、町

民とともに実現していくかということだと思うんですけれども、現在、町のほうでは地域公

共交通計画を作成中なんですけれども、その計画を策定する中で、町民アンケート実施して

おります。このアンケートには全線復旧後の公共交通機関としての大井川鐵道に望む声など

の意見も多数いただいております。 

  こうした意見も参考に、また役場の各課各職員の業務というのは、常に町民と接しており

ます。今後復旧が進みますと、さらに町民の意識というものが高まって、あらゆる場所でい

ろんな意見が出されてくると思います。そうやって伺った意見を役場内で共有して、実現に

向けて関係機関と協議しながら進めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 中原緑君。 

○９番（中原 緑君） 関係機関とおっしゃったのは、大井川鐵道のことでよろしいでしょう

か。 

○議長（澤西省司君） 経営戦略課長、坂下誠君。 

○経営戦略課長（坂下 誠君） 当然主体である大井川鐵道さんもそうなんですけれども、観

光協会や商工会、いろんな町民、いろんな団体等もあると思いますので、そういったものを

含めて関係機関というふうにお呼びさせてもらいました。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 中原緑君。 

○９番（中原 緑君） あと何年、令和11年３月になりますが、10年度ということでしたので、

そうしますと、あと３年ですね、２年半かな、ちょっと計算できなくなっちゃった。その間

って、あっという間に過ぎると思うんですね。 
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  やはりその関係機関としっかりコミュニケーションしていくということは、前倒しで取り

組んで仕組みをつくっていくということも重要ではないかと思いますけれども、今の課長の

お話だと、工事が始まっていくと皆さんがいろいろ意見も言ってきてくれるからと言うけれ

ども、そういうスタイルではなくて、仕組みをもう、声を受け入れていける、そしてその声

をまとめていくというか、共有していくというようなことが必要ではないかと思うのですけ

れども、そういう形というのは、何か具体的に考えていますでしょうか。 

○議長（澤西省司君） 経営戦略課長、坂下誠君。 

○経営戦略課長（坂下 誠君） 昨年からまちづくり意見交換会というものを実施しておりま

す。中原議員も何度か傍聴していると思いますけれども、そういったことで、そこには議会

関係者、観光協会、商工会、各種、駅前を考える会とか、中部電力さんとか、いろんなのが

入っております。そこでまちづくり意見交換、大井川鐵道全線復旧をということで意見交換

を行っております。 

  そういった中でも皆さんの意見、今後、これから工事着手も新聞に載りましたので、どん

どん進んでくると思いますので、そうした中、その意見交換会は、とにかく復旧するまで見

ているのじゃなくて、復旧までに何とかしなきゃという部分、復旧後にすぐ町のまちづくり、

未来づくりをやれるようにということで発足した会議ですので、それらは当然継続していく

という考えでいます。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 中原緑君。 

○９番（中原 緑君） そういった会議というのは、とても重要ですので、ぜひ継続していっ

て、大井川鐵道に対しても、町はこんなふうにやっているんだよということを情報提供とし

て伝えられる会であってほしいと思いますので、ぜひそこのところの会の目的というのをい

ま一度、もしも全線復旧したときに、そこからも継続していくとすれば、会の目的とかそう

いったものも、詳細がちょっと変わってくると思いますので、見直し等をしつつ大井川鐵道

と川根本町が持続可能な観光地であるということを目標につくり上げていってほしいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○議長（澤西省司君） 経営戦略課長、坂下誠君。 

○経営戦略課長（坂下 誠君） まさにそうだと思います。 

  行政だけが動いても仕方がないですし、まちづくり意見交換会に大井川鐵道も当然入って

いますので、そういった部分で、また議員の皆さんもそこに入ってもらっていますので、議

員の皆さんからも町民にぜひ声かけをいただいて、皆さんと一緒に大井川鐵道を盛り上げて

いきたいと思います。 

○議長（澤西省司君） 中原緑君。 

○９番（中原 緑君） ちょっと時間かかってしまいました、すみません。 

  町民との信頼関係を大切にするとおっしゃっています。信頼関係を大切にする、どんな点
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が重要と考えますか。 

  町長の文言の中に、町民との信頼関係を大切にするという、これは議会だより80号の中の

メッセージなんです。信頼関係を大切にするということは、どんな点が重要と考えますか。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 冒頭、演壇のほうでもお話はさせてもらったつもりですけれども、や

はり１つは、やっぱり丁寧な対話だと思います、それは。その中に置いておいて、１つの人

材として職員のこともお話をしましたし、やはり地元に帰って地元の意見聞いてからやって

いかないと、なかなか反映されないと、政策に。そういったこと絶対あると思いますので、

私自身も地元、上長尾から生まれた人間でして、上長尾から育った人間で、ここまで来てい

るので、要するに、そういったことの中において、やっぱり地域意識をしっかり持って、よ

くうけたまわって、右から左じゃなくて、受け止めとかないといかんね。だから、そういっ

たことの中に置いといて、いろんな意見も聞きながら一つ一つ丁寧に、職員の本分でもある

と思うんですけれども、町長の本分でもあるという、職員の皆さんに聞きながら、これから

進めていくことがやはり大事なこと、大井川鐵道のことも、今、議員言いましたけれども、

そういったことの中で、ここまで大井川鐵道支えてくることになりましたから、当然今後は、

もっともっと盛り上げるような町民で。そういったことの中に置いておいて、やっていかな

きゃいけない。今でさえ大井川鐵道動いていないから、皆さんが在り方検討会、いろんなこ

との中に置いておいて、来月、また今度田野口でやるんでしょう、マルシェがないから。 

○９番（中原 緑君） 来月ではないんですけれども。 

○町長（薗田靖邦君） またやるんでしょう、取りあえず。 

○９番（中原 緑君） また、はい。次回用意して、はい。 

○町長（薗田靖邦君） 次回やるということだね。 

  そういったことの中に置いておいて、一つ一つ形になっていると思うんですよ、それは。

大井川鐵道というものに対して皆さんが盛り上げていく。今後10年、あと３年３か月ですけ

れども、正確には。何とか全線復活しちゃうんですけれども、復活していただきたい。多少

はあれかもしれない、ひょっとして。その中に置いておいて、主な工事というのは、全部そ

うですよ。いろんな意味がある。トンネルのはちょっと水が心配なんよ。土砂は必ず取れち

ゃうと思うんだけれども、トンネルの中の水見てきたでしょ、皆さん行って。 

○９番（中原 緑君） はい。 

○町長（薗田靖邦君） あれの工法はどういう工法でうまくやれるかなと思ったり、ちょっと

それは、私も現場行って見てきたんですけれども、専門の鉄道公社の方が来て、いろいろ工

事やるから大丈夫だと思うんですけれども、ちょっと延びるかなとは思いながら、あのとき

は帰ってきましたけれども、そういったことで、みんなで盛り上げていただけるから、今。

前よりもかかっている感じなもんですから、大井川鐵道は。昔は誰も乗らないのにと思った

んだけれども、いろんなことは置いておいて、みんなが盛り上げていただけたら、だから、
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３年後だってまた盛り上がると思いますよ、それは。そうやってやっていくということ、１

つのきっかけだったんだなという、この大鐵がこうなったことが１つのきっかけとなって、

みんなが集まっていろんなことできるようになる。だから、これからもそうやったことは、

やはり皆さんで支えながらやっていくということは、いいことじゃないかと思っています。 

○議長（澤西省司君） ここで、中原緑さんに申し上げます。 

  大分通告書が深く大鐵のほうが入っておりますので、再質問はあくまでも通告書に沿った

もので、できるだけハードからハートだけで、かなり深く、大分続けて深くいっていますの

でね。 

○９番（中原 緑君） 分かりました。 

○議長（澤西省司君） よろしくお願いいたします。打合せは十分にはされているとは思いま

すけれども、多少お気をつけください。 

○９番（中原 緑君） 分かりました。 

  では。 

○議長（澤西省司君） いいですよ、続けてくれて。 

  ９番、中原緑君。 

○９番（中原 緑君） では、思いは最後に回します。 

  では、プロポーザル方式で契約するケースは、年間およそ何件でしょうか。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） 御質問のプロポーザル方式で契約する年間件数でございますけ

れども、令和７年度におきましては、現在は８件程度。 

○９番（中原 緑君） ８件、はい。 

  令和６年に実施された音戯の郷のプロポーザル方式による契約と、今年の夏に実施されま

した公募型第一小学校の活用提案のプロポーザル、そして第３次川根本町総合計画の策定支

援についてのプロポーザル、合わせ３件について概要をお願いします。 

○議長（澤西省司君） 観光交流課長、神谷毅君。 

○観光交流課長（神谷 毅君） 御質問のプロポーザル方式で行った案件の令和６年度に実施

した音戯の郷に関わる部分につきまして、お答えいたします。 

  件名は奥大井音戯の郷在り方検討支援コンサルティング業務委託。目的は、音戯の郷の今

後の運営の在り方について、調査検討を行うことにあります。本件の応募者は１件でござい

ました。実施要領及び審査結果等の公表につきましては、いずれも町のホームページで公開

いたしました。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 経営戦略課長、坂下誠君。 

○経営戦略課長（坂下 誠君） 私のほうからは、まず１点目、第一小の利活用の構想につい

てです。 
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  第一小の利活用の構想、補助金をいただく関係で名称が少し違います。名称は、南アルプ

スかわね地域循環共生圏基本構想策定業務とちょっと長いですけれども、要は第一小の利活

用ということです。 

  利活用については、実は職員で、プロジェクトチームで進めましたけれども、うまくいか

なかったというような状況がございます。そういったことで、策定業務をプロポーザルで実

施をさせてもらいました。住民関係者の意見を聞いて、第一小を使った新しい地域活性化策

及び拠点整備案を策定する業務内容となっております。４社から応募があり、１社決定して

おります。 

  もう一つ、第３次総合計画及び人口ビジョン総合戦略策定支援業務、これは今、何度も言

っている第３次総合計画、令和９年度から18年度を計画期間とした次期総合計画と人口減地

方創生を目的とした総合戦略の計画終了を受けて、令和９年度から13年を計画期間とした次

期総合計画戦略を策定するものです。さらに、よりビーイングを生かし、ウェルビーイング

の生かし方をはじめ、新しいまちの将来ビジョンを描くものです。２社から応募があり、１

社で決まりましたという状況です。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） ９番、中原緑君。 

○９番（中原 緑君） ただいまプロポーザルの実施要綱、結果については、ホームページで

掲載されていたということなんですけれども、ホームページで掲載されてから申込期間が何

日あったのかな。そしてまた、結果を掲載されている、どれくらい期間があるのか、その辺

の期間のことについて教えていただけますか、ホームページの掲載期間についてです。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） この件につきましては、通告にありませんでしたのでお答えで

きません。 

○議長（澤西省司君） 中原緑君。 

○９番（中原 緑君） ちょっと通告漏れしました。申し訳ありません。 

  これ、大体15日ぐらいかなと私は見ていまして、その期間というのは、決まりがあります

でしょうか。 

  できれば、１か月ぐらいあったほうがいいのかなと思ったんですけれども、そのことにつ

いて。掲載期間ですね、申込みが上がってから、締切りまでの期間ですけれども。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） それではお答えします。 

  一般的な入札等の期間と同じです。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 中原緑君。 

○９番（中原 緑君） 事業選考委員会は、業務ごとに置かれているのでしょうか、それとも
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プロポーザル方式による選定の事業者選考委員は固定で決まっているのでしょうか。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） それでは、御質問のプロポーザル選考委員会の設置形態という

ことになりますけれども、お答えさせてもらいます。 

  原則としましては、選考委員会は業務ごとに設置され、業務内容や専門性・規模に応じて

適切な委員構成を検討した上で設置しております。 

  これは、公平性・透明性を確保するために当該業務に関する専門的な知見を持つ委員を選

定するためです。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 中原緑君。 

○９番（中原 緑君） 分かりました。 

  事業者選考委員に民間の専門家、外部関係の方を加える予定はありませんでしょうか。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） それではお答えします。 

  専門委員に専門家を加える予定はないかについてお答えします。 

  現在、定めている実施に関する基準では、必要があるときには学識経験者等を委員に加え

ることができる旨を明記しております。 

  審査の内容や専門性の必要性に応じて、学識経験者等を委員として加えることが可能です

ので、今後もそのように対応していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 中原緑君。 

○９番（中原 緑君） 事前に質問、別に用意してきたんですけれども、申し上げます。 

  その背景には、選考基準の設定の仕方によっては、事業担当部署が選定したい事業者を選

定することが可能であり、選考委員が町職員のみであれば根回しが可能である場合も考えら

れます。 

  よって、プロポーザル契約に関する規定を整備し、その対象、選考基準、選考委員会の構

成、結果の公表等について明確にし、運用していく必要がないのかな、ないのではないでし

ょうかということで質問したかったです。でも、今お答えいただいたので、納得いたしまし

た。 

  もう一つは、一定規模以上の事業、今回、第３次総合計画のほうの規模は大きいですよね、

の事業については、外部有識者を含めた事業者選考委員会等第三者機関などを設置し、評価

項目、配点の設定なども委員会において定める必要がないでしょうかという質問なんですけ

れども、それも考えていらっしゃるということでお答えいただきました。 

  ３番目、ちょっと外れるかもしれないんですけれども、公の施設における指定管理者制度

も、その業者の選定については、プロポーザル方式で募集・評価・審査が行われます。 
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  事業者選考委員会の構成についても外部有識者が、民間の専門家が加わるという予定はあ

ると考えていいんですか。その辺、もう一回伺います。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） 今の御質問につきましては、指定管理者制度に外部有識者を加

える予定はないかということの御質問でよろしいでしょうか。 

○９番（中原 緑君） そうですね、はい。 

○総務課長（澤口誠一郎君） 指定管理者制度につきましては、別な組織の委員会を設けてお

ります。既存の実施基準と規定に基づく厳格な運用によりまして、専門性・透明性・公平性

確保して指定管理者制度につきましては運用していきます。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 中原緑君。 

○９番（中原 緑君） こちらですけれども、主にコンサルタント業務が増えている、このプ

ロポーザルでコンサルタントの業務委託というのが増えているようですけれども、その理由

は何かお答えいただけますでしょうか。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） 今の質問にお答えします。 

  コンサルタント業務委託が増加している主な理由ですけれども、専門性の高い業務の増加

や迅速な事業推進の要請などの背景にあります。 

  外部委託は効率的かつ専門的な対応手段であるものの、今後も委託必要性を慎重に検証す

るとともに、透明性・公平性の確保や費用対効果の確認、そして職員の育成・内製化により

外部依存を適切に管理してまいります。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 中原緑君。 

○９番（中原 緑君） もう今お答えいただいてしまったんですけれども、事業の内容によっ

ては、職員が担当できるかどうかということも検討しているかということを聞きたかったん

ですけれども、今、先にお答えいただいたので、それについてはオーケーです。 

  関連してなんですけれども、将来的に公募型プロポーザル方式というのは、入札契約制度

になるんですけれども、これを続けていく、今、専門性とか、迅速性とかといったことに関

しては、必要な骨子なんだということで伺ったんですが、これを継続していくには、町とし

てどんなことに今注意して、観点を置いて注意を払っていくというか、そんなことを考えて

いますでしょうか。課題というんですかね、もしあるとしたら教えてください。 

○議長（澤西省司君） 総務課長、澤口誠一郎君。 

○総務課長（澤口誠一郎君） プロポーザル方式につきましては、冒頭申し上げましたけれど

も、民間のノウハウを活用して、より効果的かつ効率的な事業実施をおこなうことが目的と

されております。 
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  そういう中で、そういうところも頼らずに必要最低限の外部委託によって、今後も行政サ

ービスの安定提供に努めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 中原緑君。 

○９番（中原 緑君） ありがとうございます。 

  まとめなんですけれども、まとめに近いかもしれません。 

  もう一つですね、こちら、ちょっと通告と外れるかもしれませんけれども、ハートという

ことで、ちょっとお伺いしたいと思ったんですけれども、町長が町民の声を聞くよ、聞いて

いくんだよということで、すごく分かったんですけれども、職員の声も聞くということもす

ごく大切だなということを今気がつきました。 

  川根本町という職場については、個々の希望や仕事で悩んでいたりとか、人間関係で悩ん

でいたりとかという方がいらっしゃるとしたら、管理職の方々になると思うんですけれども、

職員と面談などは対応はどうでしょうか。通告していなかったんですけれども、ハートがテ

ーマですので、関連でお答えいただければと思います。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 通告は通告として、あれなんですけれども、やはり管理職、特に幹部

の連中というのは、やはり神経病みながら、苦慮し続けながらやってきていると思います。

私もそこに耳を傾けることは、当たり前のことの話の中に置いておいて、残業のハードの部

分といったら、職員に対して私の指示・指導、そういったことは言ったんで、本当に職員が

動いてくれなかったら、この町はどうなるかということは、私自身もよく分かっていること

だし、幹部は幹部で苦しい胸のうちもいろいろあるし、いろんな職員悩んでしている職員も

おります、確かに。また、そういった中で、チーム一丸となって、ほかの課長連中がそのこ

とについても一生懸命部下に対してやってくれているしという思いの中で、私もそういった

   持ちながらやっているつもりなので、威張っているわけじゃないもんですから、その

辺だけ御理解・御了解いただきたいなと。 

○議長（澤西省司君） 中原緑君。 

○９番（中原 緑君） 分かりました。 

  それで、昨年、前副町長の秋元氏が座長で、人口減少対策ワーキングという若手職員によ

る職員提案事業が行われました。 

  その中で実用化された施策は幾つかあったと思いますが、どうだったでしょか。 

○議長（澤西省司君） 経営戦略課長、坂下誠君。 

○経営戦略課長（坂下 誠君） 人口減少対策として結婚・出産・子育ての支援ということで、

プロジェクトチームで話をさせてもらいました。 

  今年度の実用化の話なんですけれども、実際に今年度から分娩取扱施設への交通費や宿泊

費の助成事業、そして妊婦健診の交通費助成事業、それから不育症治療等交通費助成事業を
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今年度新規で予算計上させていただいております。 

  以上です。 

○議長（澤西省司君） 中原緑君。 

○９番（中原 緑君） とても有意義な、効果的なワーキングだったと思うんですけれども、

これからもこのような施策は考えていますでしょうか。 

  ぜひ実施して、採用になった提案者には、これは余談ですけれども、報奨金とか、例えば

町内のお買物券などを差し上げたら弾みになるんではないかと。その前に、これからこのよ

うな施策はありますかという質問です。 

○議長（澤西省司君） 町長、薗田靖邦君。 

○町長（薗田靖邦君） 結果として予算が生まれたということは、やはり職員みんなでやった

ほうがいいと思っています。 

○９番（中原 緑君） はい。 

○町長（薗田靖邦君） 職員のチームワークにもなるし、予算がつき、きっと我々がやってい

ることがということになると思いますから、時期を見て、また考えてやってまいりたいと思

っています。 

○議長（澤西省司君） 中原緑君。 

○９番（中原 緑君） ぜひやっぱりこの町の職員の方が人材と言っていましたので、本当に

優秀な人材がここの町にはいらっしゃるわけだから、その方たちにこの町の将来を私たちは

託していると言っても過言ではないわけですから、どうか陰のモチベーションが常にアップ

していくように、ちょっと気は心ですので、お買物券などもいいかと思うんですが、それは

余談ですけれども、やはりちょっと弾みになるような対応をぜひぜひよろしくお願いしたい

と思います。 

  以上で私の質問は終わりますけれども、長いこと聞いていただいてありがとうございまし

た。 

○議長（澤西省司君） これで、中原緑君の一般質問を終わります。 

  以上で本日の一般質問を終わります。 

 

─────────────────────―  ◇  ───────────────────── 

 

◎閉  会 

○議長（澤西省司君） 本日の日程は全部終了いたしました。 

  会議を閉じます。 

  これをもちまして令和７年第４回川根本町議会定例会を閉会いたします。 

  これにて散会いたします。 

  お疲れさまでした。 
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閉会 午後 ３時１２分 
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